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は じめ に

産 業 情報 化 推 進 セ ン ター の 基 本業 務 は、 「国 内産 業 の 情 報 化 」 の普及 ・促 進 に あ る。

最 近 、 先進 企 業 に と って 最 も関 心が 高 いテ ー マ は、 いか に、 情 報 を他 の関 連 企 業 と共 用 し、有 効

に活 用 す るか と い う課 題 で あ る。 す なわ ち 、近 年 の コ ン ピュー タ技 術 の進 歩 によ り、 情 報処 理 の

対 象 が 、 テ キ ス ト(文 字+記 号)情 報 の み な らず 、 音 声 、 画 像(静 止 画 ・動 画)情 報 に まで飛 躍

的 に拡 大 して き た。 そ の 結 果 、 膨大 なデ ー タの生 成 ・処 理 ・加 工 のみ な らず 、 そ の デ ー タを取 引

企業 間、 あ る い は、 グル ー プ企 業 内で 如 何 に有 効 に活 用 す るか が 重要 な課 題 で あ る。 この 様 な情

報化 に対 す る環 境 の 変 化 か ら、 「産業 の 情 報 化」 に 関 わ る 「情 報 の共 用 と伝 達(デ ー タベ ー スの

共 用 ・高 速通 信 回線 に よ る情 報 伝 達)技 術 」 と 「コ ンテ ンツの 標 準化(情 報 表 現 規 格)」 に対 す

る関心 が 、一 層 高 ま って きた。 特 に、最 近 で は、従 来 か らの電 話 網 やISDNな どの 「コネ ク シ

ョ ン型 ネ ッ トワー ク」 の み な らず 、 「イ ンター ネ ッ ト」 と呼 ば れ る 「コネ ク シ ョ ン レス型 ネ ッ ト

ワー ク」 の利 用 が 増 え つ つ あ る。 と ころが 、 この新 しい ネ ッ トワ ー クを い か に産 業 界 に活 用 して

いけ ば よ いのか 、 その 技 術 的 特 性 に配慮 した 利 用方 法(ア プ リケ ー シ ョ ン)が 、 まだ 明 確 に され

て いな い。

そ こで、 本 レポ ー トで は、 米 国 出張 イ ンタ ーネ ッ ト調 査('94年3月)と 巻 末 の文 献調 査 を

踏 まえ 、"情 報 の共 用 と伝 達 環 境"と しての イ ンター ネ ッ トの適 用 範 囲を 、 既存 のネ ッ トワ ー ク

と比 較 す る こ とに よ り明確 化 す る ことを試 み た。

まず 、 シ ングル メ デ ィ アか らマル チ メ デ ィ アを含 む 情報 を 「コ ンテ ンツ」 と捉 え 、 そ の伝 達 ・

共 用 環境 をrECネ ッ トワー ク」 と位 置づ け る(第1章)。 と ころが 、異 な る システ ム 間で 情 報

を共 用 ・伝 達 す るた め の概 念 と して は、従 来 か らのEC/EDIに 加 え、 最 近 、CALSの コ ン

セ プ トが 出て きた。 最 初 に この 目的 と概 念 を 紹 介 す る(第2章)。 と もか く、本 レポ ー トで は、

ECはEDIの み な らずCALSも 包含 す る概 念 と して位 置づ け る こ ととす る。

さて 、rECネ ッ トワー ク」 は、 放送 ・通 信 メデ ィア に よ り構 築 され る もの で あ る。 したが っ

て、 そ の メデ ィア を利 用 す るた め に は、 それ ぞれ の メデ ィア の技 術 的特 性 と用途 のみ な らず 、 関

連 法 体 系 を も把 握 して お く必 要 が あ る(第3章)。 次 に 、ECネ ッ トワー クを構 築 す る た め に は、

既 存 の メデ ィア の上 に 、 情 報 の伝 達 ・共 用 に必 要 な 通 信 プ ロ トコル とセ キ ュ リテ ィ を実 現 す る必

要 が あ る(第4章)。 特 に 、 現在 、 国 内 に お け るECネ ッ トワー クの代 表 で あ るEDIと 、 その

実 現 環 境(VANの 利 用 な ど)を 理 解 して お くこと は、CALSな どの新 しいECネ ッ トワー ク

を構 築 す る上 で 参 考 に な る(第5章)。

さ らに、 「産 業 の 情 報 化 」 の も う一 つ の テ ー マで あ る 「コ ンテ ンツの標 準 化 」 の重 要 性 と問題

点 にっ いて述 べ る。 特 に 、 現 在 、最 も国 際 的標 準 化 が 進 ん で い るEDIの 規 格 と、 国 内 標 準 で あ

るrCII標 準 」 を 具体 的 事 例 と して紹 介 す る。 また 、 この 「情 報 の 共 用 と伝 達 」 と 「コ ンテ ン

ツの標 準 化」 の 二 つ の テ ー マ は 、実 は、CII標 準 が 規 定 す るrVANコ ー ド」 の様 に 相互 に 関

連 性 が あ り、 切 り離 せ な い関 係 に あ る こ と も紹 介 す る。(第6章)

最 後 に、 「産 業 の 情 報 化 」 を 推進 す るた め の具 体 的 ア プ ロー チ の一 つ と して 、 「行 政 の情 報

化」 につ い て も言 及 す る。 す な わ ち、 「産 業 の情 報 化 」 を 一 般 ユ ーザ 企 業へ 働 きか け る前 に 、 そ

の先 導 役 と して 政 府 行政 機 関 に 於 け る 「行政 の情 報 化 」 に対 す る取 組 み が必 要 で あ る。 そ こで は、

ECとEDIの み な らずCALSの コ ンセ プ トが 実 現 され た 環境 で あ り、既 存 の ネ ッ トワー ク と

同様 、 イ ンター ネ ッ トも有 効 に 活 用 され る こ とが 期 待 され て い る(第7章)。

本 レポー トで は以 上 の 内 容 を よ り読 者 に分 か りや す く説 明 す るた め にQ&A方 式 で解 説 を行 っ

た。

以 上

1995年3月

産 業 情 報 化 推 進 セ ン タ ー

藤 田 雅 範
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第1章 ECネ ッ トワ ー ク と は

QlEC環 境 を構成する要 素は何か?

/A/通 信 ・放 送 メ デ ィ ア を利 用 したEC/EDI活 動 に は、CM(コ マ ー シ ャ ル)放 送 や

電 話 に よ る株 や 商 品(先 物)取 引の様 な 、 「人 間 対 人 間 」 の放 送 及 び通 信 をベ ー ス とす る

シ ンプ ル なEC活 動 か ら、 「人 間対 マ シ ン」 及 び 「マ シ ン対 マ シ ン」 を ベ ー ス す る 「デ ー

タ通 信 」 に よ る為 替 交 換 取 引 の様 な 高度 なEDI活 動 ま で さ まざ ま な形 態 が 存 在 す る。

この ネ ッ トワー ク上 を転 送 す る情 報 の コ ンテ ンツ(内 容)は 、 送 信 側 あ るい は受 信 側 の い

ず れか が コ ン ピ ュー タの場 合 、 プ ロ グ ラム処 理が 可 能 な 形式 に編 集 され て い な け れ ば な ら

な い。EDIの 世 界 で は、 この コ ンテ ンツ が特 定 企 業 及 び業 界 内 に 止 ま らず 、 広 く国 内及

び 国際 的 に合 意 され た デ ー タ構 造 を 持 って い る場 合 、 これ を 「標 準 メ ッセ ー ジ」 と定 義 し

て い る。 今 後 のEC/EDI及 びCALSの 普 及 ・促 進 を図 る上 で 、EDIの 世 界 に止 ま

らな い 「標 準 コ ンテ ンツ(メ ッセ ー ジ)」 の拡 大 が 期 待 され て い る。

産 業 情 報 化 推 進 セ ンタ ーで は 、10年 来 、 「産 業 の 情 報化 」 を 推 進 すべ く、 ユ ー ザ企 業

の立 場 を 中心 にEDIの 普 及 ・促 進 を 図 って来 て い る。 しか し、 中小 企 業 を含 む 今後 のE

DIの 発 展 を図 る た め に は、政 府 ・行 政 機 関(及 び地 方 自治 体)に お け る調 達 業務 のED

I化 を実 現 す る必 要 が あ る。米 国 で は 、 「電 子 政 府(ElectronicGovernment)」 の構 築 を

目指 し、rFTS(FederalTelecommunicationSystem)2000」 が1963年 か ら実

施 され て お り、 今 年 度 か ら、政 府 ・行 政 機 関 に於 け る 「調 達 のEC/EDI化 計 画(19

97年 の完 了 予 定)」 が 、 実行 に移 され て い る。 日本 に於 ける 「電 子 政 府 」 の 構 築 を実 現

す る為 に は、 様 々 な課 題 を解 決 す る必 要 が あ るが 、特 にEC/EDI及 びCALSに 於 け

る 「標 準 コ ンテ ンツ」 の規格 制 定(JIS化)が 、 そ の実 現 の鍵 を握 って い る。

次 章 以 降 に、EC/EDI及 びCALS活 動 に利 用 され る通 信 及 び放 送 メ デ ィ アを 「E

Cネ ッ トワー ク」 と総 称 し、 そ こに流 れ るEC情 報 の 技術 的属 性 の み な らず 、 ネ ッ トワー

クに関 す る通 信 プ ロ トコル とサ ー ビス 品質 につ いて 述 べ る。

ま た 、 イ ンタ ー ネ ッ トを 活用 したEC/EDI活 動 に っ いて も言 及 し、産 業 と行 政 の 情

報 化 に お け るそ の位 置付 けを考 撰 す る。

A社

EC環 境 を構成 する要素

B社

一

一

一

一

法令 ・制度

業務 処 理規 約(ビ ジネス イ ンター フ ェー ス)

システム運用方法

標準 コ ンテ ンツ(メ ッセ ー ジ)

iED極 信手順

ECネ ッ ト ワ ー ク

放 送 ・通信 メ デ ィア

ハ ー ドウエ ア規 格
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アエウドー
ー
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第2章 EC/EDI&CALSと は

Q2EC/EDl及 びCALSの コ ンセ プ トの違 い は何 か?

/A/現 在 、米 国 を 中 心 に 提 唱 されて い るEC(ElectronicCommerce)と は、 企 業 聞 及 び企

業 と個 人(最 終 消 費 者)の 間で 通 信 ネ ッ トワー クを 介 して実 施 され る あ らゆ る ビ ジネ ス

(製 品開 発 ・販 売 ・広 告 ・受 発注 ・金 融 決 済 活 動 な ど)を 包 含 す る概 念 と いえ る。 逆 に、

ECは 、 企 業 内 の業 務 のOA化 及 び個 人 間の 情 報 伝 達 な ど にLANやWANを 利 用す る場

合 を 除 く概 念 と もいえ る。 特 に 、政 府 ・行 政 機 関 がECに よ り資 材 の調 達 を行 う場 合、G

ATEC(GovernmentAcquisitionThrouhElectronicCommerce)と 称 され て い る。

参 考 まで に、 資 料1に 「lnt'IGuidetoE-Mail&EDIProductsandServices」 で述

べ られ て い るECの 定義範 囲及 びEDIと の 違 い を 示す 。

次 に 、CALS/CEIndustrySteeringGroupが 掲 げて い る 「CALSの ビ ジ ョン」

を示 す 。

CALSの ビジ ョン(全 文)

CALS構 想 の目的は世界規模での企業活動の統合 を可能にす ることであ る。CA

LSの ビジ ョンはエ ンタープライズ(事 業体)の 全体 または一部、例えば個別の装置

メーカ とその販売業者間、あるいは政府 ・民間 ・教育研究機関の コンソーシアム(共

同体)が 、製 品の設計、開発、製 造、流通、サ ー ビスをデジタル化 され た共通のデー

タベースを使 って リアルタイムで行 うことで あ る。CALSの 直接的な効果 は品質 と

性能 の顕著な向上の実現 と、商品化 までの時間 とコス トの大幅な削減で ある。

このよ うなネ ットワーク機能を構築 す るためには、技術 と運用経験 の両方で発展が

な されなければな らない。 いわゆ る 「情報 ハイ ウェイ」 としてのネ ッ トワー クはこう

した情報 イ ンフラス トラクチャの中核 的な要 素である。CALSは 基本的にオープン

システム環境を指向 しており、デー タ交換 の商業規格や標準化 の国際調整を早期 に取

り入れている。

CALSは 当初、米国政府 と防衛産 業が複数の システムの開発、製造及び支援 を統

合す る目的で始め られたが、今では21世 紀におけ る製造業の共 同体であ る 「バーチャ

ル ・エ ンタープライズ」の原型 と して認識 されている。 こうした ことか らCALSは

欧州や環太平洋の諸国において も企 業活動の統合の要 と して受 け入れ られ るようにな

ってい る。

資米斗10にCALS

を示 す 。

Japan'94で 公 表 さ れ たrlntroductionofCALSstandard」

第3章 通信 ・放送 メ デ ィアの現 状
ECネ ッ トワークはそのイ ンフラと して通信 ・放送メディアを活用 して いる。 このイ ン

フラの技術的及 び制度的側面 を理解す ることは、適正なEC/EDI環 境の整備を図る上

で必要であ り、以下 にその概要 を示す。

Q3.1ECで 扱 う情報 は どん な 特 徴 を 持 って いる の か?

/A/現 在 ・ネ ッ トワ ー クを 利 用 して転 送 さ れ るEC情 報 は 、 テ キ ス ト(文 字+記 号)情 報

の みな らず 、音 声、 静 止画 像、 及 び動 画 像 な どの マ ル チ メデ ィア 情報 が あ る。 それ ぞれ の

ネ ッ トワー クに よ り転 送 され る情 報 の 特 性 と転 送 形 態 にっ いて以 下 に述 べ る。
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【テキス ト】

テキス ト情報の通信 は、"情 報源"で ある 「文字及び記号 で表現 された人間の意思」

の全 てを正確 に相手 に転送 しなければな らない。 この情報(特 に、金融 データ)伝 達を

迅速 ・正確 に実行す るための メデ ィア は、明治時代の電信 ・電報には じまり、テ レック

スを経 て、現在"デ ータ通信"と して発展 してい る。現在 の通信技術 では、地震や大火

災時の長時間停電 による"回 線断"の 発生などの様 に、"完 全 ・無瞬断ネ ッ トワー ク"

を構築出来ていない ことも事実であ る。 この"不 完全 ・瞬断有のネ ッ トワーグ 上で、

正確なテキス ト情 報の伝達 を行 うには、電信の時代か らデ ジタル化(情 報の符号化)と

共 に、回線 トラブ ルに対 す るデ ー タの再送方法 に関す るプロ トコル(人 間の作 業を含

む)が"手 順化(マ ニ ュアル化)"さ れて きた。

【音 声】

人 間の耳は通常1.5万 ヘルツ まで聞 き取 ることが 出来 るが 、電話に よるHuman-Human

コ ミュニケー シ ョンで は、3.4Kヘ ル ツまでの音声周波数(デ ジタル化 した場合、6

4Kbps)が 伝達 で きれば、"意 思伝達"に 十分である。伝送帯域が この様に限定 さ

れているために、少 ない搬送波帯域の効率的な利用が図 られ ている。現在の電話網 は、

国際的 に もこの基 準で構築 され てる。すなわち、音声情報の場合 は、"情 報源"か らの

人 間の可聴 ・認識 に耐え るレベ ルのデータのサ ンプ リング抽 出を行 い、相手 に転送 して

い るといえ る。 また、転送中に情報が雑音などで乱れて も、現在 のアナ ログ電話で は、

人 間同士の"会 話 に よる再送"に 期待 し、情報の再送を行 っていない。

また、高品質 な音 楽番組を放送す ることが 目的であ るFM放 送で は、人間の聞き取れ

る最大の音 声周 波数(1.5万 ヘル ツ程度)レ ベルまで 、音源 か ら情報を抽出 し電気信号

(ア ナ ログ信号)に 変換 後、配信(放 送)を 行 っている。

【静止画像 ・動画像 】

FAXや ビデオテ ックス("キ ャプテ ン"な ど)な どの静止画像、及びテ レビ放送、

CATVや テ レ ビ会 議な どの映像 メディアも、音声情報 の場合 と同様 に、"情 報源"か

らの人 間の判読 ・理解 ・認識に耐 え るレベルのデータのサ ンプ リング抽出を行い、効率

的な通信 ・放送サー ビスを行 ってい る。但 し、 この静止画像 ・動画像のサー ビス品質 は、

他の メデ ィア以上 に さまざまな精度 のサー ビスが存在す る。何故 な ら、人間の網膜 の解

像度 と頭脳 による情報の解析能力は、年齢や学習の度合などによ り大 きく異 なるため、

実際のサー ビスはその用途及び利 用者 に対応 した"サ ンプ リング レベル"を 個別に必要

とす るか らであ る。 また、転送 中 に情報が雑音 などで乱れ た場 合 も、FAXや ビデオ

テ ックスでは、一定 回数の再送 がな されてい るが 、テ レビ放送 やCATVな どで は、

"リ アルタイム"な 放送サー ビスを実現す る必要性か ら再送機能 を不要 としてい る。 こ

の様 に、障害 ・エ ラーの検出 と再送 の自動化は、個 々のメディアが提供す るサー ビスに

よ り異 な ってい る。

以上 の ことか ら、テキス ト情報以外 の"情 報源"に っいては、"全 てのデーダ を抽 出 し、

相手 に送信す る必要 はな く、 さまざまなECの 用途(ア プ リ)に よ り情報のサ ンプ リング

レベル とその処理加工(圧 縮など)方 法 を特定 して いる。 しか し、情報をサ ンプ リング し

て転送す る方式は、 「サ ンプ リング した情報が、障害などによ り途 中で変わ って もよい」

ことを意味 している分 けではない。基本的 に、送信側の情報を100%受 信側 に転送す る

ことが通信 ・放送 メデ ィアに求 め られて いる。
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Q.3.2ECと マル チ メ デ ィア は ど の様 な関 係 にあ る の か?

/A/以 下 にECと マルチ メデ ィア との関連 を述べ る

(1)マ ルチメデ ィアの発展 とアーキテ クチ ャの収敏

マルチ メディアに関す る定義は、まだ一律で はな く様々な考え方があ る。EC/ED

Iの 普及 ・促進の立場で考 え ると、それは次の様 に捉え ることが 出来 る。

■ 多様なデータを対象 とす ること

テキス ト、音声、及びCD/FDの 格納 されて いるプログラムソ フ トだけで はな く、

CAD/CAM情 報(ベ ク トル情 報)、 静止画像、及びテ レビ電話か らハ イ ビジ ョン

テ レビ画像 まで含む様々な精度 の商品情報を提供で きる動画像 も対象 とす る。具体 的

デー タの例 を次 に示す。

テキス ト情報

ベ ク トル情報

バ イナ リ情報

ビデオ情報

プ ロ グ ラ ム 情 報 … 一…

受発注管理デー タ

設計 ・製図デ ータ

写 真 ・地図情報

製品稼働(動 作)デ ー タ

商品デモ ・編集 ソフ ト

■ 双 方 向性 が 実 現 され て い る こ と

放 送 サ ー ビス の様 な片 方 向 の メ デ ィア だ け で な く、ODV(オ ンデ マ ン ドビデ オ)に

代 表 され る双 方 向性 が 実 現 出来 る メデ ィア で あ る。

■ リアル タイ ム性(即 時 性)が 実 現 され て い る こ と

高 精彩 画 面 を 見 な が ら商 品 の 選 択 を行 い 、 即 時 に注 文 を行 う 「ホ ーム シ ョ ッピ ング」

な どに は、 商 品 デ ー タベ ー ス とユ ーザ 端 末 間 の リア ル タイ ム なデ ー タ転 送 が 前提 とな

る。

■ 双方 の シ ステ ム 間 の相 互 運 用 性 が 確 立 され て い る こ と

多 様 なデ ー タを処 理 の対 象 にす るた め に は 、双 方 の システ ム間 で デ ー タ処 理が 可 能

な 様 に 「デ ー タの互 換 性 」 が 図 られ て い な け れ ば な らな い。 そ して 、相 手 側 に デ ー タ

処 理 をす る ソ フ トが な い場 合 は、 プ ロ グ ラム もデ ー タ に添 付 す る必要 が あ る。

しか し、 この プ ロ グラ ムの 交 換 性 は 「オ ー プ ン シス テ ム」 の 概 念 で あ り、 プ ロ グラ ム

の 走 行環境(プ ラ ッ トホ ー ム)を 特 定 す る可能 性 が あ る。 したが って、 マ ル チ メデ ィ

ア の世 界 は コ ン ピ ュ一 夕 ア ー キ テ キチ ャの 標 準化 が 進 み 、現 在 あ る世 界 の 様 々なOS

が 、 幾つ か の 有 力 なOSに 集 約 され る可 能性 が あ る。

【補 足 】 … …一 イ ンタ ー ネ ッ トと オ ー プ ン シ ステ ム … 一ー

マル チ ベ ンダ情 報 処 理環 境 に お い て 、 「シ ステ ム 間 の 接続 性 」 、 「デー タの 互 換 性 」 、

「プ ログ ラムの 互 換 性 」 及 び 「操 作 方 法 の一 貫 性 」 を 実 現 した 「オ ー プ ンシステ ム」 環境

は 、一 般 ユ ーザ が 求 め る"究 極 の相 互 運用 性 が 確 立"さ れ た 姿 といえ る。 イ ンタ ーネ ッ ト

はIPプ ロ トコル に よ り、様 々 な ネ ッ トワー クを 接 続 す るネ ッ トワー ク(メ タ ネ ッ トワー

ク)で あ るが 、 特 定 の 事 業 者 に よ りネ ッ トワ ー ク全 体 が 管 理 され たUNIXベ ー ス の 「

ロー カル ネ ッ ト」 にっ いて は 、結 果 と して、 この 「オ ー プ ン シ ステ ム」 環境 を実 現 で き る。

(但 し、UNIXが"標 準 プラ ッ トホー ム"に な り得 るか ど うか 今後 の課題 で あ る。)

複 数 のVANがIP(SIPP)に よ り相 互 接 続 され た 環 境 で あ る"イ ンタ ー ネ ッ ト"

は 、現 在 の と ころ 「リアル タイ ム 性 」 と 「セ キ ュ リテ ィ の 確 保 」 に"難"が あ る。 しか し、
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今 後 、 一般 家 庭 向 け には2010年 頃 に な るが 、 それ に先 立 ち、 産 業界 向 けに は1998

年 頃 を 目途 に イ ンタ ー ネ ッ トの 「中継 トラ ピ ック」 を 一 手 に 引 き受 け るATM/セ ル リ

レー を ベ ー ス とす る 「本格 的 な高 速 バ ックボ ー ン」 が 、 全 国 的 に 構築 され よ うと して い る。

この環 境整 備 と端 末 処 理性 能 の 向上 によ り、 いず れ 「リア ル タイ ム性 」 と 「セ キ ュ リテ ィ

の 確保 」が イ ンター ネ ッ ト上 で 解 決 され る もの と期 待 出来 る。

"イ ン ターネ ッ ト環境"は 、 従 来 の プ ロプ ライ ア タ リな環 境 と比較 した場 合 、 ユ ーザ に

と って 、 ログオ ンで き るホ ス トコ ン ピュー タが"無 限"に 存 在 し、 か っ、 ア クセ ス可 能 な

デ ー タ ベ ー ス も 日 々増 加 して い る世 界 で あ る。従 って 、 この 環 境 を 利 用 した ア プ リケ ー

シ ョン も情 報 検 索 の み な らず 、 今 後 の マ ル チ メデ ィアの 発 展 と、 ネ ッ トワー クの 高速 化 に

よ り、製 品 広 告 、 企 業 間 デ ー タ交 換 、 ソ フ ト製 品 の販 売(配 送)、 金 融取 引、 及 び音 声 、

ビデ オ情 報 の 配信 ・放 送 な ど、 その 用途 は無 限 といえ る。 この新 しい情 報 ・通 信環 境 は、

将来 、 国民 生活 及 び産 業 社 会 の あ り方 を根 本 的 に変 革 す る要 素 を 含 ん で い る。

オ ー プ ンシ ス テム環 境

オ ー プ ンシス テ ム要 素 非 オーアンシステム オーアンシステム

API ローカル ローカル 標準 標準

通 信 プロトコル TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP

転 送 データフ+マ ット ローカル 標準 標準 標準

ユーザインタフェース ローカル ローカル ローカル 標準

システ ム間の接続性 ○ ○ ○ ○

デ ータの互換性 × ○ ○ ○

プログラムの互換性 × × ○ ○

操作方法の一貫性
1×

× × ○

② マ ル チ メ デ ィアECの 情 報 量

人 間 の視 力 レベ ル は高度 な 解 像 能 力 が あ り、 この解 像 レベ ル の 高 精彩 な動 画 像 は一 般 に

"自 然 画動 画 像"と 呼 は:れて い る
。 動 画像 の一 画面 のデ ー タ は、 一般 の ビデ オ で約150

KBか ら300KBで あ る。 人 間 の 目に"違 和感 な く"映 像 を 見 せ るた め に は、一 秒 間 に

30枚 以 上 の 画 面 を切 り換 え る必要 が あ る。 この環 境 を コ ン ピ ュー タ に よ り実 現す るた め

に は 、 一 秒 間 に4.5MBか ら18MBの ビデ オ 情 報 を処 理 す る ス ピー ドがCPUに 要 求

され 、 か っ 、 リア ル タ イム な 映像 放 送 を 行 うた めに は 、動 画 像 、 グ ラ フ ックス及 び音 声 の

デ ー タ を圧縮 し、 受 信 側 で リア ル タイ ム に復 元す る技術 が 必 要 で あ る。

ISO/IECが 制 定 した動 画圧 縮 技 術 の 標準 と して、MPEG-1(1.5Mbps:

一 般 テ レ ビ会 議 向 け「)とMPEG-2(10Mbps:カ ラ ー動 画 像 向 け)が あ り、 既 に

実 用 化 の 段 階 に入 って い る。

次 に、 テ キ ス ト、 音 声及 び ビデオ(映 像)情 報 を処 理 の 対 象 とす る"マ ル チ メデ ィア シ

ステ ム"間 で 転 送 され る情 報 量 と、 従 来 の テ キ ス トを 中心 とす るデ ー タ転 送 の情 報量 の具

体 的 な 違 い を比 較 す る。 例 えば 、rA4版1枚 に書 か れ た 天 気 予 報 に 関す る情 報 を相 手 に

伝 達 す る。 」 場 合 を想 定 し、 次 の3つ の方 法 にっ いて 、 そ の デ ー タ量 を比 較 す る。
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① テキ ス トで送信する場合 2.4KB

:A4版1枚 〈40桁 ×30行 〉 の テ キ ス トデ ー タ の情 報量=40桁 ×30行 ×2バ 朴

② 内容 を読 み込 ん だ音 声 デ ー タ を送 信 す る場 合1,152KB

:A4版1枚 を読 む 〈3分 間 〉音 声 デ ー タ の情 報 量=(180秒 ×64Kbps×0.8)/8ビ ット

③ 内容 を イ メ ー ジ した映 像 を バ ック に ナ レー シ ョン(音 声)

と テ ロ ップ(テ キ ス ト)の 付 いた ビデ オ を送 信 す る場 合8,066KB

:A4版1枚 が 描 く<3分 間 〉映像 デ ー タ の情 報 量=(180秒 ×384Kbps×0.8)/8ビ ット

A4版1枚 を読 む 〈3分 間 〉音 声 デ ー タ の情 報 量=(180秒 ×64Kbps×0.8)/8ピ ット

+)A4版1枚 〈40桁 ×30行 〉の テ キ ス トの情 報 量=40桁 ×30行 ×2バ イト

(合 計) 8,066Kバ イト

"テ レ ビ会 議"な ど に必 要 な"ビ デ オ 転 送 環 境"と は
、 テ キ ス トの 転 送 に 比 べ 最 低 限 約

4千 倍 の デ ー タ転 送 が可 能 な 世界 で あ る こ とが 分 か る。 ま た、 一般 の 白黒 テ レ ビ並 の精 度

(MPEG-1レ ベ ル:1.5Mbps)を 要 求 す る と、 そ の約4倍 以 上 の情 報 量 とな る。

㈲ マ ルチ メ デ ィア情報 の転 送 メ デ ィア

今 後 の 高度 な マル チ メ デ ィアECで は 、 テ キ ス ト、音 声 及 び ビデ オ情 報 をCPU(プ ロ

グラ ム)に よ り自 由に編 集 ・加 工 す る た め、 全 ての 情 報 が デ ジ タル化 され て い る必要 が あ

る。 通 信 に於 け るテ キ ス ト情 報 の デ ジ タル化(符 号 化)は 、 日本 で も戦 前 に50bpsの

テ レ ック スの 開発 で 実 現 され 、1960年 代 後 半 か ら始 ま った"デ ー タ通 信"で は 、20

0bpsの レベ ルか ら実 用 化 され て きた。 ま た、 音 声 の デ ジタル 化 は1970年 代 後 半 の

rSDNの 実 用 化 に よ り実 現 され て い る。 音 声 情 報 を デ ジ タル 化 して転 送 し、 受 信 者 が

"違 和 感 な く"聞 くに は
、 最 低 限64Kbpsの 伝 送 速度 が 必 要 で あ る。 例 え ば 、 国 内 で

は この回 線 サ ー ビス と して 、 電 話 回線 と同 じ種 類 の ツイ ス トペ ア(平 衡 対)ケ ー ブル を利

用 して、 「INS64(2B+D)」 と して 商 品化 して い る企業 もあ る。

更 に、 光 フ ァイバ ー(或 いは 同軸)を 利 用 したデ ジ タル化 され た ビデオ 情 報 の 転送 にっ

いて は、1980年 代 後 半 に、 「ニ ュ ー メ デ ィ ア」 と して実 用 化 され て来 て い る。 ビデ オ

情 報 を デ ジ タル 化 して転 送 し、簡 易 な テ レ ビ会 議 な どに利 用 す るに は、 最 低 限384Kb

ps(=6B:Hoチ ャネ ル)の 伝 送 速 度 が 必 要 で あ る。 既 に 、 このニ ー ズ に対応 す る た

め 「INS1500(24Bor23B+D)」 が 、 製 品 化 され てお り、現 在 、 テ レ ビ会議 やPB

X(24回 線 収 容)な どに 利 用 され て い る。 す なわ ち 、 日本 国 内 で は、 現 在 で も公衆IS

DNサ ー ビス な どを利 用 す る こ とに よ り、 マル チ メデ ィアECネ ッ トワ ー ク環 境 は、 構 築

可 能 で あ る。

また 、最 近 、LAN内 の 転送 ス ピー ドが100Mbpsに 向上 して きて お り、 今後 、光

フ ァイ バ ー に よ るLAN間 接 続 、 テ レ ビ放 送 、 及 び 映像 のODV(オ ンデ マ ン ド ・ビデ

オ)の 実 現 な ど、 高度 なマ ル チ メデ ィ ア環 境 が 期 待 されて い る。

現 在 、156Mbpsか ら600Mbpsク ラ スのrB-ISDN」 向 け 「ユ ー ザ ・網

イ ンタ フ ェー ス」 の標 準 化 が 図 られ て い る。 また 、 この"156Mbps以 上"の デ ー タ

伝 送 には、 光 フ ァイバ とATM交 換 機 を使 う必 要 が あ る。 そ の た め、 国 内 で は、西 暦20

10年 頃 まで に、 家庭 まで"光 化"(光 フ ァイ バ ー ケ ー ブル の施 設)を 実 施 す る構 想 もあ

る。
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Q3.3ECに 関 連 す る法 律 や制 度 は どうな って い る の か?

/A/国 内 でECネ ッ トワー クを 提 供 しよ う とす る事 業 者 、 及 び そ の ネ ッ トワー ク を活 用 し

よ うとす るユ ーザ(特 に、 回 線 リセ ール業 者)は 、 通 信 ・放 送 の 関す る法 ・制 度 を 十 分 に

理 解 し、適 正 な ネ ッ トワ ー クの 構築 ・利 用 に配 意 す る必要 が あ る。 以 下 に 、現 行 の 通 信 ・

放 送 に 関す る法 ・制度 の基 本 的 考 え方 を 示す 。

(1)通 信と放送 の制度上 の違 い

物理的なメデ ィア(情 報 の媒体)と いう視点 か らは、通信 と放送 とを区別す ることはで

きない。通信 は有線(ケ ーブル)も あ り、無線(電 波)も あ る。放送 は無線が主体で はあ

るが、有線(有 線 ラジオ、CATVな ど)も ある。だが現実 には、現在の法律(制 度)は

通信 と放送 とい う二つのサー ビス(事 業)に 区別を設 けてい る。通信 と放送 の定義 は法律

上 は次のよ うにな っている。

① 電気通信:有 線、無線 その他の電磁的方法 によ り、符号、音響又 は影像 を送 り、

伝え、又 は受けることをいう(電 気通信事業法第2条)。

② 放送=公 衆 によ って直接受信されることを目的 とする無線通信の送信 をいう(放

送法第2条)。

③ 有線 テ レビジ ョン放送=公 衆によって直接受信 される ことを目的 とす る有線電気

通信 の送信(=有 線放送)で あって、有線 ラジオ放送以外 のものをいう(有 線テ

レビジョン放送法)。

(2)通 信 ・放送 に対す る基本政策

現在の通信 と放送 の制度 を支え る国の基本政策 を次 に示す。

■ 通信に対す る基本政策

国民生活及 び産業社会 の基盤(イ ンフラ)の 一つであ る 「通信」 には 「公共性」を実現

す る という基本政策 があ り、 そのサー ビスを提供す る事業者に対 し、 「公共性の実現」を

法的 に課 してい る。 それは、全国の全てのユーザに、同 じ品質の通信サー ビスを無差別に、

同 じ条件で提供す るとい う考え方に もとずいて いる。 この 「公共性(ユ ニバ ーサル ・サー

ビス)」 の実現 を、例 えば、代表的通信事業者(コ モ ンキ ャ リア)で は 「広 く ・あ まね く

(・ 公平な)サ ー ビス」 と表現 している。 したが って、 この市場で事業を しよ うとす る企

業 は、 「電気通信事業法」 に従 って、 「許可」か、 「登録」か、 「届出」の手続 きを しな

ければな らない。 この三つの区別は、その事業 の 「公共性の度合 い」によ って決め られて

いる。なお、無線通信 にっ いては 「電波法」の規制 も受け る。

電気通信事業 の分類 を次表 に示す。

一7一



表3-1電 気通信事業者の種類

事業国分 第一種電気通信事業 特別第二種電気通信 一般第二種電気通信
項 目 事業 事業

事 業 の 定 義 電気通信回線設備を

設置 して電気通信役
務を提供する事業

第一種電気通信事業以外の電気通信事業

第 二 種 の 区 分 不特定向けサー ビス
で大規模の もの外国

との通信を行 うもの

特別第二種以外の第
二種電気通信事業

電気通信回線設備 所 有 第一種電気通信事業者より借用

事 業 の 開 始 認 可 登 録 届 出

契 約 約 款 認 可 届 出 規制な し

外 資 制 限 外 資比率1/3以 下 規 制 な し

技 術 基 準 適 合 義 務 あ り 規 制な し

管 理 規 定 作 成 ・ 届 出 規 制な し

電気通信主任技術
者

選 任 ・ 届 出 規制な し

事業の性格(例) コモ ンキ ャ リア 大規模VAN事 業者 VAN事 業者

OSIプ ロ トコル

サ ポ ー ト範 囲

物理層

(レ イヤ1)

デ ー タ リン ク層 ～ ア プ リケ ー シ ョ ン層

(レ イ ヤ2以 上)

■ 放送 に対する基本政策

一般 に、新聞 ・出版な ど、表現 に関す るメデ ィアは、 「表現の 自由」が保証 されてお り

どんな法律 によ って も規制 され ることはない。放送 もジャーナ リズムである以上、当然、

「言論 ・表現の 自由」は保証 され るべ きあるが、野放 しにはで きない。紙 と印刷機 さえあ

れ ば誰 もが出来 る活字メディアとは基本的な違いが ある。何故な ら、放送 には 「電波 の稀

少性」 と 「強大 な社会 的影響力」 とい う特性がある。電波 は 「国民共有 の財産」であ り、

放送で番組を送るためには、それをあ る一定の周波数の電波(チ ャンネル)に 載せ なけれ

ば な らない。 しか し、電波のユーザは放送事業者 だけで はない。携帯電話、 ポケ ッ トベル、

マイ クロウエーブによ る搬送通信 、船舶や航空機 のナ ビゲー シ ョン ・システ ム、アマチュ

ア無線 など多数 の利用者が いる。その結果、電波 の周波数は どう して も不足す る。 これを

「電波の稀少性」 とい う。 そこで、各国の監督官庁(日 本 は郵政省)は 、国内の電波 の割

当て管理を行 っている。放送 について は、中波放送、短波放送、超短波放送、地上系 テ レ

ビ放送、衛星系テ レビ放送別 に割 当て計画を定め、 これ に基づいて 「放送局」の免許 を発

行 している。 このようなルールを取 り しきる法律が 「電波法」であ る。

次 に、放送の 「強大 な社会的影響 」 とは、"多 くの人が見てい る"と い うことである。

仮 りに5%の 低視聴率番組であ って も、その視聴者数 は首都圏の場合100万 世帯以上 に

な るといわれている。 この 「電波の稀少性」 と 「強大 な社会的影響」 を配慮 して、放送法

は放送事業 に対 して、 「放送番組編 集準則(公 序良俗、政治的公平 などに関す る規則)」

を適用 してい る。
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(3)放 送 事業 と通信事業の違 い

制度 上の放送事業 と通信事業 の基本的な違 いを整理す る。

■ 通 信の秘密 と表現の 自由

通信で は、ソフ トウ ェア(メ ッセ ージ情報)、の秘匿が原則であ る(通 信 の秘密)。 した

が って、 どんなソ フ トウェアを流 して もよい。一方、放送で はソフ トウェアの公開が原則

であ り、 「表現の 自由」が保証 され なければな らない。 ただ し、社会的影響力を配慮 した

「放送番組編集準則」 に従 う必要が ある。 一

■ 通信相手の特定 と不特定

従来、通信 と放送 を区別す る基準 として、 「"通 信"と は、 メ ッセ ージが二者のユーザ

の間を往復す る双方 向性の コ ミュニ ケーシ ョンであ り、"放 送"と は、番組が一事業者か

ら不特定多数者のユ ーザへ一方 的に送 られ る片方向性 の コ ミュニケ ーシ ョンであ る。」 と

い う解釈が行われ て来 たが、その後、衛星放送のあ り方 の問題 などか ら 「通信の相手が予

め取 り決 ま られた特 定の相手 の場合 は、情報の流れが 片方 向あるいは双方向に係わ りな く
"通 信"で あ り

、相手が不特定 の場合 は"放 送"で あ る。」 とい う解釈の追加がな された。

■ ソフ トの提供 とハ ー ドの提供

「ハ ー ドウェア」 とは設備 の こと、 「ソフ トウェア」 とはその設備を使 って送 るメッセ

ー ジ(通 信の場合)ま たは番組(放 送の場合)の ことを指す。通信で は、事業者がハー ド

ウェアを持 ち、ユ ーザが 自分 のソ フ トウェア(メ ッセー ジ)を 送 る。つ まり事業者は ソフ

トウェアの内容 にま った く関知 しない。一 方、放送 では、事業者 は発信局 としてハー ドウ

ェアを持つ と同時に ソ トウェア(番 組)も 用意 しなければな らな い。事業者 は、む しろソ

フ トウェエ アの内容 に責任を もたなければな らない。 しか し、パ ソコ ン通信の 「電子掲示

板」 の様 に、情報(番 組)の 提供者が システ ム(サ ーバ)を 構築 した企業(VAN事 業

者)で はない場合 にっいては、 「放送 メデ ィア」か、 あ るいは 「通信 メデ ィア」か不 明で

ある。

■ コス ト負担 の違 い

通信で は、ユーザ は必要なサ ー ビスを必要 な量だけ受 け とり、 これ に対 して個別に料金

を支払 う。一方、放送で は、NHKに っいては、ユーザはだれ もが番組を見 る見 ないにか

かわ らず一律に、法律 に もとず き受信者 に同一金額(受 信料)を 課 しており、民間放送 で

は無料で ある。ただ し、最近は、衛星放送な どに有料 放送(契 約者 のみを対象)が 出現 し

て きて いる。なお、CATVも 、一般 に、難視聴対策 用の もの以外 は有料である。

(4)今 後の課題

■VAN間 接続 の拡大 ……一一・インターネ ッ ト

従来の電気通信事 業は、ENDシ ステム(端 末)間 には一つ に事業体(者)が 存在す る

ことを前提 に事業法 を制定 して きた。 したが って、過去 に於 いて、PC-VANと ネ フテ

ィサ ーブの接続 の様 な複数の通信事業者が連携 して、 データ通信サ ー ビスを提供す ること

は、例外的なネ ッ トワークとみ なされて きた。 しか し、最近、イ ンターネ ッ トに代表 され

るネ ッ トワー ク間接続の拡大 と発展 により、複数の事業者間が 「事前の相互取決め」 によ

り結合す る方式 につ いて、法的 にどの様な"枠"を 設 け るべ きか、第一種通信事業者 間の

接続以 外 は、法的 には詳細な規定が ない。第一種通信事 業者間で は、 「事前の相互取決

め」交渉が うま く行かない場合、政府が調停 に乗 り出さざるを得な い状況が、既に、NT

TとNCC間 で発生 している。今後、デー タ通信の拡大 に伴 い、第二種通信事業者間の接

続(実 質的にはVAN間 接続の実現)問 題 が、浮上す る可能性があ る。
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■ 通信 と放送 の融 合

最 近 、都 市 型 のCATVが 出現 して きて い る。 都 市 型CATVは 、 「有線 テ レ ビ ジ ョ ン

放 送 法 」 に もとず き運 営 され て い る本 来 のCATVに 双方 向通 信 用 の機 能 を付 加 した もの

で あ り、 「ホー ム ・シ ョ ッピ ング」 や 「ビデオ ・オ ン ・デ マ ン ド(VOD)」 な どの 双方

向 通 信 サ ー ビス を 目指 して い る。 しか し、 メ ッセ ー ジの双 方 向通 信 は"放 送"の 定 義 か ら

外 れ て い る。従 って 、CATV事 業者 で双 方 向 通信 サ ー ビスを 提 供 す る事業 者 は、 下 表 に

示 す 様 に通 信事 業 者 と して の許 可 を必 要 とす る。

表3-2CATV引 込端 子 数 と許 ・認 可

引込端子数 CATV施 設 を

設置す る場合
CATV業 務を

行 う場合

CATV双 方向通

信 を行 う場合

501以 上

有線テ レビジ ョ
ン放送法に基づ

く許可

有線 テ レビジョ
ン放送法 に基づ

く届 出

有線電気通信法
に基づ く届出又

は電気通信事業
法に基づ く認可

51以 上

500以 下

有線電気通信法
に基づく届出

同 上 同 上

50

以

下

自主放送あ り 同 上 同 上 同 上

同時再送信のみ 同 上 手続き不要 一

行政当局 は、今 後のマルチ メディアの発展を図 る上で、通信 と放送サ ー ビスの融合 は必

要 との判断 に傾 きつっ ある。 しか し、実際にどの事業者に放送 と通信 の両方 のサー ビスを

認 めるかは、現行 の法 ・制度 を踏 まえた個々の 「許認可行政」 の中で実施 されている。

今後、"イ ンターネ ッ ト"を 利用 した ラジオ ・テ レビ(動 画像)放 送サ ー ビスなどが提供

され る場合 も、CATVと 同様 に有線放送関係法の適用を受 ける ことにな ると考 え られ る。

放送 と通信 に関す る法 令を表3-3に 示 す。

【応用問題】
イ ンタ ーネ ッ トや パ ソ コ ン通信 サ ー ビスの一 つ で あ る リSENETやBBS(電 子

掲 示 板)は 通 信 メデ ィアか 、 また は放 送 メ デ ィア か?

従 来 の 通信 及 び 放 送 は情 報 発 信 と受 信 が リア ル タ イ ム に実 現 され る環 境 を 前 提 と して

来 たが 、BBSは 情報 の登 録 と検 索 ・読 出 しの タイ ミングに ギ ャ ッ プが あ る。 この世 界 は

従 来 のデ ー タベ ー ス検 索 に近 い環 境 で あ り、"不 特 定 多 数"を 対 象 と した、 情 報 の 提供 で

あ って も、"通 信"サ ー ビス と して 位 置 付 け られ て 来 た。

上 記 の 問題 に 関連 す る郵 政 省電 気 通 信 局 デ ー タ通 信 課 の"見 解(特 に、BBS)"が 、

次 の雑 誌 に掲載 され て い る。

資 料9日 本 デ ー タ通 信'95.1No.81「 電 子 情 報 とネ ッ トワー ク利 用 につ いて 」

ま た、 欧米 にお け る 「イ ンター ネ ッ ト」 の利 用 状 況(特 に、 商 用)を 資 料2に 示 す。

一10一



表3-3電 気通信関係の法体系

分 類 名 称 施行 日等 内 容

行 政 機 構 法 郵 政 省設 置法 24.6.1 郵政 省の任務 、権 限、組織等

基 本 法
有線電気通信法 28.8.1 有線 電気通信施設 の設置、運用等

電 波 法 52.6.1 無線通信施設 の設 置、運用等

サ ー ビス運営法

電気通信事業法 60.4.1 電気 通信 サー ビスの提供に関す る諸

条件

有線放送電話に関する法
律

32.8.1 有線 放送電話 サー ビスの提供 に関す
る諸条件

放 送 法 25.6.1 放送 サー ビスの提供 に関す る諸条件

有線テ レビジ ョン放送法 48.1.1 有線 テ レビジ ョン放送サー ビスの提

供 に関す る諸条件

有線 ラジオ放送業務の運

用の規正に関す る法律

26.4.10 有線 ラ ジオ放送サ ー ビスの提供 に関

す る諸条件

事業体等組織法

日本電信電話株式会社法 60.4.1 NTTの 目的

国際電信電話株式会社法 27.9.10 KDDの 目的

放 送 法 25.6.1 NHKの 目的、組織等

放送大学学園法 56.4.11 放送大学学園 の 目的、組織等

通信 ・放送衛星機構法 54.7.1 通信 ・放送衛星機構の 目的、組織等

宇宙開発事業団法 38.6.23 宇宙 開発事業団 の 目的、組織等

条 約

国際電気通信条約 50.6.17 ITUの 目的 、 組 織 等

ア ジア ・太平洋電気通信

共同体憲章

54.2.25 APTの 目的、組織等

国際電気衛星通信機構に
関する協定

48.2.12 イ ンテ ル サ ッ トの 目的 、組織 等

国際海事衛星機構に関す
る協定

54.7.16 イ ンマ ル サ ッ トの 目的、 組織 等

ITU:lnternationalTelecommunicaionUnion

APT:AsiaPacificTelecommunity
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第4章ECネ ッ トワ ー ク
ビジネス情報 の転送媒体であ るECネ ッ トワークの種類 と適 用業務 を述べ る。特 に、最

近注 目されているイ ンターネ ッ トの適用業務につ いて も言及す る。

Q4.1ECの イ ンフラであ る通信 メデ ィアはどの様 に選択すればよいのか?

/A/一 般に、市内やMA(単 位料金区域)な どの距離 が短 く、かっ通信量 も少 ない通常 の ビ

ジネス電話 に近い使 い方 の場合 は、電話網をECネ ッ トワークと して利用す ることが、料

金面で適正 といえ る。 また、東京/横 浜間の様な市外通話 を必要 と し、かっ発生頻度 はラ

ンダムだが、FDフ ァイルの転送 の様 に、一 回当た りの通信量が多 い場合は、ISDN交

換 回線の利 用が有効 とな る。 更に、距離が遠 く、東京/大 阪間や国際接続などを伴 う場合

は、X.25パ ケ ッ ト交換、 フ レーム リレー(及 び、将来セル リレー)サ ー ビスを、その

デー タ量 によ り選択す る ことが必要である。

次図に、回線の接続先 との距離 と通信量に対応 した適用回線のモデルの例 を示す。

ところで、ECネ ッ トワークを運用面か ら見 ると、電子 メールやFAXは 、 当事者同士

のメ ッセー ジの送信 と受信が非 同期 に実施 され るため、相互の システムの運用時間帯 は互

いに拘束 され ない。一方、遠隔 ログオ ンを前提 とす る分散DB検 索や リモー トジョブエ ン

トリな どの"分 散処理"を グローバルに行 うシステムでは、外部(全 世界)か らの 「自シ

ステ ム内サーバ」への アクセスに即時に対応す るために、24時 間の運用体制を確立 して

置 く必要がある。

一般の商用ユーザが 、イ ンターネ ッ トへ"自 サーバ に格納 された(広 告 ・宣伝)情 報"

を提供す る場合 、常 に専用線を利用す る必要 はない。 イ ンターネ ッ トと接続 した い商用

ユーザの目的 は、(24時 間)ラ ンダムに発生す る内外か らの 自サーバに対す るアクセ ス

に対応出来れば良い分 けであ る。 このような使 い方はデー タ通信(特 に、イ ンターネ ッ

ト)特 有 の ものであ り、電話系の世界 とは回線 の利用方法が異 なる。

大

↑

日

当

り

の

通

号
己

イ

量

ー
↓

小

小 ←一 一ーー ー 一 一 距 離 ,大

図4-1通 信 メ デ ィアの適 用 モ デル(距 離 ・通 信 量)
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本 来 、 専 用 線 は、 デ ー タ転 送 が 毎 日長 時間 に渡 る"特 定 利 用 者 間 の 常 時 接続"に 対 応 す

るた め に提 供 され て い る回線 で あ る。 ホ ッ トライ ン、災 害 対 策 用 電 話 な どは例 外 的 な使 い

方 で あ る。 したが って、 単 に 、"グ ル ー プ 内利 用者 間 の常 時 接 続"が 目的 で あ れ ば、 常 時

ネ ッ トワー クと接 続 して いて も、 デー タを転 送 しない 限 り課 金 され な いrX.25パ ケ ッ ト

交 換 網 」 や 「フ レー ム リレー(近 い将来 に、 セ ル リ レー も有 効??)」 な どが デ ー タ通 信

への 適 用 回線 と して有 用 とい え る。

前 図 の モ デル は 「特 定 の 通信 速 度 」 を前 提 と したモ デ ルで あ り、 通 信 速 度 に よ り境 界 も

変化 す る。

次 図 に 、通 信 速 度 と通 信 密 度(一 回 当 た りの 情報 量)に 対 応 した適 用 回 線 の モ デ ルの 例

を示 す 。 図 よ り、 通 信 先 と双方 向 に少 量 の デ ー タ交 換 を行 う 「会 話 型EC通 信 」 を行 う場

合 は 、 「パ ケ ッ ト交 換 方 式 」 の通 信 メデ ィ アを利 用 し、一 回 当 た りの転 送 デ ー タの大 きさ

に応 じ、 回線 速 度 の速 い メデ ィア を選 択 す る。 す なわ ち 、64Kbpsま で はX.25パ

ケ ッ ト交 換 、1.5Mbpsま で は フ レーム リレー、及 びそ れ 以 上 の通 信 速 度 が 必 要 な 場

合 は 、近 い将 来 提 供 され る予 定 のセ ル リレーが 有効 で あ る。

ま た、 リモ ー トバ ッチ処 理 や フ ァイ ル転 送 な どの 様 に 、 いず れ か の 端 末 ・ホ ス トか ら一

方 的 に デ ー タ転 送 を 行 う 「一括 伝 送 型EC通 信 」の 場合 は、 「回 線 交 換方 式 」 の通 信 メ

デ ィ ア を利 用 し、 か っ 、 その一 回 当た りのデ ー タ量 に応 じて 通 信 メデ ィア を選 択 す る。 す

なわ ち、 少 な いデ ー タ量 の場 合 は、1.2Kbpsか ら4.8Kbpsレ ベ ル の通 信 回線 を

利 用 し、 電 話 サ ー ビス との 共 用 を図 りた い場 合 は64Kbps、PBXや テ レ ビ電 話 な ど

を利 用 す る場 合 に は1,500Kbpsク ラスの 回線 を採 用 し、 そ れ以 上 の 高 速 転 送 を 必

要 とす る場 合 は、 今 後 のセ ル リレーな ど の活 用が 考 え られ る。

更 に、ECシ ス テ ム の運 用上 、 定 常的 に相 手 システ ム と回 線 を 接 続 して 置 く必 要 のあ る

「基 幹 ネ ッ トワー ク型EC通 信 」 の場 合 は、 専用 線 を利 用 す る。 しか し、 専用 線 は通 信 速

度 に よ り複 数 の サ ー ビス品 目(回 線種 別)が 提供 され て い るの で 、 一 回 当 た りの転 送 デ ー

タの 量 に よ り、 適 正 な サ ー ビス品 目を選 択 す る ことが 出来 る。

高

通

信

密

度

(

情

報

量

)

低

専用回線

/＼
電話網 INSネ ッ ト

64(例)

、
INSネ ッ ト

1500(例)

フ レ ー ム リ レ ー

ノ

/

セ ル リレー

(近 い将 来)

＼

/

X.25

パ ケ ッ ト交 換

＼

基幹系

一括伝送系

会話系

2.4K4.8K9.6K 64K384K 1.5M6M・ ・156M通 信 速 度(bit/s)

図4-2通 信 メ デ ィア の適 用 モ デル(通 信 速 度 ・通 信 密度)
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Q4.2ECネ ッ トワー ク の通 信 プ ロ トコル に は何 が あ る のか?

/A/地 上 波テ レビ放 送 やCATVな どの 放 送 イ ン フ ラや、 ア ナ ログ電 話 網 やISDNで 代 表

され る通 信 イ ンフ ラを ベ ー ス に、ECサ ー ビス を実 現 す るた めの 通 信 プ ロ トコル の機 能 と

役 割 をOSI参 照 モ デ ル をベ ー スに 、 下 表 に示 す。

CM(コ マ ー シ ョル)放 送 が 行 わ れ て い る無 線 ラ ジオ や テ レ ビ放 送 は 、ECメ デ ィア と

して 大 きな位置 を 占め て い る。 日本 国 内 で は、 ハ イ ビ ジ ョン放 送 の 本 格化 を控 え 、 当分 ア

ナ ロ グベ ースの 技術 が 先 行 す る と考 え られ るが 、 いず れ 、ISDB(ISDNの 放送 規 格

版)に よ るデ ィ ジ タル化 とそ の発 展 が 予想 され る。 放 送 サ ー ビス は、 通信 モ デ ル 上 、基 本

的 に コネ ク シ ョ ンレス型 ネ ッ トワー クを指 向 して い るた め 、実 質 的 に、 コネ ク シ ョン制 御

に必要 なネ ッ トワー ク層(レ イ ヤ3相 当)以 上 の機 能 を 必要 と しな い。最 近 、衛 星放 送

(通 信 衛 星及 び放送 衛 星 を 利 用)の 有 料化 を実 現 す るた め 、 デ ー タの デ ジタル 化 に よ る暗

号 化 が図 られつ つ あ るが 、 この機 能 に っ いて は ア プ リケ ー シ ョ ン レベ ル のテ ーマ といえ る。

また、 電話 、FAX、 電 子 メ ー ル及 びEDIな どの様 々 なECの 基 盤 とな る通 信 サ ー ビ

ス で は、 そ れぞ れ の ア プ リケ ー シ ョンに よ り、 通 信 プ ロ トコル の 提 供 サ ー ビス(プ ロ フ ァ

イ ル)を 使 い分 け て い る。 例 え ば、 電 話 や 「無 手 順 」 を ベ ー ス とす るパ ソコ ン通 信 は、 そ

の ままで は"デ ー タ通 信"と して の信 頼 性 に劣 るが 、音 声 メ ール や 電 子 メ ール な どの シ ン

プル な用 途 に利 用 され て い る。FAXは 、 実 際 上 、 一対 の マ シ ン間 の デ ー タ転送 で あ り、

"出 力 中の紙 不足"な どの トラ ブ ル に 自動 的 に対 応 す るた め
、 セ ッシ ョン層 の機 能 を必 要

と して い る。 ビデオ テ ックス は、 画 像 情 報 を 扱 うデ ー タ通 信 で あ りマ シ ン間 の 自動 デ ー タ

転送 制 御 に必 要 な高 度 な機能(レ イ ヤ6を 除 く)を サ ポ ー トして い る。X.25パ ケ ッ ト

交換 な どを利 用 したEDI各 種 手 順 も、 扱 うデ ー タ はテ キ ス ト(文 字+記 号)情 報が 中心

で あ る点以 外 は 、 ビデ オ テ ッ クス と方 式 的 に は同 じといえ る。

表4-1ECネ ッ トワ ー ク とサ ポ ー トプ ロ トコル(デ ー タ伝 送 中)

ECネ ッ トワー ク

通信 プ ロ トコル

(OSIモ デル 対応)

電

話
網

専
用
線
●

放
送

I
S
D
N

/
B

(*1)

フ

レ

|

ム

リ

レ

1

琴

2

5

パ

ケ

ッ

ト

パ

ソ

コ

ン

通

信

(*2)

フ

ァ

ク

シ

ミ

リ

網

ビ

デ

オ

テ

ッ

ク

ス

EDI通 信 IPイ ンターネット

全

銀

手

川頂

F

手

順

P

e

d

i

T

E

L

N

E

T

S

M

T

P

F

T

P

⑦ ア プ リケ ー シ ョン層 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑥ プ レゼ ンテ ー シ ョン層 ○ ○

⑤ セ シ ョン層 ○ ○ ○ ○ ○

④ トラ ンス ポー ト層 ○ ○ ○ ○ ○

③ ネ ッ ト ワ ー ク 層 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

② デ ー タ リ ンク層 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

① 物理層 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(*1)ISDNは 回線 交 換 の場 合,(*2)無 手 順 を利 用 した場 合
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IPイ ン ター ネ ッ トで は、 コネ ク シ ョ ンレス型 の ネ ッ トワー ク間 接 続 を 前 提 と して い る

ため 、 レイ ヤ4以 上 は 、ユ ーザ の ア プ リケ ー シ ョ ンに依 存 して い る。 実 際 上 はデ ー タ転 送

の 信頼 性 を 向 上 させ るた めTCPが 多 用 され て い る。

資 料3に 「IPイ ンター ネ ッ トとOSIの プ ロ トコルの 違 い」 を示 す 。

通 信 プ ロ トコル に 関 す る最 新 動 向 を 資 料16に 示 す。

Q4.3ECネ ッ トワー ク のセ キ ュ リテ ィは ど うな って いる のか?

また 、 そ の 適 用業 務 は?

/A/以 下 に、 安 全 保 護 サ ー ビスの 種 類 を述 べ 、 そ のサ ー ビスのECネ ッ トワー クへ の適用 に

っ いて 述 べ る。

1.安 全 保 護 サ ー ビス と実現 機 構

ネ ッ トワ ー クの 「オ ー プ ン性 」 と 「信 頼 性(Reliability)」 は 、 トレー ド ・オ フの 関係

に あ り、 如 何 な る システ ム で も欠 陥 や 問題 点 は持 って お り、 完全 な シ ステ ム は この世 に存

在 し得 な い。 従 って 、 通 常 の ネ ッ トワー クサ ー ビスで は 、 トラ ブル の 発 生 を想 定 したサ ー

ビス利 用 者 に対 す る損 害 賠償 が 明 確 化 され て い る。 しか し、 複 数 の ネ ッ トワー クの結合 体

で あ る イ ン ター ネ ッ トで は、 この"ト ラ ブル メー カ"に 対 す る賠 償 請 求方 法 が 明確 にで き

な い面 が あ り、ECを イ ンターネ ッ ト上 で 展 開 す る場冶 、 この特 性 を 十 分 に考 慮 す る必 要

が あ る。 ネ ッ トワ ー ク上 で受 発 注 処 理 や 金 融 決 済 な どの"商 取 引"を 行 う場 合 は、 採用 す

るネ ッ トワー クの 信 頼 性(安 全 保 護 サ ー ビス機 能)を 十 分 に把握 し、不 足 す る機 能 が存 在

す る場 合 は、 別 の ネ ッ トワー クを 採 用 す るか 、利 用 者 自身 が"ENDシ ス テ ム"の 信頼 性

を 向上 させ る対 策(安 全保 護 機 構 の 実 装)を 講 ず る必要 が あ る。 国 内標 準 で あ るJISが

規 定 す る安 全 保 護 サ ー ビス とそれ を 実 現 す る安全 保 護機 構 の 関係 を次 表 に示 す 。

表4-2安 全 保護 サ ー ビス と安 全保 護 機 構 との関 連(JISX5004よ り)

安全保護機構

暗 デ ア デ 認 トパ 経 公
号 イ ク | 証 ラデ 路 証

安全保護サー ビス ジ セ タ 交 フン 選
夕 ス 完 換 イグ 択
ル 制 全 ツ 制
署
名

御 性 ク 御

認 証 同位エ ンテ ィティ認証 Y Y ● ■ Y ● ● ■

デー タ発信元認証 Y Y ● ■ ● ● ■ ◆

アクセス制御 ■ ● Y ● ■ ● ● ●

機 密 性 コネ クシ ョン型機密性 Y ■ ● ● ● ● Y ■

コネ ク シ ョン レス型 機 密性 Y ● ■ ■ ● ● Y ■

選択 フィール ド機密性 Y ● ◆ ■ ● ● ● ●

トラ フ ィ ッ ク フロー 機密 性 Y ● ● ● ● Y Y ●

完 全 性 回復機能 のあるコネ クシ ョン型完全性 Y ● ● Y ● ● ■ ●

回復機能 のないコネ クシ ョン型完全性 Y ● ● Y ● ● ● ●

選択 フィ ー ル ドコネ ク シ ョン型 完 全 性 Y ■ ● Y ● ● ■ ●

コネ ク シ ョン レス型 完全 性 Y Y ● Y ● ● ● ●

選 択 フィ ー ル ドコネ ク シ ョン レス型 完全 性 Y Y ● Y ● ● ● ■

否認不可 否認不可発信 ● Y ● Y ● ● ● Y

否認不可送達 ● Y ■ Y ● ● ■ Y
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また 、JISが 規 定 す る安 全 保 護 サ ー ビス とそ のサ ー ビスを 提 供 す る レイ ヤを 次 表 に示 す。

表4-3安 全 保 護 サ ー ビスを提 供 す る層(JISX5004よ り)

層
安全保護 サー ビス 、

1 2 3 4 5 6 7

認 証 同 位 エ ンテ ィテ ィ認証 ■ ● Y

`

Y ● ● Y

デー タ発信元認証 ● ● Y Y ● ● Y

－

ア クセス制御 ■ ● Y

I

Y ■ ■ Y

機 密 性 コネ クシ ョン型機密性 Y Y Y

I

Y ■ ◆ Y

コネ ク シ ョン レス型機 密 性 ■ Y Y Y ● ■ Y

選択 フィール ド機密性 ■ ●

'

● ■ ● ● Y

トラ フ ィ ッ クフ ロー機 密 性 Y ■ Y ● ● ● Y

完 全 性 回復 機能 のあるコネ クシ ョン型完全性 ● ● ●

I

Y ● ● Y

回復機能 のないコネ クシ ョン型完全性 ● ● Y Y ● ● Y

選 択 フ ィール ドコネ ク シ ョン型 完 全 性 ■ ● ● ● ● ■ Y

コネ ク シ ョン レス型完 全 性 ◆ ■ Y Y ■ ● Y

選 択 フ ィール ドコネ ク シ ョン レス型 完 全 性 ● ■ ● ● ● ● Y

o

否認不可 否認不可発信 ● ● ● ● ● ● Y

否認不可送達 ● ■ ● ● ● ● Y

備 考Y:利 用 者 の 任 意選 択 と して、 その 層 の 規格 の 中 に そ の サ ー ビスが 組 み

込 まれ て い る こ とが 望 ま しい。

上 表 か ら、 ネ ッ トワー ク側 が提 供 す る下 位 層(1～3層)の 機能 とENDシ ステ ムが 実

現 で きる上位 層(4～7層)の 安 全 保 護 サ ー ビス は、 「否 認 不 可 」機 能 や 「選 択 フ ィー ル

ドコネ ク シ ョン レス型 完 全 性 」機 能 な ど一 部 のサ ー ビス機 能 を 除 き同 じで あ る(サ ポー ト

の対 称 性)こ とが分 か る。 この こ とは 、基 本 的 な安 全保 護 サ ー ビス は 、 ネ ッ トワー ク側 及

び 接続 ノ ー ド側 の何 れ にお いて も提 供 出来 る こ とを 意 味す る。 しか し、実 際 上 、X.25

パ ケ ッ ト交換 な どの コネ ク シ ョン型 の ネ ッ トワ ー ク、及 び"イ ン ター ネ ッ ト"な どの コネ

ク シ ョ ン レス 型 ネ ッ トワ ー ク と も、ENDシ ステ ム(レ イヤ4以 上 の機 能 を実 現)と の 連

動 に よ り、各 種 安 全 保 護 サ ー ビスを 実 現 して い る。

資料4に 「セ キ ュ リテ ィ 技術 と実 施 箇 所 の 例 」 を 示す 。

2.安 全 保護 サ ー ビス品 質 とEC業 務

(1)通 信 の 安全 保 護 サ ー ビス品質

通 信 事 業者(特 に、 第 一 種電 気 通 信 事 業 者)は 、 良好 な回 線 品質 を保 証 す る こ とが 求 め

られて い る。 しか し、 一 般 の利 用 者 は電 話 が 時 に聞 き取 りず らか った り、 雷 雨 の 日に は雑

音 が入 った り、 国 際電 話 の 通話 中 に"プ ッツ ン"が 、 時 に起 こ る こ とを経 験 的 に知 って い

る。 電 話 、FAX、 専 用 線 及 びISDNな ど全 て の ネ ッ トワー ク は、多 くの端 末(ア ダ プ

タ)、 回 線 、 及 び交 換 機 に よ り構 成 さ れ て お り、 ハ ー ド及 び ソ フ トの 障害 を避 け る こ ど は

で きな い。

電話 網 を使 った通 信 の 様 に、'"人 間対 人 間(Human-Human)"の コ ミュニ ケ ー シ ョ ンに

於 い て は、 通 信 中 に 回線 トラ ブルが 発 生 した場 合 、 人 間が 異 常 を 察 知 し、 用件 を再 度 伝 え

る こ とに よ り、"無 意 識"に トラ ブ ル に対 処 して い る。(以 下 、 この対 処 を 「再 送 話 」 と

称 す る)す な わ ち、従 来 の 電 話網 で は 、人 間 同士 の"相 互 確 認 通 話"に 期 待 し、多 少 トラ

ブルが 発 生 して も回線 の 接 続状 態 を"保 持"し て い た。 この 電 話 を 使 った代 表 的 なEC活
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動 で あ る商 品 販売(テ レマ ー ケテ ィ ング)な ど は、 国 内で も土 ・日を 問 わず 日常 化 して お

り、 「再 送 話 」 も無 意 識 に行 わ れ て い る。

〔追 記〕 最 近 で は、 電 話 網 の デ ィ ジ タル化(交 換 機 の デ ィ ジタル 化 、ISDNの 採 用 な ど)

に よ る ネ ッ トワ ー ク品質 の向上 に期 待 し、 回線 不 良 が 発 生 した場 合 、HDLC(レ イ

ヤ2)に よ る再 送 で も回復 しな い場 合 、 直 ち に 回線 を 強制 接断 ず る こ とが あ る。 これ

は、 フ ァク シ ミリ網 を含 む"デ ー タ通信"と 電 話 の共 存 ・融合 を 目指 すISDNで は、

人 間 同士 の"無 意 識 の再 送 話"機 能 を 期 待 しな い(無 視 して い る??)サ ー ビス で あ る

こ とに よ る。

また 、ANSWERシ ステ ム(FAX連 動)や 、 音 声 蓄 積 サ ー ビス(伝 言 ダイ ヤ ル 、 ボ

イ ス メー ル な ど)に よ る製 品紹 介 や 商 品 ・株 取 引の 様 に 、 電話 の 相手 が コ ン ピュー タの 場

合(Human-Machine)や 、EDIシ ステ ム の様 に コ ン ピ ュー タ間接 続(Machine-Machine)

の場 合 は、 人 間 同士 の 「再 送話 」 に相 当す る機 能 の ソ フ トウ ェア化(障 害 ・エ ラー の 検 出

と再 送 の 自動 化)を 実 現 して い る。

② 放 送 の 安全 保 護 サ ー ビス品 質

次 に、放 送 を利 用 したECに 於 け る通 信 の 品 質 に っ いて 述 べ る。

CM(商 品 広告 ・宣 伝)放 送 が行 わ れ る"民 放"の 地 上 波 放 送及 び衛 星放 送 で は、 キ ー 局

か らの 一方 的番 組 やCMの 配 信が 行 わ れ る。 この 放 送 シ ステ ムで も地 方 局 へ の 配 信 はマ イ

ク ロ波 な どの電 話 網 と同 じ物 理 ネ ッ トワー クが 利 用 され て い る。 従 って、 雷 雨 な どの 発 生

時 に は、 画面 が 不 良 に な る こ とが あ る(実 際 は、 専 用 線 で ネ ッ トワー クを構 築 して い るた

め 、一 般電 話網 よ り格 段 に品 質 は良 い)。 従 って 、 各 放 送 局 の モニ ター室 で は、 映 像 ・音

声 の監 視 を 行 い、 トラ ブ ルが 発生 した場 合 は、"お 詫 び の テ ロ ップ"を 配 信 す るが 、 番 組

内容 の 再 配信 は しな い。 っ ま り、 片 方 向通 信 サ ー ビス で あ るCM放 送(及 び有 料 放 送)は 、

前述 の回 線 トラ ブ ル発 生 時 の 「再 送 話 」 の メ カニ ズ ム を 必 要 と しな い コネ ク シ ョ ン レス型

ネ ッ トワー クで あ る。

(3)ECネ ッ トワー ク と適 用 業 務

ECネ ッ トワー ク と して様 々な メ デ ィアが 存 在 す る。 企 業 活動 に於 け る製 品 の 宣 伝 ・広

告 か ら、 ユ ー ザ に よ る製 品 の選 択、 受 ・発 注 処 理 、 製 品 の ネ ッ トワー クを介 した 配 送 、 及

び 支払 い処 理 まで の 一連 のEC活 動 に、 各 メデ ィ アが ど の様 に利 用 され て い るか を 、 次 表

に ま とめた 。

す な わ ち、 テ レ ビ放送 、公 衆 デ ー タベ ー ス及 びパ ソ コ ン通 信 や イ ンター ネ ッ トの電 子 掲

示 板 サ ー ビスな ど、 情報 の提 供 側が 「不 特 定多 数 」 の通 信 相 手 を前 提 とす る"情 報 提 供

サ ー ビス"で は、 商 品 の宣 伝 ・広告 や消 費 者(企 業 ・政 府 機 関 を含 む)に よ る製 品 選 択 な

ど に利 用 され 、 電 話 や電 子 メ ール及 びEDIな ど の通 信 相 手 が 「特 定 少 数」 を対 称 とす る

"情 報 伝 達 サ ー ビス"で は、 商 品受 発 注 、 ソ フ ト配 送(デ ー タ フ ァイ ル や プ ログ ラ ムが 格

納 され たCD-ROM,FDの 内容 をネ ッ トワー クで 配 送 す る)、 支 払 い請 求 、 代 金 決 済

な どに利 用 され る。
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表4-4ECネ ッ トワー ク と適 用業 務

適用業務

ECネ ッ トワーク

(情 報転送先)

研
究

●

開
発

商
品
広
告

商

品

照

会

(リアルタ仏)

商
品
受
発
注

ソ

フ

ト

配

送

金
融
決
済

不特定
多 数

テ レ ビ放 送 ・CATV ○ ○

BBS(パ ソコ ン通信) ○ ○ ○ ○

デ ー タベ ー ス検 索 ○ ○ ○ ○

特定
少数

電 話 ○ ○ ○ ○ (注)

音声蓄積 ・応答 システム ○ ○ ○ ○ (注)

ビデオ デ ッ クス ○ ○ ○ ○

電子 メール(同 報) ○ ○ ○

FAX(同 報) ○ ○ ○

EDI

ホス ト間接続 ○ ○ ○

ホ ス ト ・端 末接 続 ○ ○ ○

VA 、N接 続 ○ ○ ○

LAN間 接続 ○ ○ ○

(注)ク レジ ッ トカー ドの番 号 を 言 え ば 支払 い可能

(4)イ ン タ ーネ ッ トの適 用 業 務 と留 意 点

イ ンタ ーネ ッ トは、 通 常 、複 数 の 独 立 した ネ ッ トワー クを 横 断 して、END-ENDの

通 信 が 行 わ れ て い るため 、 ネ ッ トワー ク内 の デ ー タ転送 速 度 を一 定 に保 つ こ とが 難 しい 特

性 を 持 って い る。 しか し、SMTPを 利 用 した電 子 メール やWWW、WAISな どを 利 用

した デ ー タベ ー ス検 索及 び フ ァイ ル 転 送 な ど、 研 究 開発 や 商 品選 択 な どの 「リアル タイ ム

性 」 を 必要 と しな い業務 に利 用 可能 で あ る。 また 、PEM(PrivacyEnhancedMail)を 活

用 す る こ とに よ り、EDIな どへ の応 用 が可 能 にな って きた 。

イ ン ター ネ ッ トEC/EDIを 実現 す る上 で 留 意 すべ き点 を 資料5に 示 す 。

【補 足 】 一…・・ イ ンタ ーネ ッ トに よ る放 送 及 び 電話 サ ー ビス … … …

放 送 サ ー ビス を行 な うに は、 放送 局 か ら受 信 器 ま での デ ー タ転 送 速 度 を 一 定 に保 つ こ と

が 必 要 で あ る。rリ ア ル タ イ ム性 」 を 保証 で きな い イ ンター ネ ッ トは、 こ の情 報 の"定 速

転 送"の 実 現 に よ る"実 況 中継"が 難 しい環 境 で あ る。 また 、 イ ンタ ーネ ッ トに よ る電話

サ ー ビス を実 現 す る にはEND-ENDで64Kbps以 上 の デ ー タ転 送 速 度 を 実 現 す る必要 が

あ り、 トラ ピックの ピー ク時 には この"高 速 デ ー タ転 送"の 保 証 が な い。

な お 、 現在 の イ ンター ネ ッ トは 、IAB/IETFで 制定 され て い るIP規 格(RFCO79

1)に 準 拠 した ネ ッ トワー クが 国 際 的 に構 築 されて い るが 、 イ ン ター ネ ッ トの本 質 的 課 題

は コネ ク シ ョン レス型 ネ ッ トワー クの利 用 に もとつ く もの で あ り、 た とえ 、 将 来 イ ンター

ネ ッ トがOSI規 格 のCLNP(ISO4873)に もとつ いて 構 築 され て も、通 信 方 式 が 基 本

的 に 同 じで あ り、 同 様 の問 題 が発 生 す る と考 え られ る。
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表4-5イ ンタ ーネ ッ トと適 用 業 務

適用業務

イ ンターネ ッ ト

(情 報転送先)

転

売
開
発

商
品
広
告

商
品

照

会

(リアルタイム)

商
品
受
発
注

ソ
フ

ト

配
送

金
融
決
済

不特定
多 数

WAIS/Gopher ○ ○

WWW(Mosaic) ○ ○

USENET ○ ○

FTP(anonymousFTP) ○ ○ ○

特定
少数

TELNET ○ ○

SMTP(電 子 メー ル) ○ ○ △ ○

FTP ○ △ ○

PEM ○ ○ ○ △

イ ンター ネ ッ トで 利 用 され て い るGopher、WAIS、 及 び マ ルチ メ デ ア対 応 のW

WWな どの"ナ ビゲ ー ダ'は 、 この分 散 環 境 に於 け るデ ー タベ ー ス の検 索 を効 率 的 に行 う

ツー ル と して 発 展 して きた。 この サ ー ビス は、再 検 索 可 能 、か っ オ ー プ ンな情 報 を対 象 と

して い るた め、 イ ン ター ネ ッ トの弱 点 で あ るセ キ ュ リテ ィ に 直接 影 響 され な い。従 って 、

ベ ンダ サ イ ドか ら、 自社 の製 品 情 報(カ タ ロ グ)を 格 納 した デ ー タベ ースを イ ンタ ーネ ッ

トに"開 放"す る こ とに よ り、 広 くユ ーザ に製 品 を 直 接紹 介 で き る メ リッ トが あ る。

す な わ ち、 宣伝 ・広 告 手 段 と して イ ンター ネ ッ トを利 用す るベ ンダが 、今 後増 え る と思 わ

れ る。一 方 、 ユ ー ザ側 は、 分 散 され て い る各社 の デ ー タベ ー スの 商 品 情報 を一 定 の 条 件

(購 入 希 望 条件)で 、横 断 的 に検 索 し、 各 社商 品 間 の機 能 ・性 能 ・価 格 の比 較 な ど行 い 、

要 求 条 件 に叶 う商 品 を見 つ け る手 段 と して イ ンター ネ ッ トを 活 用 出 来 る。

インターネット 利 用

研究 ・開発
商品広告

↓
商品選択

(取 引先選択)
↓

霧丁
製 品納入EDl

↓
支払 い請求

↓
金融決済

EC

日本 国 内 にお け る商用 イ ンタ ーネ ッ トの 利 用 にっ い て は、 現 状 を 踏 まえ、 当面電 子 メ ー

ル や デ ー タベ ー ス検 索 な ど に止 め 、 金 融EDIを 含 む本 格 的 な 商 用 利 用 は 、"セ キ ュ リテ

ィ対 策 の標 準 化"と"ア ドレス枯 渇 問 題"が 完 全 に解 決 され た 後 に、 実施 され るべ きで あ

ろ う。

【補 足 】

ECサ ー ビスの 事 例 と リアル タイ ム 性(窓 口応対 性)の 要 否 を次 表 に示 す 。
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表4-6ECサ ー ビス事 例 と リア ル タ イ ム性(窓 口応 対 性)

No 分 野 提 供 サ ー ビス リアル タイ ム性

1 銀 行

残高照会 必 要

振込通知照会 〃

未記帳照会 〃

即時振込 〃

各種 ロー ン計算 〃

一括 自動 引落 不 要

2 座 席 予 約

(飛 行機、列車)

座席予約 必 要

座席照会 〃

案内 〃

3 宿 泊 予 約
宿泊予約 必 要

空室照会 〃

4 株 式
株価情報照会 必 要

株取引 〃

5 保 険

保険業案内 必 要

保険契約照会 〃

保険料請求 不 要
'

6 ク レ ジ ッ ト

カ ー ド申込 、 ロー ン申 込 必 要

カー ド売上明細通知 不 要

ク レ ジ ッ ト決済 〃

7 為 替 相 場
為替相場情報照会 必 要

為替取引 〃

8 通 信 販 売 ホ ー ム シ ョ ッ ピ ン グ 必 要

9 流 通

セ リ(情 報取引) 必 要

在庫照会 〃

即時注文 〃

部 品一括注文 不 要

売上通知 〃

見積照会 〃

10 不 動 産 情 報 不動産情報照会 必 要

11 教 育 情 報

入試情報照会 必 要

志望校選択案内 〃

教育情報照会 〃

12 専 門 情 報

判例検索 必 要

文献検索 〃

記事検索 〃

13 計 算 セ ン タ

一 括 デ ー タ計 算 サ ー ビス 不 要

ソ フ トウ ェア開発 〃

14 医 療
医薬品検索 必 要

画像電送 〃

15 娯 楽 通信 カ ラオケ 必 要

161 興 業 イ ベ ン ト

座席予約 必 要

イベ ン ト案内通知 不 要

イベ ン ト案内照会 必 要

17 会 議

電 子 メー ル 不 要

掲示板(グ ルー プ) 〃

テ レビ会議 必 要

18 FA/OA/EI

コ ンカ レ ン トエ ンジニ ア リン グ(CE) 必 要

フ ァイル転送(LAN間) 不 要

FAX・TEL 必 要
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第5章EDIめ 実 現 環 境 ・
ECネ ッ トワー クの 中で もEDI環 境 を 実 現 す る に は安 全保 護 対 策 を講1ず る必要 が あ る。

以 下 に 、 そ の セ キ ュ リテ ィ とVANサ ー ビスの位 置 付 けを 述 べ る。 また 、 イ ンター ネ ッ ト

に よ るEDIの 実 現性 に も言 及 す る。

Q5.1EDlに 必 要 なセ キ ュ リテ ィは何 か つ

/A/EC活 動 の 中 で も、特 に セ キ ュ リテ ィ 対 策 を 講1ず る必 要 性 の 高 いEDIに っ いて 、 そ

の安 全 保 護(セ キ ュ リテ ィ)に っ い て述 べ る。

デ ー タ転 送 に 先 立 ち、両 端 シ ステ ム 間 の デ ー タ転 送 ル ー トを確 保 した後 、転 送 を 開始 す

る コネ ク シ ョ ン型 ネ ッ トワー クの場 合 は、 「デ ー タの順 序 性 」 と 「リアル タイ ム性 」 は通

常 保 証 され る。 ま た 、 デ ジタル デ ー タ交 換 網 上 にX.25パ ケ ッ ト交 換 方式 を採 用 した場

合 は 「デ ー タの 完 全 性 」 も保 証 で き る。 しか し、"イ ン ター ネ ッ ト"の 様 に、 複 数 の独 立

した ネ ッ トワー クか ら構成 され る複合 型 の ネ ッ トワー クの場 合 、END(端 末)シ ステ ム

の 間 に複 数 の ネ ッ トワー クが 介 在 し、 そ れ ぞれ の 通信 属 性 も異 な るた め、 デ ー タ転 送 に先

立っ 転 送 ル ー トの 確 保 は難 し(・。 この様 な ネ ッ トワー クで は 、随 時空 いて い るル ー トを探

しな が らデ ー タを 転 送 す る コネ ク シ ョン レス型 ネ ッ トワー ク方 式(OSIのCLNP相

当)が 採 用 され るた め、 リアル タ イム性 が 保 証 しず らい と同 時 に、EDI環 境 と して必 要

な セ キ ュ リテ ィ と して 、次 の課 題 を 抱 え る こ とにな る。

イ.到 着する データの順序が保証 されな い。

ロ.END-END間 に 「無手順」 の回線があるとデータ内容が保証されない。

ハ.発 信者及び受信者の有資格性が保証 されない。

二.中 継するル ータが第三者管理 のためデータの 「改 ざん」、 「な りす ま し」

及び 「盗聴」などの危険がある。

一般 にイ項及 び ロ項の問題 は、ENDシ ステ ム内にTCPを 実 装す る ことによ り解決

されてい るが、ハ項及 び二項の課題 は、PEMな どの暗号技術 を駆使 したセキ ュリティ対

策を講 じる必要があ る。下表 に、EDIの 必要 なセキ ュ リティ機能 とネ ッ トワー ク側で実

現 してい る機能の関係 を示す。

表5-1'EDlセ キ ュ リティ機能 とネ ッ トワー ク種別

ネヲトワーク種 別

セキュリティ機 能

電話網

専用線

X.25

パケヲト交 換 網

IPイ ンターネット

(電 話 網)

① デ ー タ の1順序 性 ○ ○ ×

② デ ータの完全性 × ○ ×

③ デ ータの機密性 × × ×

④ 発受信者の有資格性 × × ×

(凡 例)○:保 証 可 能,×:保 証 不 可
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Q5.2EDlと デ ータ通 信 は ど の様 な 関係 に あ るの か?

/A/電 報(電 信)為 替 に 代 表 され る"金 融 デ ー タ"の 通 信 に よ るデ ー タ交 換 は、 旧世 代 の

EDIシ ス テ ムで あ る。 この サ ー ビス は 、電 話 事 業 が発 展 す る以 前 か ら、 そ の迅速 性 のみ

な らず ・ そ の優 れ た正 確 性 に よ り発 展 して きた(欧 米 に おけ る テ レ ックス の発 展 もそ こ に

起 因 す る面 が あ る)。 日本 の1970年 代 か らの"デ ー タ 通 信(Human-Machine及 び

Machine-Machine間 の 通 信)"に よ るEDIが 「全 国地 方 銀 行 為替 交 換 シス テ ム」 の 構 築

か ら発展 して きた こ とか らも分 か る様 に、 金 融 デ ー タの ネ ッ トワ ー クに よ る 自動交 換 は、

BSCやHDLCな どの 通信 プ ロ トコル に よ り、電 話 網 や専 用 線 の 品質 を 踏 まえ て、 信 頼

性 の 高 い通 信 手順 が 実 用 化 され て きた 。1980年 代 か らの全 銀 手順 やJ手 順 を利 用 した

VANシ ステ ム にお け るEDIサ ー ビスの 発展 も、 その 迅速 性 と同 時 に、 デー タ転 送 の 正

確 性(回 線 エ ラ ー発 生 時 の デ ー タ再 送 の 自動 化)に もとつ いて い る。

参 考 まで に、 国 内 に於 け る回線 種 別 と再 送 比率 の参 考値 を、 次 表 に示 す 。

表5-2回 線 種 別 と再送 比 率(国 内参 考 値)

プ ロ トコル種 別 電話網 専用線 ディジタルデータ交 換

ベ ー シ ック手 順(BSC等) 0.2 0.15

HDLC 0.04 0.04

デ ー タ通 信 に お け る"転 送 デ ー タの 完 全 性(正 確 性)"に よ り、 受信 側 が 到 着 した デ ー

タをMT/HDな ど に記 録(モ ニ タ ー)し 、 そ の複 製 を 行 うこ とが 可能 とな った。 この こ

と は 「デ ー タの転 送=デ ー タの コ ピー」 を 意 味 す る。 したが って 、 デ ー タ通 信 は、 「一 対

一 」 の通 信 の み な らず
、 「一 対 多 数 」 の マル チ キ ャ ス トサ ー ビス を利 用 す る こ とが 有 利 で

あ り、 ソ フ ト及 びデ ー タ フ ァイ ル の 配 信 や カ タ ログ情 報 の配 布 な どのEC活 動 に有 効 で あ

る こ とを 示 して い る。

Q5.3EDl通 信手順 とは具体 的 にどんな ものか?

/A/以 下 にEDIの 情 報 伝達 規約(レ ベ ル1)に 対応 す る通 信 手 順 を紹 介 す る。

(1)EDlネ ッ トワ ー クの セ キ ュ リテ ィの 実 際

セ キ ュ リテ ィ を考 慮 したEDI通 信 手 順 の 国 際標 準 規格 で あ るX .435(Pedi)

で は、 コネ ク シ ョ ン型 ネ ッ トワ ー ク(CONP)上 でEDIを 実 現す る場 合 の み な らず 、

コネ ク シ ョン レス型 ネ ッ トワー ク(CLNP)上 のEDIに も耐 え得 る様 、 さま ざ まな セ

キ ュ リテ ィ規 格 を 勧 告 して い る。 す な わ ち、 ネ ッ トワー クの 信 頼 性 が 低 い場 合 は 「メ ッ

セ ー ジ素性 認 証 」 、 「素 性 の 否 認 不 能 」 、 「発 信 ・受 信 証 明」 、 及 び 「発信 ・配 信 の否 認

不 能 」 な ど のセ キ ュ リテ ィ機 能 を 暗 号 化 技 術 を利 用 す る こ とに よ り実 現 す る ことを 勧告 し

て い る。 したが って 、 この 規 格 は コ ネ ク シ ョン レス型 ネ ッ トワー クの 代表 的 ネ ッ トワー ク

で あ るIPイ ンター ネ ッ ト上 に お い て も有 効 と いえ る。

(注)Pediサ ー ビスの 詳細 は 、CII発 行 「Pedi概 説 書 」 を参 照 の こ と

しか し、 全 銀 手順 やJ手ll頃 の様 に 、 従 来 、 国 内 の産 業 界 で利 用 され て きたEDI対 応 通 信

手 順 は、 特 定 事業 者 が 提供 す る コ ネ ク シ ョ ン型 ネ ッ トワー ク(CONP)の 利 用 を前 提 と

して い るた め 、Pediの 規 定 す る安 全 保護 機能 を 全 て実 現 して きた分 けで は な い。

次 表 にEDI通 信 手順 の例 と利 用 可 能 な セ キ ュ リテ ィ機 能 を示 す 。
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表5-3セ キ ュ リティ機 能 とED1ネ ッ トワー ク

EDIネ ッ ト

ワ ー ク

セ キ ュ リテ ィ機 能

全銀手順 F手 順 Pedi 某 インターネァト

利 用 手順

某パソコン通信
利用手順

BSC FTAM MHS SMTP/TCP 無手順

電話網
専用線

ISDN

パケット交 換

ISDN

パケット交 換

IPイ ンターネット

(専 用 線)

電話網

① デー タの順序性 ○ ○ ○ ○ ○

② デー タの完全性 ○ ○ ○ ○ ○(*2)

③ デー タの機密性 × × △ × ×

④ 発受信者の有資格性 ○ ○ ○ ○(‡1) ○(*1)

⑤ 発 ・受信の否認不能 × × ・ △ × ○

⑥ ファイルア クセ ス 制御 ○ ○ 二 一 一

(凡 例)○:保 証可 能,△:限 定/オ プ シ ョ ン,×:保 証 不 可,一:不 要

(*1)CUGな どの 会 員 制 を 採 用 し、会 員IDの チ ェ ック は行 な って い る。

(*2)END-ENDでMNPモ デ ム な ど に よ り"エ ラー検 出 ・再 送"が 実 施 され た場 合

例 え ば 、全 銀 手 順 やF手 順 を利 用 したEDIで は 、 「デ ー タの順 序 性 」 、 「デ ー タの 完

全 性 」 、 「フ ァイ ル ア クセ ス制御 」 、 及 び 「発 ・受 信 者 の 有 資格 性 」 な どのセ キ ュ リテ ィ

機 能 を 、 「ネ ッ トワ ー クの 接続 性 」 と 「ユ ーザ シス テ ム間 の相 互 運 用 性 」 に よ り実 現 して

い る。

従 来 の通 信 事 業者 が 提 供 す る コ ネ ク シ ョン型 ネ ッ トワ ー クに お いて もデ ー タの 機 密 性 は

保 証 され な い た め 、 外 交 文 書 や 軍 事機 密 に係 わ るデ ー タの 転 送 を 行 う場 合 は、 一 般 に 、

デ ー タの暗 号 化が 図 られ て い る。 しか し、国 内 に お いて は、EDIデ ー タの転 送 を 行 な っ

て い るネ ッ トワー ク上 で 、 デ ー タの 外 部へ の 漏 洩 な どの トラブ ルが 発 生 した場 合 は、 その

責任 の所 在 が 明確 に な って い る(VAN事 業 者 及 び キ ャ リア を特 定 出来 る)。 したが って 、

一 般 企 業 で は、(一 部 の バ ンキ ング システ ムを 除 き、 オ ー バヘ ッ ドにな るこ とか ら)ED

Iデ ー タの 暗号 化 に よ る機 密 性 の 確保 まで は行 って いな い。

また 、IPイ ンタ ー ネ ッ トを利 用 した某 洋書 販 売 シス テ ム(SMTP利 用)で は 、複 数

の ネ ッ トワー クを 横 断 す る コネ ク シ ョ ン レス型 ネ ッ トワー クの た め、 前 述 のEDIサ ー ビ

スに必 要 な セキ ュ リテ ィ(発 ・受 信 者 の有 資 格 性)が 保 証 され な い可 能 性が あ るた め 、P

EM(PrivacyEnhancedMail)な どの 暗号 技 術 を駆 使 した 対策 を 講 じる こ とが 検 討 されて

い る。

最 後 に、通 常 の 「ホ ス トー端 末 」形 態 の デ ー タ通 信 で は 、ENDシ ス テ ム の利 用 者 が 同

じ企 業 内 の者 か 、 事 前 に システ ム の利 用 に関 す る取 決 め を行 って い るユ ーザ に よ り利 用 さ

れ る こ とを前 提 と して い るた め 、Pedi以 外 は、 認証 機 関 の 設 置 が必 要 な 「発 ・受 信 の

否認 不 能」 を実 現 して いな い。

② 既 存EDl通 信 手1頂が提 供 す る機 能

EDIパ ッケ ー ジの 伝達 手 段 と して提 供 され て い る手 順 は、 国際 規 格 のPedi以 外 に
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日本 国 内で は 「全 銀 手順 」 、rJ手 順 」 、rF手 順 」 及 びrH手 順 」 が 現在 、標 準 手 順 と

して 、 各 業 界 で利 用 さ れ て い る。 各 手 順 は 、 「サ イ クルIDの 管 理 」 やEDIト ラ ンス

レー タ との連 動 を含 むUAP(ユ ーザ ア プ リケ ー シ ョ ンプ ロ グラ ム)と の連 携 を 目差 し、

さ ま ざま な相 互運 用 性 機 能 を仕 様 化 して い る。

EDI向 け通信 手 順 及 び シス テ ム の サ ポ ー ト機能 の 比 較 を下 表 に 示す 。

表5-4全 銀 手順/F手 順/H手 順/Pedi機 能仕 様 比較 表

÷:

区 分 機 能 項 目
全
銀
手
順

F

手
順

H

手

川原

P

§
i

備 考

情

報

転

送

規

約

転

送

管

理

フ ァイル(orメ ッセージ)送受 信 基 本機 能 ○ ○ ○ ○

複 数 フ ァ イ ル(orメ ッセージ)一 括 送 ・受 信 ○ ○ ○ ○

ゼロ件データ転送(一 方 的通知) × ○ ○ ○

自動検索 ファイル読み出 し
一 ○ 一 一

データ転送 の強制 中断 × ○ × ×

デ ー タ圧 縮 ・暗 号 化 △ △ △ △

運

用

管

理

検索機能(取 り出 しデ ー タの選択)
一 一 ○ ○

二重交換防止&強 制二重交換処置 ○ ○ ○ ×

転送許可時間指定 ○ ○ 一 ×

転送状態問い合わせ × ○ ○ 一

処 理履 歴 管 理 機 能(転 送 ロ グ,含 タイムスタンプ) × ○ ○ 一

送 ・受信 ファイル状 況確認 × △ △ ○

メディア変換(PC⇒FAX) × × × ○

セキ

ュリ

ティ

起動者 の認証(起 動者パ スワー ドの利 用) ○ ○ ○ ○

フ ァイ ル ア クセ ス 制御(パ スワードの利 用) ○ ○ 一 一

発信 ・受信の否認不能 × × △ △

障
害
管
理

再送機能(障 害検知時) ○ ○ ○ ○

障害発生情報のログ取得 × △ ○ 一

リカバ リー転送(再 送信不要) × △ △ △

業
務
処
理
規
約

サイクル管理 ○ ○ ○ ×

一般端末か らのホス トジ ョブの起動 × ○ 一 一

関 連 ジ ョブ(トランスレータなど)との 自動 連 動 × △ × ×

転送順序の プライオ リテ ィ制御 × △ 一 ○

警報機能(メ ッセー ジ到着通知)
一 一 △ 一

ア プ リ ケ ー シ ョ ン と の イ ン タ ー フ ェ ー ス × ○ × ×

凡 例)○:規 定 有 り(必 須),△:規 定 有 り(オプション),×:規 定 な し,一:規 定 不 要
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Q5.4VAN事 業 者 が 提 供 す るEDlサ ー ビス とは何 か?

/A/VANが 提供 す るEDIサ ー ビス の有 効 性 につ いて 以下 に述 べ る。

(1)VAN利 用 の必 要 性

企 業 が 取 引 先 の企 業 とコ ン ピュー タ 間接 続 に よ るEDIを 行 う場 合 、 「回線 の 種類 」 、

「回 線 の 速 度 」 及 び 「通 信 手 順 」 な ど の整 合 を 図 る必 要 が あ る。 そ こで ＼ 一般 企 業 はVA

Nの 提 供 す るEDI関 連 サ ー ビス(「 メ ッセ ー ジの仕 分 け 」 、 「.フォー マ ッ ト変 換 」 、

「コー ド変 換 」 、 「速 度 変 換 」 及 び 「プ ロ トコル変 換 」 な ど)を 利 用す る こ とに よ り相 手

企 業 とEDIを 実 現 して い る場 合 が 多 い。次 図 に情 報 転 送 量 、 接続 相 手 数 と適用 ネ ッ ト

ワー クの 関 係 を 示 す。

㌘

1

…

1
寒
い 少 な い ぐ■一口一 接 続 相 手 先数 一ー 一 一 多 い(海 外 接 続有 り)

図5-1EDlネ ッ トワー ク の選 択

既存 のEDI通 信手順 をVANを 介 したEDI環 境に適 用する場合、情報転送量 と、

接続相 手先の関係 を整理す ると以下 のよ うになる。

多

い

1
情
報
転
送
量

1
少
な

い

一
、

、

F手 順(将 来)

or

イ ン タ ー ネ ッ ト

H手 順

(流 通業界)

F手 順

r

'

「

、

Pedi

or

PEM
!

∠

、 ・

全銀手順
"、

、

J手 順1
…

(流 通業界);
、

、,!

ノ

L

"♂''''"ず ♂

」 ∠

図5-2情 報転送量と適用領域
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企業 間取 引をEDIに よ り実 現す る場 合 、相 手 企 業(受 注側)の 所 有 す る通 信 ソフ ト及 び

利 用 して い る回線 が 、発 注 側 と同 じと は限 らな い 。 従 来 の 系列 企 業 間のEDIは 、 取 引 の条

件 と して ・通 信手 順 、 メ ッセ ー ジ フ ォーマ ッ ト及 び 回 線 の種 類 をrnoEDInoBusines

s」 宣 言 の もとに規 定(押 し付 け)す る こ とが で きた 。 す な わ ち、 大 企 業 を 中心 にホ ス トー

端 末'(ホ ス ト)接 続 方 式 に よ る"企 業 系 列化"を 図 って きた。 その 結 果 、受 注 企 業 に お け る

「多 端末 現 象」 や 「メ ッセ ー ジ変 換地 獄 」 を招 い て しま った。 しか し、一 般 のEDIの 場 合

は、 発注 者 は 同時 に受 注者 で もあ る。 今 後 、 異 業 種 との 「業 際EDI」 を実 現 す るた め に は、

様 々な変 換 サ ー ビスを提 供 す るVANサ ー ビスを 利 用 す る こ とが 有利 に な って きた。

次 表 に、VANサ ー ビス を使 う場 合 と、 直接 相 手 と接 続 す る場 合(イ ンタ ーネ ッ トも含 む)

のEDI環 境 の 実 現 に必 要 な機能(メ ッセ ー ジ保 存 、 仕 分 けな ど)を 示 す 。

表5-5EDl関 連 機 能 とネ ッ トワ ー ク利 用方 式

シ メ メ メ コ 速 E 通
EDI関 連通信 ・処 理機 能 ス ツ ツ ツ | 度 D 信

テ セ セ セ ド 変 1 プ
ム | | | 変 換 通 口

管 ジ ジ ジ 換 信 ト

理 保 仕 変 手 コ

ネ ッ トワー ク利 用 方 式 存 分 換 川頂 ル

け 変 変
換 換

① 電話網 ● ● ● ● ●
直接接続方式

② ISDN ● ● ● ● ●
(ホ ス ト対 ホ ス ト

④ orホ ス ト対 端末) 専用線 ● ● ● ● ●

④ 専用線 ● ● ● ● ●
LAN間 接続方式

⑤ フ レ ー ム リ レ ー ● ● ● ● ●

⑥ EDIサ ー ビス提 供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
VAN利 用方式

⑦ X.25パ ケ ッ ト交 換網 ● ● ● ● ● ○

⑧ 直接転送方式 ● ● ● ● ● ○
イ ンターネ ッ ト利 用 方 式

⑨ EDIサ ーバ利 用 方 式 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

〔凡 例〕

○:VAN事 業者 が 提 供 す る機 能,EDI通 信 手 順 変 換:(例)全 銀 手 順→F手 順

●:ユ ーザ側 の システ ム で実 現 で き る機 能,通 信 プ ロ トコル変 換:(例)BSC→HDLC

直接 接続 方 式(ホ ス ト/ホ ス ト間 ・端 末/LAN間)に 利 用 され て い る異 機 種 間 通信 プ

ロ トコル の種 類 と利用 状 況 を資料12に 示 す 。

(2)「 業 際EDl」 とVAN間 取決 め

取 引相 手 が 、 常 に 同 じVANに 加 入 して い る と は限 らな い 。 国 内 の産 業 界 で は 、 それ ぞ

れ の業界 単 位 にVANを 構 築 して お り、 異 な る業 界 間 でEDIを 行 うに は、 業界 を横 断 す

るEDI("業 際EDI")環 境 が 必 要 とな る。 そ れ ぞ れ の 企 業が 加 入 して い るVAN同

士 を 接続 す る方 式 のEDI環 境 モ デ ル を 下 図 に 示 し、 この モ デ ル に於 け る当事 者 間 で 予 め

取 決 めて お くべ きEDI規 約 の 例 を 、 資料6「 業 際EDI規 約 項 目」 に 示 す。

規約 の 決 定範 囲(Resolution)は 、以 下 の3通 りが あ る。
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R1:ユ ーザ 間 の取 決 め

R2:ユ ーザ とVAN事 業者 間の 取 決 め

R3:VAN事 業 者間 の取 決 あ

蒲 者 誘顧N 番頭N 編 者
R2

`,
R3

∈,
R2」

く
1一

(3)VANの メ ッセ ー ジ蓄積機能による 「発 ・受信の否認 不能」の実現

従来のEDIで は、予 めグルー プ化 された企業同士や、毎年継続 的に取 引を行 う企業間

でEDIが 実施 されて きた。 したが って、当事者間の結 び付 きが強 く、継続性が あるため、

送信及 び受信デー タの改 ざんや不 正行為に対 する安全保 護対策 は、 システム監査上、個別

問題(内 部統制)と して考え られて きた。また、 このセキ ュリティが不要 な範囲で しかE

DIは 実施 されて来なか った。

しか し、 この様 な特 定企業間に閉 じたEDI環 境か ら、政府調達 のEC/EDI化 の様に

不特定の企業や個人(最 終消費者)を 対称 とす るオープ ンなEDI環 境 を構築す るには、

「発 ・受信の否認不 能」対策 を講 じる必要が ある。 なぜ な ら、 この様 なEDI環 境におい

ては、 「不利益 回避 」や 「利益の不法追求」を 目的 とす る送信あ るいは受信 したデー タの

意図的な 「改ざん」 や 「破棄」、 「発 ・受信の否認」 などの不正行 為が行われ る可能性が

ある。

監査 人の設置 と 「監査証跡」の確保 は、 システム監査の基本である。X.25パ ケ ッ ト

交換 やTCPな どによ る高度な(デ ータの誤 りが発生 しな い)通 信手順を活用 したEDI

システムにおいて も、 データの送受信後に、何 らかの理 由によ りデータの不一致が発生す

る場合が ある。 この様 な場合、 どち らのデー タが正 しいかを判定す るには、次 の二つの方

法が考 え られ る。

(a)暗 号 ソフ トの利用

Pediな どで規格化 されている、公開暗号キー と非公開暗号 キーの組み合わせで こ

の機能を実現 す る。 しか し、 この方式 では、ユーザは暗号キ ーを 自己管理 しなければ

な らない。 また、 「受信 の否認」を回避す るためには、受信側か らの暗号化 したrE

DI通 知」の送 信が必要 となる。

(b)VANセ ンタのメ ッセージ蓄積機能を利用

全銀為替 システムの様 に、送信者(銀 行)と 受信者(銀 行)の 中間 に"中 立的"な 機

関で運営 され るVANセ ンタを設置 し、すべてのデ ータを一定期 間蓄積 し、 トラブルが

発生 した場合に対応す る。

実際上 のEDIシ ステ ムで は、 ほとん どコネ クション型ネ ッ トによる(b)項の方式が採用 さ

れている。 また、 「直接接続方式」や 「LAN間 接続方式」の場合 は、 当事者 間で、あ ら

か じめ、EDI規 約の 「業務 運用規約(レ ベル3)」 及び 「取引運用規約(レ ベ ル4)」

を取 り決め ることによ り、 「発 ・受信の否認」に対す る トラブルが回避 されて い る。今後、

不特定の相手 との取 引を指 向す るインターネ ッ トEDIに おいては、(a)項を利用す る方式

が普及す ると思 われ る。
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Q5.5VANセ ンタが 行 な う 「EDlメ ッセ ー ジ振 り分 け」 とは何 か?

/A/VANセ ンタ に於 け るEDIメ ッセ ー ジの 振 り分 け は、 セ ンタ内 の 「メ ー ル ボ ックス

間 振 り分 け処 理 」 が一 般 的 で あ る。 以 下 に、 そ の 他 の様 々 な振 り分 け方 式 と、 その 特徴 を

述 べ 、利 用 方 法 を検 討 す る。

川 振 り分 け方 式 とそ の特 徴

VANに よ るEDI基 本 サ ー ビス で あ る 「メ ッセ ー ジ振 り分 け」 の種 類 と特 徴 を 以下 に

示 す 。

(a)方 式1【 フ ァイル振 り分 け ・フ ァイ ル蓄 積 方 式 】

〔概 要 〕

VANセ ンタで一 括 して メ ッセ ー ジ(フ ァイ ル)を 受 信 後 、 一 定 時刻 に 、相 手 先単 位

に メ ッセ ー ジを 振 り分 け、受 信 者 ご と に用 意 され て い るメ ー ル ボ ックス に メ ッセ ー ジを

格 納 す る。 振 り分 け完 了 後 の メー ル ボ ックス の デ ー タは 、受 信 者 宛 に 強 制 的 に"送 りだ

す"方 法 と、 受信 者 が"取 り出 し"に 来 る方 法 が あ る。

送信 者 加 入VAN=受 信 者 加 入VANの 場 合

送信 者VANセ ンタ 受 信 者

・∈∋モ ∋

㊦∈〕
∈∋

∈∋

∈∋

∈∋

十∈ 〕1
'

'

∈∋

∈∋

送信者加入VAN≠ 受信者加 入VANの 場 合

送信者VAN-1セ ンタ VAN-2セ ンタ 受信者

・∈ナ∈∋

＼e
∈∋

・∈∋一∈∋

㊦∈〕

∈∋恒 '

∈∋〕

∈∋
'

∈∋'

〔特 徴〕

VANセ ンタ内 での メ ッセ ー ジ振 り分 け処 理 が 、一 般 に 定 時刻 に行 わ れ るた め、 受 信

者が デ ー タを取 り出せ る時 間 は、 送 信 後 一 定 時 間 を経 過 しな い とVANセ ンタへ の 無 駄

な ア クセ ス とな る。 しか し、 セ ンタ 内の メ ッセ ー ジの振 り分 け をVANの ロー カル 機 能

と して 実現 で きるので 、 フ ァイ ル ア クセ スの 競 合 を 回避 して 、 メ ッセ ー ジ振 り分 け処 理

を実 行 で きる。 一般 に、 この 方 式 は、 数 時 間 以 上 の遅 延 を 許 容 で きるEDIに 向 いて い

る。 現 在 、産 業 界 で利 用 され て い る全 銀 手 順 やJCA手 順 を 使 ったEDIは 、 この方 式

を実 現 して い る。

(b)方 式2【 フ ァイ ル振 り分 け ・即 時転 送 方 式 】

〔概 要〕

送 信 者 か らのデ ー タを一 括 して メ ール ボ ックス に格 納 し、 一 定 時刻 に、 セ ンタ側 か ら

受信 者 名 を キ ー と して メ ッセ ー ジを 検 索 し、"送 り出す"方 式 で あ る。
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送信者加入VAN=受 信者加入VANの 場合
送信者 VANセ ンタ 受信者

・∈ 三rtコ

＼七
七
廿

、

∈∋十∈∋1

…∈∋

∈∋

∈∋

送信者加入VAN≠ 受信者加入VANの 場合

送信者VAN-1セ ンタ VAN-2セ ンタ 受信者

・∈∋ 一]コ ・

＼廿
tコ

・∈ ∋-1コ

＼tコ
tコ

巳

∈ 〕

∈∋

恒 ヨ

〕

掴
掴

一 一

〔特 徴〕

VAN内 での蓄積 されたデー タの配信が、通常、一定時刻に行われ るため、送信 時刻

と受信 時刻に遅延が発生す る。また、 この方式 はVANセ ンタか らのデータの送 り出 し

を前提 としてい るため、受信者側が ビジーの場合、セ ンタか らの一定周期の再試行 を必

要 とす る。一般 に、 この方式は受信者か らの"取 り出 し"に 向かないため、VANのE

DIサ ー ビス として採用 され ることは少ない。

(c)方 式3【 即時振 り分け ・フ ァイル蓄積方式】

〔概 要〕

送信者か らのデー タを"即 時に"VANセ ンタで振 り分け、受信 者に割 り当て られたメ

ールボ ックスに格納す る。振 り分 け完了後 、受信者宛 に強制的に メッセー ジを送 る場合

と、受信者が"取 り出 し"に 来 る方法があ る。

送信者加入VAN=受 信者加入VANの 場合

送信者VANセ ンタ 受信者

恒 士 コー〔∋

＼∈〕
∈∋

θ

∈∋
:∈∋

∈∋

∈∋

送信者加入VAN≠ 受 信者加入VANの 場合

送信者VAN-1セ ンタ VAN-2セ ンタ 受信者

・1ユ∈∋

＼∈〕
∈∋

,t=卜 ∈∋ ・

＼∈〕
θ
θ

∈∋十∈ 〕・
'

∈∋〕

∈∋

∈∋
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〔特 徴〕

VANセ ンタ内で振 り分 けたデー タは、次の二 通 りの方式で受信者 に送 られ る。

① 一定 時刻 にセ ンターか ら配信が行われ る。

② 受信者側がデー タの"取 り出 し"を 行 う。

①の場合 は、実質 的に方式1と ほぼ同 じであ り、送信 時刻 と受信時刻に遅延が発生す

る。一方、② の場合 は、事前に受信側 に送信 時間を電話 ・FAX等 で通知 す ることによ

り、送信完了 と同時に受信(取 り出 し)出 来 るので、運用方法 によっては、遅延を防 ぐ

ことが 出来 る。実際上、全銀手順 などの現行手順 の応用 と して、現在、一 部のVANで

利用 されている方式で もる。

しか し、 この方式 は基本的に複数ユーザによる 「共用 フ ァイル(受 信者 メールボ ック

ス)」 への 「同時更新処 理」を伴 い、"ア クセ ス競合"を 緩和す るため ファイル単位の

"ロ
ックーア ンロック機構"を 必要 と し、かっ、 メ ッセー ジ長を一定長以下 に制約す る

必要 もあ る。す なわち、他の方式で は発生 しない次の問題 をVANサ ー ビス と して解決

しなければな らない。

・フ ァイル に対 す る ロ ック と ア ン ロ ック制 御 の た め 、 大量 の オ ー バ ヘ ッ ドを伴 う

・フ ァイル 全 体 を ロ ック しな けれ ば な らな い の で 、 非能 率 で あ る.

・応 用 プ ログ ラム の矛 盾 で 、"デ ッ ドロッ ク"が 発 生 し易 い.

(d)方 式4【 即 時振 り分け ・即 時転送方式】

〔概 要〕

送信者か らの メッセージをVANセ ンタで即時に振 り分 ける と同時 に、相手先 に即時

に転送す る方式である。

送信者加入VAN=受 信者加入VANの 場合

送信者 VANセ ンタ 受信者

恒 士ユtコ

＼tコ
七
七

∈∋…

∈∋〆

.∈ ∋

∈∋

送信者加入VAN≠ 受信者加入VANの 場合

送信者VAN-1セ ンタ VAN-2セ ンタ 受信者

・t=卜tコ

＼七
七

叶コロコ

恒
七
口

∈∋品 ∋

∈∋ヨ

∈∋'

∈∋'
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〔特 徴 〕

VAN内 で デ ー タを即 時 に振 り分 け転 送 す るため 、送 信 の完 了 は受 信 者側 の メ ッセ ー

ジの受 信 完了 とな る。 ただ 、 この 環境 を 実 現 す る に は受 信 者 側 とVANセ ンタが 専 用 線

な どで 常 時接 続 され て い る こ とが 前提 とな る。 ま た、VANセ ン タか らの デ ー タの"送

り出 し"を 前 提 と して い るた め 、 受信 者 側 が ビ ジーの 場 合 、 セ ン タか らの 一 定周 期 で 再

試 行 を 行 う必 要 が あ る。 特 に 、双 方

のVANセ ン タの"連 携"に よ り、 この よ うな リア ル タイ ムなEDI環 境 を 整 備 す る場

合 は、VANセ ンタ聞 及 びVANセ ン タ とユ ー ザ システ ム間 の"伝 送 デ ー タ量"、"伝

送 速 度"、"通 信 プ ロ トコル"、"伝 送 符 号"、"各 セ ンタの 処 理 時 間"、"回 線 障害

発 生 時 の 回 復 方 法"な どの運 用 事 項 を協 議 す る必要 が あ る。

(2)方 式比較 ・評価

振 り分 け方式 とVANの 他 のサ ー ビス との関連を下表 に示す。

表 中、○=実 現可能、△=条 件付可能、 ×=実 現不可、 を表す。

No サ ー ビス品 目(例) 処 理 方式1 方式2 方式3 方式4

1 コー ド変 換(ASCII→EBCDIC) 小

.

○ ○ ○ ○

2 フォーマット変 換(CII-→EDIFACT) 大

`

○ △ △ ×

3 プロトコル 変 換(X.25→IP) 小 ○ ○ ○ ○

4 速 度 変 換(64Kbps→2.4Kbps)
一 ○ ○ ○ ×

5 メ デ ィ ア変 換(符 号 データ→FAX) 大 △ △ △ ×

6 同 報 小

1

△ △ △ ×

「方式1」 、 「方式2」 及 び 「方式3」 で は、VANセ ンタ内のデー タの保存期間を

一 ヵ月 とした場合、セ ンタ内設備 として、ユーザが送信す る ピーク月のデータ量 に対応

す るデ ィスク容量 の設備を用意 しなければな らないが、 「方式4」 ではセ ンタはファイ

ル蓄積 のためディス クを用意す る必要がない。今後、マルチメデ ィア情報を扱 うEDI

を実行す る上で、膨大 なデー タをVANセ ンタ内に蓄積 す る方式 は非効率な もの とな る

ので、 「方式4」 を採用す るVAN事 業者が増 える もの と予想 され る。ただ、 この方式

は"フ ォーマ ッ ト変換"や"メ デ ィア変換"は 難 しくなるため、バ ッファの拡大 とCP

U処 理能力の向上 を図 り、他のVANサ ー ビスとの共存 を図 って い く必要が ある。下表

に方式1～4の 特徴を総合的に比較す る。

比較項目 方式1 方式2 方式3 方式4

① 送信 ・受信 間の遅延 有 り 有 り (有 り) 無 し

② VAN内 蓄 積 ファイルの確 保 必要 必要 必要 不要

③ メ ッセ ー ジ長 の 制 約 無 し 無 し 有 り 無 し

④ VAN－ 受信者間の回線 制約無 し 制約無 し 制約無 し 専用線

⑤ 受 信 者 に よ るメッセージ の取 り出 し 可能 不可 可能 不可
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Q5.6イ ンタ ーネ ッ トでEDlを や る 場合 、リアル タイ ム性 は 保証 で き る のか?

/A/現 在 、 コ ン ピ ュー タ間 接 続 に よ る企 業 間 取 引(EDI)に 於 い て 、 一 部 の 業 界 で は取 引

先 へ の 在庫 状 況 照 会 、納 期 照 会 、及 び 出荷 状 況 照 会 な どの"リ ア ル タイ ムEDI"が 実 現 さ

れて い る。 また 、 この リア ル タイ ム(orイ ンタ ラ クテ ブ)EDI環 境 を実 現 す るネ ッ トワー

ク方 式 と して、 一 般 的 に取 引先 との間 で ホ ス ト間 を 直 接接 続 す る方 式 や 、VAN事 業 者が 提

供 す る"リ アル 中継 サ ー ビス"に よ り、 間接 的 に接 続 す る方 式 が採 用 され て い る。

しか し、 今 後 の 傾 向 と して 、現 在 、 国 内外 で 注 目 され て い る商用 イ ンタ ーネ ッ トが 普及 し、

その セ キ ュ リテ ィ環境 が 充 実 す る こ とに伴 い、 イ ンタネ ッ トの グ ローバ ル性 と低 コス ト性 か

ら、 バ ッチEDIの み な らず 、 リアル タ イ ムEDI及 び放 送 サ ー ビス環 境 と して 、 この イ ン

ターネ ッ トが 活 用 され る可 能 性が 高 い。

そ こで、 イ ンター ネ ッ トに よ る"リ ア ル タ イ ム転 送"と 、 そ の競 合 関 係 にあ るVANサ ー

ビス の"リ ア ル 中 継"の それ ぞ れ の 実 現 環 境 を 想 定 し、 その 性 能 面(特 に、 トラ ピ ックの

ピー ク時 に於 け る"端 末 応 答 性")に つ いて 、 以 下 に比 較 ・評価 を 行 った。

1.リ アル タ イムEDlモ デ ル と応 答 時 間 の算 出

例 え ば、1次(及 び2次)卸 業 者 が メ ー カ(及 び1次 卸 業者)に 、 在 庫 状 況 、製 品納 期 、

及 び出荷 状 況 な どを照 会 す る場 合 の デ ー タ送 受 信 を想 定 し、rVANリ アル 中継 モ デ ル」

と 「イ ンター ネ ッ トモデ ル 」 の それ ぞれ につ い て 、応 答 時 間 の見 積 りを 以 下 に 述べ る。

【モ デ ル化 の条 件 】

・端末 応 答 時 間

端末 応 答 時 間 とは 、LAN接 続 端 末 か ら発 信 した 照会 デ ー タが メ ー カ ホ ス トに よ る情 報

検索 処 理 の 後 、 出力 デ ー タの第1ブ ロ ック(パ ケ ッ ト)が 発 信 端 末 に受 信 され るま での

時 間 を い う。但 し、LAN接 続 端 末 か らゲ ー トウェ イ まで の転 送 時 間 は無 視 す る こ とす

る。

(注)ホ ス トか らの2ブ ロ ック以 降 のデ ー タは応 答 時 間 に含 め な い。

・ユ ーザ 回線

端 末 及 び メ ー カ ホ ス トとVANセ ンタあ るい は イ ンター ネ ッ トとの 接 続 は、 いず れ も専

用 線 を利 用 し、 同一 通信 速 度 の 品 目を 利 用す る。

・デ ータ 長 ・ブ ロ ックサ イ ズ

ブ ロ ックサ イ ズ ≦256オ クテ ッ ト

転 送 デ ー タ長 送信 デ ー タ:1ブ ロ ック(=パ ケ ッ ト)/ト ラ ンザ ク ヨ ン

受信 デ ー タ:mブ ロ ック/ト ラ ンザ ク ヨ ン(m≦4)

・暗号 化 処 理 時 間

フ ォー マ ッ ト化 され たEDIデ ー タ内 の個 人及 び企 業 を特 定 す るデ ー タ項 目の み を暗

号 化 の 対 象 とす るため 、 暗号 化 及 び復 号 化 の処 理 時間 を無 視 して 考 え る。

・平 均 リソー ス利 用 時 間

デ ー タ転 送及 び デ ー タ処 理 に係 わ る全 て の リソー ス にア クセ スす る トラ ンザ ク シ ョンは、

ラ ンダム に発 生 し、 サ ー ビス(転 送 ・処 理)時 間 もラ ンダ ム に終 結 す る と仮 定す る。
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従 っ て、 一 般 に 各 リ ソー スの 平 均 利 用 時 間(T,)は 、

平均リソース利用時間=平 均リソース実利用時間(Ts)+平 均リソース利用待ち時間

で算出 され、平均 リソース利用待 ち時間は待 ち行列理論 より、次式で与え られ る。

平均リソース利用率(ρ)× 平均リソース実利用時間(Ts)

平均リソース朋 待ち鯛=

(1一 平均リソース利用率(ρ))

個 々 の リソー ス に 対 す る平 均 リソ ー ス利 用 率(ρ)は 、 次 式 で 求 め る こ とが 出 来 る。

平均リソース利用率(ρ)=平 均トランザクション発生件数(λ)× 平均リソース実利鵬 間(Ts)

す な わ ち 、 平均 リ ソ ー ス実 利 用 時 間 をT,、 平 均 トラ ンザ ク シ ョ ン発 生 件 数 を λす る と

T,ニTs十 ρT,/(1一 ρ)=T,/(1一 ρ)ニT,/(1一 λT、)

従 って 、 μ.1/Tsと す る と、 平 均 リ ソー ス利 用 時 間(T,)次 式 で 算 出 す る こ とが 出 来 る。

T,=1/(μ 一λ)i
:

(1)VANリ アル 中継 モ デ ル

1次(及 び2次)卸 業 者 が メ ー カ(及 び1次 卸 業者)に ・rVANリ ア ル 中継 サ ー ビス」

を利 用 してEDIデ ータを送信す る場合のモデルを次 に示す。

【処理概要】

① 卸業者の企業 内LANに 接続 された端末か ら、照 会デー タをゲー トエ ウイを介 して

専用線で接続 され たVANセ ンタに送信す る。

②VANセ ンタで は、デー タの送信者 チ ェ ックを行 い、課金及びデ ータ転送履歴 を記

録 した後 、 メ ー カ ホ ス ト処理 に必 要 な コ ー ド変 換 及 び フ ォー マ ッ ト変 換 を 行 い 、専 用線

で接続 され ているホス トマ シンにデータを転送す る。

③ メ ー カ ホ ス トで は、 受 信 した デ ー タ を チ ェ ック ・記 録 し、 取 引 先 の 確 認 を行 った後 、

製品情報DBな どか ら必要 なデー タを抽 出 し編集 す る。送信 デー タの作成 完了後 、ブ

ロ ッキ ングを行 い、送信 時刻などの履歴 を記録後 にVANセ ンタ向けに、 ブロ ック単位

にデ ー タを送 信 す る。

④VANセ ン タで は、 メ ー カ ホ ス トか らの デ ー タを チ ェ ッ ク し、 端 末 側 の処 理 に 必要

なコー ド変換及 び フォーマ ッ ト変換を行い、課金処理 ・転送記録 を行 った後、卸業者の

LAN内 発信端末 へ、 直ちにブロック単位 にデータを転送す る。
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【記 号 定 義 】

Pn:(ア アリケーションアログラムの走 行 時 間+フ ァイルアクセス時 間)/ト ランザクション,μ,=1/P,

λn:端 末orが リケーション加 グラム(orタスク)1こリンクされるトランザクション件 数/秒

Tn:端 末 －VANセ ンタ聞 及 びVANセ ンターメーカホスト間 の デ ー タ 転 送 時 間

m:受 信 電 文 ブロック数/ト ランザクション

【応 答 時 間 の算 出】

各 リソ ー スの利 用 に伴 う待 ち 時 間 を 待 ち行 列 理 論 よ り算 出す る と端 末 か らのデ ー タ送 信

後 に 、VANセ ンタ か ら全 て デ ー タ(m加 ック)が 受 信 さ れ る時 間(:T。,)は 、 次 の様 に

算 出 され る。

Tm,=Tl十1/(μ 卜 λ1)十T2十1/(μ2一 λ2)十1/(μ3一 λ3)

十m[1/(μ4一 λ4)十T3十1/(μ5一 λ5)十T,]

ま た、VANセ ンタか ら第1ブ ロ ックの 受 信 完 了 まで の 時 間(:T,v)は 、次 の様 に算 出

され る。

T、、=Tl十1/(μ 「 λ1)十T2十1/(μ2一 λ2)十1/(μ3一 λ3)

十1/(μ4一 λ4)十T3十1/(μ5一 λ5)十T4

従 って 、 ゲ ー トウェ イ の利 用 頻 度 が λ。の 場 合 、 端 末 に 於 け る平 均 応 答 時 間 は次 式 と な る。

Tq.=T,,十 λoTmv2/(1一 λoTmv)

た だ し、 ゲ ー トウェ イ の利 用頻 度(λo)が 十 分 に少 な く、 か っ 受 信 デ ー タ ブ ロ ッ ク数(

m)も 少 な い場 合 は、

T,,ニT,,に 近似 で き る。

② イ ンタ ーネ ッ トモデ ル

1次(及 び2次)卸 業者 が メー カ(及 び1次 卸 業 者)に 「イ ンタ ーネ ッ ト」 を利 用 して

EDIデ ー タを交 換 す る場 合 の モ デ ル を 次 に示 す 。

【処理 概 要 】

① 卸 業 者 の 企 業 内LANに 接 続 され た 端 末 か ら、照 会 デ ー タ(パ ケ ッ ト)を ゲ ー トエ

ウイを 介 して専 用 線 で接 続 され た イ ン ター ネ ッ トの ア クセ ス ポイ ン トに 転送 す る。

② イ ンター ネ ッ トは、 発 信 デ ー タパ ケ ッ トを経 路 選 択 を しなが ら、 メ ー カ ホス トが 収

容 され て い る ア クセ ス ポイ ン トを探 し、パ ケ ッ トデ ー タを ホ ス トに転 送 す る。
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③ メー カ ホ ス トで は 、受 信 した デ ー タを チ ェ ック ・記 録 し、 取 引先 の確 認 を 行 った 後 、

メ ー カ ホ ス ト処 理 に 必要 な コー ド変 換及 び フ ォーマ ッ ト変換 を行 い 、製 品 情 報DBな ど

か ら必 要 なデ ー タを 抽 出 し編 集 す る。 送信 デ ー タの 作 成 完 了 後 、 ブ ロ ッキ ングを行 い 、

送 信 時刻 な どの履 歴 を 記 録後 に イ ンタ ーネ ッ トの ア クセ ス ポイ ン トに向 け、 パ ケ ッ ト単

位 に デ ー タを送 信 す る。

④ イ ン ター ネ ッ トは、 ホ ス トか らの デ ー タパ ケ ッ トを、 ネ ッ トワ ー ク内 で経 路 選 択 し

な が ら、 卸業 者 が 収 容 され て い るア クセ スポ イ ン トを介 して 、 卸 業 者 のLAN内 発 信端

末 に転 送 す る。
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【記 号 定 義 】

Un:(ア プリケーションプログラムの 走 行 時 間+フ ァイルアクセス時 間)/ト ランザクション,α.。1/U。

λ,:端 末 、 インターネット及 び アプリケーション加 グラム(orタ スク)にリンクされるトランザクション件 数/秒

T,:端 末 一 インターネット間 、 インターネット網 内 及 び インターわ トー メー淋 スト間 の デ ー タ 転 送 時 間

m:受 信 データブロック数/ト ランザクション

【応 答 時 間 の 算 出 】

各 リ ソ ー ス の 利 用 に 伴 う 待 ち 時 間 を 待 ち 行 列 理 論 よ り 算 出 す る と 端 末 か ら の デ ー タ 送 信 後

に 、 イ ン タ ー ネ ッ トか ら 全 て デ ー タ(mブ ロック)が 受 信 さ れ る 時 間(:T。i)は 、 次 の 様 に 積

算 さ れ る 。

Tm、=Tl十1/(α 「 λ 」)十T2十1/(α2一 λ2)十1/(α3一 λ3)

十m[1/(α4一 λ4)十T3十1/(α4一 λk)十T4]

ま た 、 デ ー タ 送 信 後 、 イ ン タ ー ネ ッ トか ら 第1ブ ロ ッ ク が 到 着 す る ま で の 時 間(:T,i)

は 、 次 の 様 に 算 出 さ れ る 。

T、 、=Tl十1/(α 、一 λ 、)十T2十1/(α2一 λ2)十1/(α3一 λ3)

十1/(α4一 λ4)十T3十1/(αk－ λk)十T4

従 っ て 、 ゲ ー ト ウ ェ イ の 利 用 頻 度 が λGの 場 合 、 端 末 に 於 け る 平 均 応 答 時 間 は 次 式 と な る 。

Tq,=T,、 十λoTml2/(1一 λoTm1)

た だ し 、 ゲ ー ト ウ ェ イ の 利 用 頻 度(λ 。)が 十 分 に 少 な く 、 か っ 受 信 デ ー タ パ ケ ッ ト数(

m)も 少 な い 場 合 は

T,,・T、 、 に 近 似 で き る
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2.応 答 時 間 の 比 較 ・評 価

ホ ス ト内 の フ ァ イ ル 照 会 処 理 は 、 ネ ッ ト ワ ー ク の 種 類 に 依 存 し な い た め 、P,=U3と 考 え

ら れ る 。 従 っ て 、T,,とT,,を 比 較 す る と 下 式 が 得 ら れ る 。

Tq,-Tq、={1/(μ1一 λ1)十1/(μ2一 λ2)十1/(μ4一 λ4)十1/(μ5-・ λ5)}

一{1/(α
J－ λ 、)十1/(α2一 λ2)十1/(α4一 λ4)十1/(αk_λk)}

す な わ ち 、 両 方 式 は 、 次 の 処 理 及 び 時 間 に 違 い が あ る こ と が 分 か る 。

■VAN利 用方式がイ ンターネ ッ ト利用方式 と異な る点:

①VANセ ンタ内のEDI関 連処理時間(コ ー ド変換 ・課金処理など)

② ホス ト内の取 引に係わ る処理(相 手チ ェック、送受信履歴 など)

■ イ ンターネ ッ ト利用方式がVAN利 用方式 と異な る点:

① イ ンターネ ッ トの網内遅延時間

② ホス ト内の取 引に係わ る処 理(相 手 チ ェック、コー ド変換、料金積算 など)

も し 、VANセ ン タ 内 のEDI関 連 処 理 を ホ ス トが 代 行 す る こ と が で き 、 両 方 式 の ホ ス

ト内 の 取 引 に 係 わ る 処 理 の 時 間 及 び トラ ン ザ ク シ ョ ン件 数 が 、 近 似 的 に 同 じ(処 理 性 能 な

ど が 同 じ 場 合)と す る と 、 応 答 時 間 の 差 は 次 の 式 と な る 。

Tq,-Tql=-t{1/(μ1一 λ1)十1/(μ5一 λ5)}

一{1/(α
、 一 λ 、)十1/(αk－ λk)}

ま た 、

μ1ニ μ5ニ μ,λ1ニ λ5=λ,,α 』=αkニ α,λJ=λk=λ,と す る と 、

次 式 が 得 ら れ る 。

Tqv-Tqlニ{1/(μ －A.)-1/(α 一 λ)}×2

μ=1/P、 α=1/Tと す る と、 上 式 は分 か りや す く次 式 とな る。

Tq,-Tq,={P/(1-A,P)-T/(1一 λT)}×2

す な わ ち 、 シ ング ルVAN方 式 で は、 そ の 端 末 応 答 性 は セ ン タ ー 内 の処 理 時 間(P)

に 依 存 し、 イ ンタ ーネ ッ ト(実 質 的 マル チVAN接 続 方 式)に お い て は網 内遅 延 時 間(T

)に 依 存 す る こ とが分 か る。

【端 末 応 答時 間差 の 見積 も り例 】

シ ングルVANと イ ンタ ーネ ッ トの 端 末応 答 時 間差 にっ いて 、上 記 の式 の 意 味 を理 解 す る

た め に 具体 的 イ メー ジを 明確 にす る。

あ る国 内の某 通 信 機 メ ー カ系 列 のVAN事 業 者 は、EDIサ ー ビス(FENICS)と 並

行 して 、商 用 イ ンター ネ ッ ト事 業(InfoWeb)を 昨年 秋 か ら開始 した。 このlnfo

Webは 、他 の商 用 イ ン ターネ ッ ト事 業 者 の大 手3社(IIJ,InfoWeb,AT&T

Jens)と 、 学術 ネ ッ ト(WIDE)を 介 した 「相 互 接 続 実験 」 を実 施 して い る。

そ こで 、同 じユ ー ザ が リアル タイ ム(イ ン タラ クテ ィ ブ)EDIサ ー ビスを利 用 す る場 合 の

端 末 応答 時 間 の違 い を比 較 す る。
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VAN利 用

イ メー ジ

端末VAN-A

da-
セ ンタ

∈ 〕

インターネット利 用

イ メ ー ジ

端末 VAN-B 学術ネット VAN-C

昌

前 述 の比 較 式 に於 い て 、 平 常 時 と毎 月 トラ ピック ピー ク時 で 比 較 す る。

[平 常 時]

VANセ ン タ の 平 均 処 理 時 間:P・10ms/Tr.(課 金 及 び ジ ャ ー ナル 取 得 な ど)

〃 の平 均 トラ ンザ ク シ ョン数:λ,=20Tr ./s

イ ン タ ー ネ ッ トの 網 内 遅 延 時 間:T・10皿s×3(ネ ットワーク数)

〃 の平 均 トラ ンザ ク シ ョン数:λ 、・20Tr ./s

とす る と、T,,-T,、={0.01/(1-20×0.01)-0.03/(1-20×0.03)}×2

={0 .0125-0.075}×2

=-0 .125s

[毎 月 ピー ク 時]

VANセ ン タ の 平 均 処 理 時 間:P・10ms/Tr.(課 金 及 び ジ ャー ナ ル取 得 な ど)

〃 の 平 均 トラ ンザ ク シ ョン数:λ,=30Tr ./s(平 常 時 の1.5倍 に仮 定)

イ ン タ ー ネ ッ トの 網 内 遅 延 時 間:Tニ10ms×3(ネ ットワーク 数)

〃 の 平 均 トラ ンザ ク シ ョン数:λ,ニ30Tr./s(平 常 時 の1.5倍 に仮 定)

とす る と、T,。-T,、={0.01/(1-30×0.01)-0.03/(1-30×0.03)}×2

={O .0143-0.300}×2

ニ ー0 .571s

平 常 時 と毎 月 ピー ク時(ト ラ ピッ ク・1.5倍)を 比 較 した場 合 、 そ の 差 は幾 何 級 数的(約

5倍 の差)に 増 え る こ とが分 か る。 このモ デ ル か ら、 イ ンタ ー ネ ッ トに よ る本 格 的 商用 利 用

(特 に、 窓 口業務 処 理)を 行 った 場 合 、年 度 末 あ るい は年 末 な ど に発 生 す る商 取 引 トラ ピ ッ

クの 「年 間 最 繁忙 時」 に は、高 速 な バ ッ クボー ンが整 備 さ れ な い限 り、 イ ンタ ーネ ッ トの 即

時性 は 「使 用 に耐 え な い 」 こ とが 分 か る。

【対 応 】

以上 よ りVAN利 用 方 式 とイ ンター ネ ッ ト利 用 方式 を比 較 し、 トラ ピ ックが 増 大 した場 合

の端 末 応 答 時 間 を保 証 す るた め に は、次 の対 処 が 考 え られ る。

①VAN利 用 方 式

・CPU及 びDKな どの セ ンタ内 設 備 の性 能 向 上 を 図 り、 ア プ リケー シ ョンプ ログ ラム の処

理 時 間の 短 縮 を図 る。

・メモ リの 増設 に よ る タ ス ク枚 数 の 拡大 を行 い、1枚 の タ ス クに リ ンクす る トラ ンザ クシ ョ

ンの件 数 の 平準 化 を 図 る。

・VAN間 接続 調 整

利 用 者(加 入 者)の 拡 大 の たあVAN間 接 続 を 行 う場 合 は、VAN事 業者 間で 相 互 接続 に
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関する取決めを行 う必要があ る。特 に、"リ アル中継"サ ー ビスを提供す る場 合は、 リア

ル タム性 を保証する為 にセ ンタ内処理 時間の相互調整を行い、必要 により上記 の設備変更

・追加 を実施す る必要があ る
。

② イ ンターネ ッ ト利用方式

ピーク時の網内転送待 ち時間の増大 に対処す るには、商用イ ンターネ ッ ト事業 者間の協議

の場(例 えば、"日 本版CIX"を 設 置)で 、事業者間の調整(設 備投資のスケ ジュールの

作成 と履行)を 図 り、 イ ンターネ ッ トの接続 されているネ ッ トワー ク全体 の高速化 を図 ると

と もに、ル ーチ ングプ ロ トコル(経 路 ・輻綾 制御)を 統一 す る必要 が あ る。特 に、ネ ッ ト

ワー ク(VAN及 び地域ネ ッ ト含む)間 接続 のゲー トウェイの台数 とプ ロ トコルの標準化が

必要であ る。

3.考 察

(1)イ ンタ ー ネ ッ トの リア ル タ イ ム性 に つ い て

情 報 化社 会 の発 展 とネ ッ トワ ー クの 拡 大 に よ り、 今 後 、 ピー ク時 の トラ ピ ック の増大 は避

け られ な い面 が あ る。VANを 利 用 した リア ル タ イ ムEDIは 、 利 用 者 が 限 定 され て い る世

界 で あ るが 、"端 末応 答 性"を 保証 す る こと は、"一 事業 者 のみ の 判 断"に よ る設 備投 資 な

ど によ り実 現 出来 る。 一 方 、 複 数 の結 合 され た ネ ッ トワー クに よ り構 成 され て い るイ ンタ ー

ネ ッ トで は、 不特 定 の相 手 との取 引(EDI)を 実 現 で き るが 、 ネ ッ トワー クの 高速 化 は、

"関 連 す る複 数 の競 合 関 係 に あ る事 業 者 間 の 協 調"に よ るネ
ッ トワー ク全 体 の 改 善(設 備 投

資)が 必 要 とな る。 す なわ ち 、"一 事 業 者"の 方 針 だ けで は、 ネ ッ トワー ク全 体 の 高速 化 を

図 る ことが で きな い面 が あ る。

換 言 す れ ば 、 イ ンタLネ ッ トは、 複 数 のVANが 結 合 した形 態 の複 合 ネ ッ トワー クで あ り、

VANの"リ ア ル 中継"を 利 用 した場 合 に 較 べ 、 トラ ピ ックの増 大 に対 して"端 末 応 答性"

を保 証 す る ことが 難 しい と いえ る。 す な わ ち、 今後 発展 が予 想 され る リア ル タ イ ムEDI

(イ ンタラ クテ ィ ブEDIの 一 部)を 実 現 す る環 境 と して適 性 に欠 け る面 が あ る。

しか し、今 後 、 ネ ッ トワー ク間 を 高 速 で 接 続 す る公 衆 バ ッ クボ ー ンが 構 築 され た契 機 に は 、

イ ンター ネ ッ トベ ー ス の リアル タイ ムEDI環 境 が 実 現 され る可 能 性 もあ る。

ま た、 米 国 のMILNETの 様 に イ ンタ ーネ ッ トに 接続 され て い るが 、 ロー カル な ネ ッ ト

ワー クの 中 で は リア ル タイ ム性 が 保 証 され て い る世界 で あ る。 この 様 な ネ ッ トワ ー クは、 一

事 業 者 に よ りネ ッ トワ ー クが 管理 され て お り、 網 内 の トラ ピックの 量 や 変 動 を 事 前 に把 握 し、

最 適 な経 路 選択 と輻 綾 制御 が統 一 的 に実 現 され て い る。 この環 境 は、TCP/IPに よ る コ

ネ ク シ ョ ン レス型 ネ ッ トワー クで は あ るが 、 リア ル タイ ム性 を 保 証 出来 る世 界 で あ り、CA

LS環 境 が実 現 され て い る。 前 述 の 例 で は 、InfoWeb内 の ユ ー ザ 間 で 実 現 す るEDI、

あ る いは 、FENICSな ど のVAN事 業者 が 提 供 す る 「X.25パ ケ ッ ト交換 サ ー ビス 」

の世 界 に 対 応 す る。 そ の 違 い は、TCPが 提 供 す る機 能 を ネ ッ トワ ー ク側 が 提 供 す るか 、

ユ ーザ が 自分 で 実 現 す るか の違 い しか な い。

(2)EDl/CALS基 盤 の統 一 と柔 軟 性 につ い て

EDI環 境 を 実 現す る に は、 さま ざ ま の取 引先 と随 時 ネ ッ トワ ー クを 介 して 直接 あ るい は

間 接 に接 続 し、 デ ー タを交 換 す る必 要 が あ る。 この 目的 を達成 す る に は、 取 引先 単 位 に 、必

要 に よ り、 次 の 通信 処 理 を 送 信側 、 受 信 側 あ る い はVANセ ンタの 何 れ か に於 いて 、実 行 し

な け れば な らな い。
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・取 引 先 別 デ ー タ の仕 分 け(orメ ッセ ー ジの転 送 先選 択)

・コ ー ド変 換 ,速 度 変換

・フ ォー マ ッ ト変換(メ ッセ ー ジ変 換)

・通 信 プ ロ トコル 変 換

上 記 の通 信 処 理 の 内、 コ ー ド変 換 と プ ロ トコル変換 は、産 業 界 に お い て"コ ン ピュー タ及

び ネ ッ トワ ー ク ア ー キ テ クチ ュア"が 、 複 数 存 在 す る こ とを 前 提 と した サ ー ビス で あ り、

フ ォーマ ッ ト変 換 は、EDIア プ リケ ー シ ョンの違 い と、 デ ー タ フ ォー マ ッ トの 標準 化 を 実

現 す るた め に必 要 とされ て きた 。 す な わ ち、VANサ ー ビスを ベ ー ス とす るEDIは 、"マ

ル チ アー キ テ クチ ュア"を 前 提 とす る柔 軟性 の あ る環 境 とい え る。

一 方 、UNIX、EUC(orASCII)及 びTCP/IPに よ り、基 本 的 にア ー キテ ク

チ ャが 統一 され、 か っ"分 散 処 理/DBシ ス テ ム"環 境 の 実 現 の た め専 用 線 で 相 互接 続 され

た"純 粋 な イ ンタ ー ネ ッ ト"は 、 コ ンピ ュー タ間 の"相 互 運 用 性"が 完全 に実 現 され た環境

で あ る。 す な わ ち、 この"純 粋 な イ ンター ネ ッ ト"環 境 は、上 記VANに よ る各種 変 換 処理

の 内 、 コー ド変 換 、 プ ロ トコル 変換 な どを不 要 とす る"オ ー プ ン シス テ ム環 境"で あ り、C

ALSの 環 境 は こ の世 界 を 前 提 と して い る と主 張 す る向 き もあ る。 しか し、 も し、 この"

オ ー プ ン シ ステ ム 環 境"の 世 界 が 、 ネ ッ トワー クに 接続 され て い る全 て の コ ン ピ ュー タ の

"ア ー キ テ クチ ャ"の 統 一 を指 向 す るな らば、EDIユ ー ザ に と って"不 便 な環 境"と いえ

る。何 故 な ら、VANを 利 用 す る環 境 は マ ルチ(ア ーキ テ クチ ャ)ベ ンダを 前提 と し、 ユ ー

ザ の製 品(プ ロ トコル 、OS及 び ア プ リケ ー シ ョンソ フ ト)選 択 の 幅 が 広 い の に対 し、 イ ン

ター ネ ッ ト環 境 は 、 そ の 選択 の幅 を限 定 す る こ とにな るか らで あ る。"オ ー プ ン システ ム"

とは 、異 機 種 間 の 「通 信 接続 イ ンタ フェ ー ス」 、API、rDBア クセ ス イ ンタ フ ェー ス」

な ど ソ フ ト ・ハ ー ドの"イ ンタ ー フ ェー ス"の み を規 定す る概 念 で あ るべ きで は ない だ ろ う

か。
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Q5.7EDIネ ッ トワー クが か か え て い る課 題 と それ に対 す る対 応 はあ る か?

/A/EDI環 境 に お け る情 報 伝達 規 約(レ ベ ル1)が か か え て い る課 題 を 以 下 に述 べ る。

(1)業 際ED1環 境 の 整備

国 内主 要 業 界 に お け るEDI環 境 も順 次 整備 され っ つ あ る。 今後 は、 セ キ ュ リテ ィの 保 証

で きな い、 か つ 、 リアル タイ ム性 に乏 しいイ ンタ ー ネ ッ トに よ る業 際EDIの 構 築 を 指 向 す

るよ り、各 業 界VANを 有効 に活 用 し、"業 界VANの 接続 に よ る業 際EDI環 境 の 実 現"

の 実効 性 が 高 い。 す な わ ち 、バ ッチ 系EDIの 業 際 化 と同 時 に 、 イ ンタ ラ クテ ィヴEDIの

実 現 に 向 け、(例 え ば 、OSI-TPな どをベ ー ス とす る)"VAN間 接続 の リアル 中 継 プ

ロ トコル の 標 準化"を 図 って行 く必 要 が あ る。

② マ ルチ メ デ ィアEDl環 境 の整 備

CAD/CAM設 計 画像 情 報 な どの1MB以 上 の 膨 大 な デ ー タをVANセ ンタ ー に蓄 積 し

て 置 く余 裕 は な い。 イ ンタ ラ クテ ィ ヴEDIと の 連 携 によ り、送 信 者 の フ ァイ ルデ ー タを 即

時 に 、受信 者 側 に送 る方 式 が 必 要 で あ る(例 え ば 、OSI-TPとFTAMの 連 動 な ど)。

(3)オ ー プ ンEDl環 境 の 整 備

今後 、 一層 「通 信 の 開放 」 が 進 み 、 一 回 のEDIデ ー タの転 送 に係 わ る事 業 者 が 複 数 存在

す る環境 に な った場 合、 及 び携 帯電 話 やPHS(パ ーソナル・ハンデ林 ン・システム)な どに よ る"モ バ

イ ル コ ン ピューテ イ ン グ"の 進 展 に 伴 い、無 線 通 信 を 利 用 したEC/EDI活 動 に対 応 す る

た め 、ECネ ッ トワー クの安 全 保 護 対 策 上 、次 の 対 応 が 必要 とな る。

・データの発信元の認証やデータ 内容の機密性を確保す るため にデータの暗号化

を実施する。

・デ ータの発信 ・送達 の 「否認不能」などを実現するため、公開暗号キーを発行

する 「公証機関」 を設置する。

また、今後 、政府調達 のEC/EDI化 を実現す るためには、調達業務の透 明性 ・オー プ

ン化が必要 である。 しか し、 その反 面、調達業務をオー プンに行 うことは、データの安全性

に対す る リスクを伴 う。 この問題 の解 決を図る上か らも、上記 に示す 「暗号化 による機密性

の確保」 と 「公証機関」 の設置対応 が必要 といえ る。

ただ し、政府行政サ ー ビスの情報化(電 子政府)に おいては、上記の様な、確か にオープ

ンな環境 ではあるが、個人 による 「暗号 キー」の管理 ・運用が必要なEC/EDlサ ー ビス

ではな く、各種VANシ ステムのEC/EDlサ ー ビスを利用 した"老 人でも使い安い シス

テム"を 国民 に提供す ることが望 ま しい。

【補 足】

VANを 利用 したEC/EDI方 式の例 として、MHS(X.400)を ベース とす るEDI用

通信手順 であ り、かっ、国 内独 自の業界標準規格 と して、H手 順が製品化 されて いる。 この

手順 はチ ェニ ンス トア協会管理のホス トマ シン上 にメールボ ックスを設置 し、すべての メー

ルを格納す る方式を採用 して いる。 実際の運用 は受信 者による受信後の メールを削除す る機

能 をMHSか ら削除 している。 これは、発信者及び受信者 による 「発信 ・受信の否認」を回

避す るためにと られた措置 と考え られ る。
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Q5.8イ ンタ ラ ク テ ィブEDl環 境 は どの よ うに実 現 で きるの か つ

/A/VAN事 業者 によ る 「CII標 準 メ ッセ ー ジ」を活用 したイ ンタラ クテ ィ ヴ(リ アル タ

イム)EDI環 境の実現方法を、以下に提案す る。

(1)リ アルタイムEDl環 境の必要性

企業 間取 引の拡大 とEDIの 発展 の結果 、近 い将来送信側の ファイルをVANセ ンタを経

由 して、即時 に相手 の システ ムに転送す ることが 出来 る"リ アル タイムなEDI環 境"の 実

現要求が 、以下 の視点 か ら増大 して くると考 え られ る。

① マルチメデ ィアの発展に伴 い、例えば、設計 ・画像情報 のEDlへ の取 り込み に際 して

は、莫大 な情報量 を扱 う必要がある。各 ∨ANセ ンタ内で、 この多量 の情報 を一 時的にせ

よ蓄積す るこ とは、デ ィスク容量の確保の面で非効率 となるため、VANセ ンタ内でのデ

ータの蓄積 を必要 と しないEDl環 境が必要 となる。

②EDIの 発展に よ り従来のフ ァイル転送をベースとする一括発注型EDIの みな らず、

企業を またがる各種予約及び情報検索照会な ど 「窓口応対性」 を必要 とするニー ズが増 大

す る。

(2)VAN-EDlサ ー ビス とメ ッセ ー ジの参 照 範 囲

VAN事 業 者 が 提 供 して い るEDI関 連 サ ー ビス に は、 デ ー タ交 換 基 本 サ ー ビス の他 に

"コ ー ド変 換" 、"フ ォー マ ッ ト変換"、"プ ロ トコル変 換"、"速 度 変 換"、"メ デ ィア

変 換"及 び"メ ッセ ー ジ振 り分 け(File-to-File)"な ど の付 加 サ ー ビス が あ る。 特 に 、V

AN経 由 のEDIで は 、"メ ッセ ー ジ振 り分 け"がEDIサ ー ビス の基 本 と いえ る。

と ころで 、 一 般 の標 準 メ ッセ ー ジは、 振 り分 け キー情 報 を格 納 した"ヘ ッダ ー部"と メ ッ

セ ー ジ本 体 を格 納 した"ボ デ イ部"に よ り構 成 され て い る。 この こ とは、EDIサ ー ビス機

能 を 実現 す る上 で 、 メ ッセ ー ジの 内容(コ ンテ ン ト)を 参照 す るサ ー ビス と、 参 照 しな いサ

ー ビスに分 類 す る こ とが 出来 る。 通 常、 「メ ッセ ー ジ交 換 サ ー ビス 」 を主 業 務 とす る 「第 二

種 電 気通 信 事 業者(い わ ゆ るVAN事 業 者)」 は 「他 人 の デ ー タ交 換 を媒 介 」 す る こ とが 業

務 で あ り、 セ キ ュ リテ ィ対策 上 、 「コ ンテ ンツ(特 に、 ボデ ィ部)」 を参 照 しな い こ とが 望

ま しい。 次 表 に付 加 サ ー ビスの種 類(例)と 内 容"参 照"の 有無 を示 す。

Nα サ ー ビス種別(例)

ファイル ・ メヲセージ コンテント

ヘッダー部 ボディ 部

1 コ ー ド変 換(ASCII→EBCDIC) 参 照 参 照

2 フォーマット変 換(CII→EDIFACT) 参 照 参 照

3 アロ}コル 変 換(X.25→IP)
一 一

4 速 度 変 換(64Kbps→2・4Kbps)
一 一

5 メ デ ィア 変換(符 号データ→FAX) 参 照 参 照

6 メ ッセ ー ジ振 り分 け 参 照 一

7 同 報 参 照 一
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す なわ ち、"メ ッセ ー ジの 振 り分 け"及 び"同 一 メ ッセ ー ジの コ ピー 振 り分 け(同 報)"

な どの機 能 は、 メ ッセ ー ジの ヘ ッダー 情 報 の み を参 照 す る こ とに よ り実 現 され る。

(3)リ アル タ イ ムEDlサ ー ビスの種 類

現 在VAN事 業 者 が提 供 して い るサ ー ビス 品 目の 中 で 、 リア ル タイ ムEDIサ ー ビスが 期

待 出来 る もの と、 サ ー ビスの 特性 か ら即 時処 理 に向 か な い ものが あ る。

下 表 に 、EDI関 連 のVAN付 加 サ ー ビス を 「一括 処 理 サ ー ビス」 と一 時 的 フ ァイ ル蓄 積

を 伴 わ な い 「即 時処 理 サ ー ビス」 の実 現 の有(○)、 無(×)を 分 類 す る。

サー ビス種別(例) 一括処理 即時処理

1 コー ド変換(ASCII→EBCDIC) ○ ○

2 フォーマ,ト変 換(CII→EDIFACT) ○ ×

3 プロトコル 変 換(X.25→IP) ○ ○

4 速 度 変換(64Kbps→2.4Kbps) ○ ×

5 メデ ィア変 換(符 号 データ→FAX) ○ ×

6 メ ッセ ー ジ振 り分 け ○ ○

7 同 報 ○ ×

上 表 よ り、"速 度 変 換"、"メ デ ィ ア変 換"及 び"同 報"機 能 以 外 は、 リアル タイ ム な サ

ー ビス と して 実 現可 能 な こ とが 分 か る
。

(4)Cll手 順(仮 称)の 開発

今 後 の 産 業界 に於 け るVANの 活 用 とEDIの 高 度 化 を 目指 し、 近 い将 来 、 そ の ニ ー ズが

顕 在 化 す る と考 え られ る"CII標 準 ヘ ッダー"を 振 り分 け キ ー とす る リア ル タイ ムEDI

通 信 手 順(CII手 順;仮 称)の 基本 的 考 え か た を示 す。

(a)Cll構 文 規 則(TYPEI2)準 拠

発信 者 は、 加入 して い るVANセ ン ター宛 に、 同一 相 手 先 を一 つ の メ ッセ ー ジ グル ー プ

と して編 集 し、異 な る相手 先 へ の メ ッセ ー ジグル ー プ も、 一 括 して 一 つ の フ ァイ ル と して

送 る。 この 時作 成 す るメ ッセ ー ジグ ル ー プの ヘ ッダ ー部 は、CII構 文 規 則(TYPE12)に

準 拠 す る こ と とす る。 ま た、 この ヘ ッダー 部 以外 の領域 の フ ォー マ ッ トもCII構 文 規 則

(TYPE12)に 準 拠 す る。

振 り分 け後 の メ ッセ ー ジの 取 扱 い を 規 定 す るた め、新 た に"振 り分 け モ ー ド"(1byte)

を リザ ー ブ領 域 に追 加 す る。"振 り分 け モ ー ド"の コー ドと意 味 を以 下 に 示 す。

[コ ー ド(名 称)】[意 味 】

X`01'(即 時転 送)一 ・ デ ー タの 即 時転 送

X`02t(通 常 転 送)一 ・ デ ー タの 蓄 積 ・一 括 転 送

CII標 準 メ ッセ ー ジの構 造 を 次 図 に示 す 。
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ファイル交換 接続[フ ァイ田] ファイル2 一 切断

フ ァイ ル メヲセージグループ1 メッセージグループ2 メッセージグループn

メ ッセ ー ジ

グ ル ー プ

メ ッセ ー ジ

TFD形 式

(TransferFormData)

/

メッセージグルづ ・ヘッダー メッセージ1 メッセージ2 メヲセージグ炉 プ・トレーラ

一

メッセージ・ヘッダー TFD1 TFD2 TFD3 TFD4 TFDn メッセージ・トレーラ

ta) データ・タグ データ長 データ 制御タグ

メ ッ セ ー ジ グ ル ー プ ・ヘ ッ ダ ー の フ ォ ー マ ッ ト

TYPE12(251byte)

分
割
区
分

レ]

一ド

区

分

発 信 センターコード

発信者
コー ド

受 信 センターコード

受 信者

コー ド

BPID

リザーブ 情報
区分

第1ト ー タ

ル項 目Nα

フォー

マット

ID

リザーブ

所 属VA

Nコード

発 信 セン

ターコード

所 属VA

Nコード

受 信 セン

ターコード

機関 版
1 2

1 1 1 12 12 12 12 12 12 4 2 2 12 4 3 3 2 10

b,、。数 ⊆ 用モー ド 仁 サブ機関

(メ ッセ ー ジ グル ープ ・ヘ ッダ ーの 続 き)

「

作成日
付時刻

リザーブ シンタックス

IDバ ージ

ョン

拡

張

モー

ド

分

割

モー

ド

文 字

コー ド

非
透
過

第2ト ー タル

項 目Nα リザ ー ブ

8 16 1 2

12 12 6 1 1 1 1 1 5 5 891
byte数 (EIAJシ ン タ ッ ク スル ー ルで は、

∈ 定 義 され て い な い部 分) ≧

メ ッ セ ー ジ グ ル ー プ ・ トレ ー ラ の フ ォ ー マ ッ ト

TYPEl2(251byte)

トー タル 項 目No

最 終 シー リザ ー ブ

ケンス 項目合計1 項目合計2 (同報宛先データを格納予定)
口

番 号

→ 1 1 5 15 15 2141
爪

仁 レ コ ー ド区分(E・X`45')

分 別 識 別 子(0=X`30')

byte数

図5-3Cll標 準のTYPE2(分 割モー ド)交 換の階層構造
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(b)メ ッセ ー ジ即 時振 り分 け

VANセ ンタで は、CII標 準 メ ッセ ー ジの グル ー プヘ ッダ ー情 報 の"受 信 セ ンタ ー コ

ー ド"を 振 り分 けキ ー と して 、 メ ッセ ー ジを振 り分 け る。

"振 り分 け モ ー ド"が 「即 時 転 送(01)」 の場 合 は
、振 り分 け先 と回 線 接続 を 即 時 に行 い、

メ ッセ ー ジを相 手 システ ムに 転 送 す る。"振 り分 けモ ー ド"が 「メ ッセ ー ジ蓄積(02)」 の

場 合 は、 受信 者 が所 属 す るVANセ ンタに 、予 め 用 意 され て い る相 手 先 の フ ァイ ル(メ ー

ル ボ ック ス)に メ ッセ ー ジを格 納 す る。 また、"受 信 セ ン ター コー ド"が"同 報 リス ト"

指 定 の場 合 は、 リス トメ ンバ ー 宛 に 同 様 の処 理 を繰 り返 す。

送信者 VAN-1セ ンタ

口 ㎝手

振 り

分け

AP

振 り

分 け

AP

CII手 順

F手 順

受信者

亘
回
回

乏 〕;灘CII手 川原

0

0]

ミ
F手 順

(c)蓄 積 フ ァイル の一 括 転送

(b)項の 「通 常 転 送(02)」 で 蓄積 され た デ ー タ は、 随 時F手1順 に よ りVANセ ンタか らの送

信 、 あ る いは受 信 者か らの 「読 み 出 し」 によ り受 信 す る。

(d)最 大 メ ッセ ー ジ長

"振 り分 け モ ー ド"を 「通 常 転送(02)」 に設 定 す る場合 は 、一 人 のユ ーザがVANセ ンタ

の フ ァイル 資 源 を長 時間 独 占 し、 同 一 メ ール ポ ッスへ 他 の ユ ー ザ か らの書 き込 み要 求 との 競

合 を 緩和 す るた め に、 メ ッセ ー ジの 最 大 長 をVAN事 業 者 と協 議 し規 定 す る必 要 が あ る。

ま た 、"振 り分 けモ ー ド"を 「即 時 転 送(Ol)」 に設 定 す る場 合 は 、 メ ッセ ー ジ長 の 制 約 は な

い 。
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(5)プ ロ トコル規 定 範 囲

以 上 のCII手 順 のVANへ の応 用 は、MTAに よ るメ ッセ ー ジの 交換 を 基 本 とす るMHS

のEDI対 応 プ ロ トコ ル規 格 で あ るX.435(P,edi)の 実 現 方 式 と対 応 す る面 が あ る。

CII手 順 の規 定 す る プ ロ トコル とMHSの 対 応 関 係 の例 を下 表 に示 す 。

MHS Pedi CII手 順

① 送信者UA－ 送信MTA P3(orP7) 送信者 一送信者所属VAN

② 中継MTA－ 中継MTA P1

③ 受信MTA－ 受信者UA P3(orP7) 受信者所属VAN－ 受信 者

③ 送信MTA－ 受信MTA P1 送信者所属VAN－ 受信者所属VAN

④ 送信者UA－ 受信者UA P35 送信者 一受信 者

上 表 に示 す とお り、CII手 順 はMHSのP1、P3及 びP35に 相 当す る規 格 を制 定 す る

こ と とな る。 しか し、P1の 機 能 と して実 現 す るMTA選 択(経 路 制御)機 能 は不 要 で あ る。

(送 信 者 の所 属VANと 受 信 者 に所属VANが 直接 接 続 され て い る こ とを前 提 とす るた め)

一方 、新 た にCII標 準 ヘ ッダ ーを ベ ー ス とす る 「メ ッセ ー ジ振 り分 け」 機 能 を 実 現す る。

【補 足】

MHS(Pedi)は 、Link-by-Linkの メ ッセ ー ジ転 送 を 前 提 に しお り、 必 ず しも、 リア

ル タイ ム なEDI環 境 の 実現 方 式 と して 適 当 とは いえ な い。 メ ッセ ー ジの 構 成上 、相 手 先 数

とボ デ イ(メ ッセ ー ジ本体)の 関係 、及 びEDIサ ー ビス と して の有 用 性 を 次 表 に示 す 。

CII手 順 当面の有用性 CII手 順 Pedi

① 単一相手先 一単一 ボデイ 高い ○ ○

② 単一相手先 一複数ボデイ 低い
一 ○

③ 複数相 手先 一単一ボデイ 高 い ○ ○

④ 複数相 手先 一複数ボデイ 低 い 一 ○

上表に示す様 に、Pediは メール転 送機能の上にEDIア プ リケー ションを実現 してい

るため、機能上、EDI標 準 メ ッセー ジ以外のデー タ転送 のために複数 ボディをサポー ト

してい るbそ の結果、製品 として複雑 とな りミ メール と しての機能 とEDIの 機能が矛盾

す るケースが発生す る可能性があ る。 この点、CII手 順 はEDIに 特化 した機能に限定

してい るため、製品 としての完成度が高 く、使い勝 手の良 さが期待で きる。
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マルチメデ ィアEDl環 境 は従 来の環境 とどこが違 うのか?

また、どの様 に実現 できるのか?

/A/マ ル チ メデ ィアEDI環 境 の実 現方 法 を以 下 に述 べ る。

(1)既 存 のVAN-EDlサ ー ビスの 問題 点

テ キ ス ト情報 の みな な らず 、 音声 及 び 画像(静 止 画像 ・動 画 像)な ど膨 大 な デ ー タを対 象

とす るマ ル チ メ デ ィア通 信 をベ ー ス とす る 「マル チ メデ ィ アEDI」 環 境 を 実 現 す るに は 、

既 存 のVAN事 業 者 が提 供 して い るEDIサ ー ビス を その まま マ ル チ メ デ ィア に適 用 した場

合 、 次 の 問題 を 抱 え る こ ととな る。

① 既存 のEDIは 、主 に商 流 と金 流 の ネ ッ トワー ク化 を 目的 と して い るた め 、一 つ の トラ

ンザ ク シ ョンの デ ー タ量 は、一 般 に1MB(1枚 のFD)以 下 の テ キ ス ト情 報 を想 定 して

お り、VANセ ン タ内 の メー ル ボ ック スの 容 量 も これ に準拠 して い る。

② 既存 のEDIは 「一 対 一 」 の企 業 間 の取 引 を前 提 と し、全 銀 手 順 やH手 順 に 見 られ る様

に 、 同報 機 能 を 提供 して い な い。 しか し、"ソ フ ト物 流(==プ ログ ラ ム やCADデ ー タの

配 送)"で は、 複数 の 注 文 に対 し、 通 常 「一括 配 送 」 が 行 わ れ る。 したが って、 マ ル チ メ

デ ィアEDIで も、 「ソ フ ト製 品 」 の 搬 送 を 「一 括 配 送方 式 」 で お こな う必 要 が あ り、 こ

れ を実 現 す るに は 「同報 機 能」 が 必 要 とな る。

③ しか し、 マ ル チ メ デ ィアEDIは 、 同 じ 「ソ フ ト製 品 」 を複 数 の相 手 に送 る場 合 で も、

添付 す る 「送 付 書」 や 「納 品書 」 のEDIメ ッセ ー ジが相 手 毎 に異 な る た め、 電 子 メ ール

の 同報(MHSのP1な ど)を 利 用 し、 か っ、 メ ール ボ ック スを 確 保(MHSのP7な ど)

す る方 式 は非 効 率で あ る。

(2)具 体 的 解 決 方 法

以 上 の 課 題 を解 決す る為 に、 新 た な マ ル チ メ デ ィ アEDI向 けのVANサ ー ビス とデ ー タ

交 換 方 式 に つ い て 、具 体 例 に よ り以 下 に 述 べ る。

例:企 業Sが 受注 した 「ソ フ ト製 品 」 を 一 括 して 企 業A、 企 業B、 企 業C、 企 業D、 及 び

企 業Eの5つ の企 業 に配 送 す る場合 のVANの マル チ メ デ ィアEDl対 応 機 能 を 示 す 。

① 「ソ フ ト製 品 」 の送 信 者(S企 業)は 、 相 手 先 に よ り異 な るデ ー タ と共 通 な デ ー タを結

合 し、一 つ の フ ァイ ル(「 フ ァイルW」)と して 、VANセ ン タの企 業Sの 「送信 者 メ ー

ル ボ ッ クス(MBX)」 に送 る。

1/0送 信 側

目

企業S

VANセ ンタ 受信側

ファイルWの 転 送

〔マ ルチ メデ ィアEDIの 概 念 図 〕

∈う∈∋ ∈∋

口

∈∋

∈∋

∈∋

企業A

企業B

企業C

企業D

企業E

－46一



【 「フ ァイルW」 の 内 容 】

宛 先A固 有 データ 宛 先B固 有データ 宛 先E固 有データ 全 宛 先 共 通 データ

②VANセ ンタで は、 随 時 、A企 業 の 「送 信者 メ ー ル ボ ックス 」 を 開 き、 宛先 固有 デ ー タは

「受 信者 メ ール ボ ック ス」 に格 納(仕 分 け)し 、全 宛 先 共 通 デ ー タは 「共 用 マ ル チ メデ ィア

フ ァイ ル」 に格 納 す る。

企業S

MBX

企業A

MBX

企業B

MBX

企業C

MBX 共 用 マルチメディア

ファイル
〉

③ メール ボ ックッスを管理す るデータベ ースに宛先固有情報 と共通情報の結合 関係 情報

(上 図で 「…→」 で表示)を 格納す る。

④ 受信者か らの 「取 り出 し」要求が有 った場合、到着 メールの 「一 覧表」上 にマルチメデ

ィアフ ァイルの格納 容量 を受信者 に通知 し、事前 に受信 フ ァイルの容量を確保 す ることを

促す。

上記 の例に於け るメールボ ックスの確保容量にっいて、現行EDI方 式 とマルチメデ ィアE

DI方 式の実現上 の差異 を次図 に示す。
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現行EDl方 式とマルチメデ

プ ロ ラム開 発 メ ー カ(ソ フ トハ ウ ス)が 、全 国 の5カ 所 の 販 売店 に ソフ ト(

る場 合 、VANセ ン タへ 送 信 す るデ ー タ量 の違 い を下 図 に示 す 。

■ 現行EDl方 式

・

送付先情報
(A社)

十 送 付 書

(A社 向 け

十 納 品 書
(A社 向 け

十 製 品情 報

(取 説+プ ロ グラ

十

送付先情報
(B社)

十 送 付 書

(B社 向 け

十 納 品 書

(B社 向 け

十 製 品情 報

(取 説+プ ロ グラ

十

ム㌣ 送付先情報
(C社)

十 送 付 書

(C社 向 け

十 納 品 書

(C社 向 け

十 製 品情 報

(取 説+プ ロ グラ

十

送付先情報
(D社)

十 送 付 書

(D社 向 け

十 納 品 書

(D社 向 け

十 製 品情 報

(取 説+プ ロ グラ

十

送付先情報
(E社)

十 送 付 書

(E社 向 け

十 納 品 書

(E社 向 け

+製 品情 報

(取 説+プ ロ グラ

一

■ 転 送 す る 情 報 の 比 較

送 付 先 情 報 送 付 書 納 品 書 製 品 情 報

現 行EDI方 式=(200B+100B+200B)'×5+lMB×5…

マルチメディアEDI方 式=(200B+100B+200B)×5+lMB… ・… …

差

現行EDl方 式とマルチメディアEDl(仮 称)方 式の比較

プ ロ ラ ム 開 発 メ ー カ(ソ フ トハ ウ ス)が 、 全 国 の5カ 所 の 販 売 店 に ソ フ ト(lMB)をVAN(マ ル チ メ デ ィEDI同 報 機 能 実 現)ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 送

■ マ ル チ メ デ ィ アEDl方 式

送 付 先 情 報+送 付 書+納 品 書

(A社)(A社 向 け(A社 向 け

十

送 付 先 情 報+送 付 書+納 品 書

(B社)(B社 向 け(B社 向 け

十

送 付 先 情 報+送 付 書+納 品 書

(C社)(C社 向 け(C社 向 け

B

B

M

M

=J
l

約

約

BM4

十

送 付 先 情 報+送 付 書+納 品書

(D社)(D社 向 け(D社 向 け

十
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第6章 コ ンテ ンツ の標 準化
企業間のデー タの共用 や情報処理 システム間の相互運用性を実現す るためには、ユーザ プロ

グラムが処理す るデー タ(コ ンテ ンツフ ォーマ ッ ト等)の 標準化が必要であ る。以下に、ED

I及 びCALS環 境 とコンテ ンツの標準化にっいて、その重要性 と課題を述べ る。

Q6.1コ ンテ ンツ の"表 現 規 約"を 制 定 す る こ とが 何 故 重要 な の か?

/A/情 報 処 理 シ ステ ム が果 たす 最 も重 要 な 役 割 は"デ ー タの 処 理"で あ り、 ユ ー ザが 高価 なCP

Uを 購 入 す る 目的 も こ こにあ る。 情 報 システ ム の拡大 に伴 な い、(ダ ブ ル入 力 の 回避 な ど)デ

ー タ処 理 を ス ムー ズ に実 行 す る た め に コ ン ピュー タ間接 続 の 必 要 性 が 発 生 して 来 た。 しか し、

ユ ー ザ に とって デ ー タ交 換 の た めの 「通 信 手順 」 は、 あ くまで デ ー タ処 理 の た め の"手 段"で

あ り、 目的 で はな い。 したが って 、 他 の シ ステ ム との連 携 が 実 現 で きれ ば 、OSIな どの 規 格

に こだわ る必 要 性 もな い。 この"通 信 手 段"の 選 択 は、 一般 的 に"サ ー ビス機 能"の み な らず

"性 能"と"価 格"に よ り決 め られ
、 標 準 規 格か ど うか(JIS標 準 を 優 先 す べ き政 府 ・地 方

行 政 機 関 以 外)は"二 の次"で あ る。

EDIに 対 す るユ ー ザ の関 心 が 高 いの は、 そ れが 、"デ ー タ処 理"に 直 接 か か わ る"コ ンテ ン

ツ(デ ー タ内 容)"を タ ーゲ ッ トに して い るか らで あ る。 コ ンテ ン ツの 規 格 を 統一 す る こ と

は、 デ ー タ処 理 の 効 率化 に直 接 影 響 を 与 え る。

換 言 す れ ば 、 電 話 、FAX、 パ ソ コ ン通 信(BBS)、 電 子 メ ー ル な どに よ るECは 、 人 間

対 人 間を 前 提 とす るサ ー ビスの ため 、 コ ンテ ンツの構 造 は"フ リー"で あ る。 一 方 、EDIは

人 間 対 マ シ ン、 及 び マ シ ン対 マ シ ンを 前 提 と した 「デー タ通 信 」 で あ り、 プ ログ ラ ムに よ る コ

ンテ ンツの 解釈 と処 理 を実 現 す るた め 、 フ ォーマ ッ ト(メ ッセ ー ジ)は 構 造 化 され て い る。

す なわ ち、EDIシ ステ ム を 実 現 す るた め に は、以 下 の 「標 準 メ ッセ ー ジ」 規 格(EDI規 格

の第2レ ベ ル)が 当事 者 間 で 合 意 され な け れ ばな らない。

・メ ッセ ー ジに対 す る 構 文 規 則

・文 字 符号 コー ドの 規 定

・ア プ リケ ー シ ョン コ ー ド(デ ー タ 項 目)の 名 称 と意 味

・デ ータ 項 目の表 現 方 法

Q6.2コ ンテ ンツ の"詳 細 仕 様"を 標 準 化 す るこ との 目的 は何 か?

/A/現 在 、 ソ フ ト ・ハ ー ド製 品 ・設 備 の外 部仕 様 の標 準 化 は 、ISOやITU-Tな どの 公 的 な

国 際 標 準 化機 関 だ けで な く、X/OpenやOSFな ど各 種 ユ ーザ ・ベ ンダ 団体 を 中心 に、

い ろ い ろな 分 野 で推 進 され て い る。通 信 ネ ッ トワー クの世 界 にお いて も、各 国 の 個 別 ネ ッ ト

ワ ー クの 構築 の 時代 が終 わ り、 全世 界 の ネ ッ トワー クの統 合 と 「ネ ッ トワー ク全体 の管 理 の

一 元 化 」 が提 唱 され 、OMNIPointな どの通 信 キ ャ リア と通 信 機 メ ー カか ら構 成 され る コ

ンソ ー シア ムが 形 成 され っ っ あ る。GIIの 実現 を 図 る上 で も、 グ ロー バ ル なネ ッ トワー ク

管 理 が 必要 とされ る。 この 「ネ ッ トワー ク管 理」 の グ ローバ ル 化 を 実 現 す るに は、従 来 、 各

国 キ ャ リアが 独 自に決 定 して い た交 換 機 や搬 送 ・無線 設 備 な どの 「外 部 仕様 の統一 」が 必 要

で あ る。 そ こで、OMNIPoint参 加 企 業 は、ATM・ セ ル リ レー な どの 今 後 の マル チ メデ

ィア に対 応 で き る先 進 的交 換 機 の仕 様 の統 一 を 目指 して い る。

この様 に、 基 幹 サ ー ビス企 業(特 に、 電 力 ・ガ ス ・電 話 ・鉄 道 な どの設 備 産 業)が 調 達 す

る製 品 ・設 備 ・機 器 の標 準 化 は 、提 供 ベ ンダの数 を増 や し、
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① 多 くのベ ンダの 中か ら安 い コ ス トで ハ ー ド ・ソ フ トの設 備 を構 築 す る ことが で き る。

② 同業 他社 との競 争 は ソ フ トサ ー ビズに特 化 で き る。

な どの メ リ ッ トが あ り、 ベ ンダ企 業 側 に も

① 同業 他社 との競 争 を"性 能"に 特 化(内 部 仕 様 の効 率 化)で き る。

② 補 修 部品 の 点数 が 少 な くな り、 メ ンテ しやす くな る。

③ 中小企 業 に も調 達 に応 じるチ ャ ンスが 増 え る。

な どの メ リ ッ トが あ る。

【補 足】CALSの 推 進 と今 後 の 対 応

DoD(米 国 防省)の 調 達 仕 様 と して ス ター トしたCALSは 、"軍 需"製 品 を タ ーゲ ッ ト

と した ため 、調 達 の基 準 は武 器 と して の"機 能"及 び"品 質"と"性 能"を 優 先 し、"価

格"は"二 の次"だ った面 が あ る。 した が って 、調 達 先 は 武 器 の"故 障 の少 な い(品 質 の 高

い)"製 品 を恒 久 的 に生 産 ・維 持 ・管 理 で きる米 国 内 を 中 心 と した"優 良 企 業"が 多 か った

と思 われ る。

最近 、 このCALSを 産 業界 に も適 用 しよ う とす る動 きが 、 日 ・米 ・欧三 極 にあ る。 しか

し、"品 質"を 最 優 先 す る国 防 の世 界 に対 し、 産 業 界 に お け るユ ーザ(企 業)の 製 品 選択 の

最大 の フ ァ クタは"値 段"で あ る。 メ ー カ は、 その値 段 の範 囲で 品 質 と性 能 を 競 う こ とに な

る。(勿 論、 フ ァ ッシ ョン性 の 高 い商 品 は、"ブ ラ ン ド"が 優 先 され ます 。)

従 来 、各 製 品 メ ー カ は、SIS戦 略 に代 表 され る様 に 、他 社 製 品 との"差 別 化"の た め 、

独 自仕 様(プ ロプ ラ イア タ リ)に も とつ く、"独 自の機 能"を サ ー ビス と して 提 供 す る こ と

に よ り、"ユ ー ザの 囲 み"及 び部 品 メ ー カの"系 列化"を 図 って来 た。 しか し、 今 後 のユ ー

ザ企 業 を 中心 とす るCALS/EI(EnterpriseIntegration)の 方 向 は、 製 品(部 品)仕 様

の標 準化(た だ し、 デ ィ フ ァ ク ト優 先 主 義)が 図 られ る と考 え られ る。 その結 果 、 ベ ンダサ

イ ドで は、"系 列(垂 直)"に よ る生 産 方 式 か ら、 よ り安 く(ソ フ ト ・ハ ー ド)部 品 を購 入

で き る"オ ー プ ン(水 平)"な 生 産 方 式 に シ フ トす る こと に よ り、競 争 力 の 高 い製 品生 産 を

実 現 す る可 能性 が あ る。

CALS/EIを 実 現 す るた め には 、 情 報 シス テ ムの ネ ッ トワー ク に よ る"連 携"が 必 要

で あ る。 この連携 は 「組 織 の 壁 、 垣根 を 崩 す」 といわ れ て い る。 そ の結 果 、CALSは 「企

業 間 の壁 」 だけ で は な く、 国 境 を超 え て バ ー チ ャル ・コー ポ レー シ ョ ン(VC)を 構 築 す

る。 この 米国 で始 ま った オ ー プ ン(水 平)な 生 産 方 式 は 、"標 準 製 品"の ダ ン ピ ング競 争 を

加 速 す る場 合 が あ る。 例 え ば 、 現在 パ ソ コ ン業 界 で は 、rDOS/Vパ ソ コ ン」 が 「PC9

8パ ソ コ ン」 を凌 駕 しっ っ あ るが 、 これ はIBMが 、 戦 略 の転 換 に よ り 「DOS/Vパ ソ コ

ン」 の 仕様 を オ ー プ ン(無 償 提 供)に した結 果 、 パ ソ コ ンの 「デ ィ フ ァ ク ト標 準 」 化 が進 ん

だ こ とに よ る。つ ま り、パ ソ コ ン製 品 の仕 様 が"実 質 的 に統 一"さ れ た た め、 それ まで の メ

ー カ問 の"サ ー ビスの 違 い"に よ る競 争 が
、 難 し くな り、最 後 に残 され た"価 格"に よ る差

別 化 を 図 らざ るを得 な くな って しま っ た分 けで あ る。 そ の結 果 、 「生 産 コス ト」 に 特 化 した

競 争 が 起 こ り、際 限の な い ダ ン ピ ング競 争(価 格破 壊)が 始 ま って しま った 。 この競 争 に お

い て は、安 い労 賃 の生産 拠 点 を確 保 した"水 平 分 業 メ ー カ"(コ ンパ ックの 台 湾 で のパ ソ コ

ン生 産 な ど)が 、 市 場 で シ ェア を上 げ る こ とが で き る。 流 通 業 の 国 際化 が そ れ を加 速 して い

る。

グ ローバ ル化 した"多 国 籍 企 業 の 論 理"と 一 国 の"政 府 の 論理"は 、 必 ず しも同 じで は な

い。 特 に、 欧米 の 多 国籍 企 業 の 動 向(CALSへ の対 応)を 見極 め る必 要 が あ るだ ろ う。

閲 日本 電 子 工業 振 興協 会 が 平 成6年3月 に ま とめ たrCALSの 研 究 に関す る調 査 報 告 書 」
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に も、 「… …CALSの ビジ ョンは21世 紀 を 展 望 した もの だ が、CALSプ ロ グ ラ ム は技 術

力 、人 材 、 社 会 基 盤 、 規 格 や制 度 、組 織 な ど現 在 に お け る 自己革 新 能 力 が 問 わ れ る競 争 プ ロ

セ スで あ る。 しか し同 時 に競争 の 過 熱 、個 人 や 中小 企 業 、 後発 地 域 な ど情 報 弱 者 へ の しわ寄

せ あ るい は 国 内産 業 の 空 洞 化 な どCALSの 副 作 用へ の 配 慮 も忘 れ て はな らな い。CALS

/CE-ISGで も中 小 企 業 向 け対 応 な どが 重 要課 題 と して取 り上 げ られ て い る こ と に改 め

て 留意 す べ きで あ ろ う。 ……」 と明 記 され て い る。

日本 が 「貿 易 立 国 」 と して今 後 も生 きるた め に は 、オ リジナ ルな 製 品 を 開 発 し、 日本 で の

試 行 ・実 験 の 後 に他 の 先 進 諸国(日 ・米 ・欧 州 ・NIESの7億 の 市 民)へ 普 及 させ 、VH

S・ ビデ オ デ ッキ の よ うに世界 の 標 準 品 に して 行 くこ とが 必要 で あ ろ う。 もっ と多 くの"日

本 生 まれ"の 製 品 を 生 み 出す必 要 が あ る。 標 準 製 品 の規 格 が 公的 な もの か デ ィ フ ァ ク トか は

問題 で は な い 。(民 間 企 業 と政 府 ・行政 機 関 で は 、標 準 に 対 す る ア プ ロー チ が異 な る。)

政 府 プ ロ ジ ェ ク トは 、 約7億 の 先進 諸 国 の 市 民 に通 用 す る新 しい 製 品 の基 礎 ・基 盤 技術 の

"実 験 の場"を 提 供 す べ きで あ り
、RWCPや 五 世 代 コ ンピ ュー タの 開発 は 、 そ の 実 例 とい

え る。

CALSに つ い て は 、 発信 元 の米 国 の み な らず 、 ヨー ロ ッパ のCALSユ ーザ 団 体 が 「ゴ

ー サ イ ン」 を 出 した契 機 に 、 日本 で も本格 的 にCALS製 品 の 開発 をす べ きで あ ろ う。 そ こ

に は3～4億 人 の 市 場 が あ る。 日本 独 自のCALS仕 様(特 に、EDI規 格 な ど)で は、 メ

ー カ に と っ て、1億 人 の 市場 だ けが ター ゲ ッ トにな って しま う。 これ で は 日本 企 業 の グ ロー

バ ル化 は実 現 で きな い。

参 考 まで に、 現 在 の 米 国CALSの 規格 を表6-1に 示 す 。

ま た、CALS標 準 の 基 本 的考 え を 資料10に 示 す。(CALSJapan'94資 料 よ り)

CALSは 、 イ ンター ネ ッ トをベ ース とす る産 業界 の 情 報 化 をね らって い る面 が あ るが、 同

様 に米 国 電 力 業界 を 中 心 と したOSIベ ース とす る産 業 の 情報 も図 られ て い る。 米 国政 府 及

び主要 産 業 界 の"調 達 仕 様"(IGOSS)の 動 向を 資 料17に 示 す。
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1994.10.3発 行 日 経 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 「El時 代 の 到 来 」 他 よ り

表6-1CALSに お ける 標準 等

DOD標 準 等 内 容 説 明

MIL-HDBK-59() CALS 官 と民の間の調達 関連情報をデ ィジタルで標準化 し、電算機で取

実施 ガイ ド り扱 うために必要 な方法、技術、調達方式等 を述べ たCALSの 実施

ガ イ ド。

CALS=ComputerAidedAcquisitionandLogisticSupPort

MIL-STD-1840 CALS CALSの 組織間 または システム間におけるデ ィジタル情報の交換 フォ

情報互換標準 一 マ ッ トの 標 準 を 定 め た仕 様 。CALSの デ ー タ ・パ ッケ ー ジを構 成 す

る設計、製造、及び後方等、全ての技術情報に対 して適用す る。

MIL-STD-28000 グラ フ ィ ック CAD/CAMシ ス テム に よ る製 品 デ ー タの電 送 等 に使 用 され るデ ィ ジ

IGES 交換仕様 タル ・デー タの標準様式、及 び、通信様式を定めた仕様書。

IGES=InitialGraphicsExchangeSPecification

MIL-STD-28001 標準一般化 文章の電子 出力 と交換 のためのマークア ップ基準及 び、共通様式

SGML マー ク付言語 を定めた言語仕様。CALSに おいてあ らゆ る文章 に適用 され る。

SGML=StandardGeneralizedMarkupLanguage

MIL-STD-28002 国際電子通信 CCITTのG4方 式 フ ァ ク シ ミリ ・フ ォーマ ッ トに よ って圧 縮 電 送 さ

CCITTGROUP4 FAX規 格 れ るラスター書式 の、必要用件等を定めた仕様。

CCITT・ConsultiveCo㎜itteeonInternational

TelegraphyandTelephony

MIL-STD-28003 グ ラ フィ ック グラフィ ック ・デー タの保存及 び通信 に利用 され るデ ィジタル表現

CGM データ形式 方 式 を定 め た仕 様 。 この仕 様 で は、 ベ ク トル 方 式 で イ ラ ス トレー タ

を 規 定 す る 。CGM=ComputerGraphicsMetafile

EC/EDI 電子取 引、 電子情報によ る商取 引及 び情報交換様式。定型電子情報の様式に

電子データ は 、 米 国 様 式(X.12)、 欧 州 様 式(EDIFACT)、NATO(AECMA2000)様 式

交換 等 が あ る。

EC=ElectricCommerce,EDI=ElectricDataInterchange

STEP 製品モデル ライフサイ クル間 にわたる製品の、形状 、機能、特性等 の情報の

デ ー タ 様式を定め、電算機で の取 り扱 い及 び交換等 を可能 とさせ る基準。

交換規約 STEP=StandardfortheExchangeofProductModelData

MIL-STD-974 契約者間 CALSに よる新 しい方 式の調達を実現す るために、契約者 間において

CITIS 統合技術情報 統合化 され た電子技術 情報の取 り扱 いに関す る基準。

サ ー ビス CITIS=ContractorIntegratedTechnicalInformation

Service

MIL-M-87268 電子対話型 ディジタル化 したマニ ュアル情報によ る対話型電子化技術マニ ュ

D-87269/Q-8727 技術 アル(IETM)の 仕 様 。MIL-M-87268は 、IETMの 開発 及 び画 面 仕 様 等

IETM マ ニ ュア ル に 関 す る 事 項 、MIL-M-87268は 、IETMデ ー タ ベ ー ス の 官 へ の 納 入

仕 様 、MIL-Q-87270に は、 品証 関 係 事 項が 定 め られ て い る。

ITEM=InteractiveElectricTechinicalManual

IDEF ICAM用 コンピュー タを利用 して統合化 された生産方 式(ICAM)の 電子化情報

標準言語 伝達 に利 用す る標準言語。

IDEF=ICAMDefinitionLanguage

ICAM=IntegratedComputerAidedManufacturing
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Q6.3EDlFACTに 比 べClI標 準 は どの様 な特 徴 を持 って い る のか?

/A/以 下 に 、EDIFACTと 比 較 したCII標 準 の 特徴 を述 べ る。

(1)デ ー タ エ レメ ン トの 非 グ ル ー プ化(非 セ グ メ ン ト化)

EDIFACTは 、"Human-to-Human"の メ ッセ ー ジ交換 を前 提 し、 メ ッセ ー ジを プ リ ン

トした場 合 、 利 用 者 が"可 読 し易 い"よ うに、 関連 す るデ ー タを グル ー プ化(デ ー タの階 層

化)す る方 式 を 採 用 して い る。 この セ グメ ン ト化 は 「編 集機 能 」 の一 部(応 用 用紙 へ の プ リ

ン ト出 力)で あ り、 現 在 の情 報 処 理 の世 界 で は個 々の"ENDシ ス テ ム"が 、"ロ ー カル に

実 現 す る機 能(画 面 編 集 な ど)"と して、 一 般 に考 え られ て い る。"デ ー タ交 換"に"編 集

デ ー タ"を 組 み 込 ん で 送信 す る方 式 は"旧 世 代"の 情 報処 理 の考 え方 で あ る。 しか も、 この

グル ー プ化 の 作 業(デ ー タ項 目の 関係 を階 層 化す る)は 、標 準 メ ッセ ー ジを 開 発 す る上 で 、

国際 間 調 整 な どに膨 大 な 時間 を 費 や す原 因 とな って い る。

一 方 、EIAJ標 準 の拡 張 版 で あ るCII標 準 で は 、 個 々 の デ ー タの独 立 性 を優 先 し、E

DIの 基 本 的 な コ ンセ プ トに もとづ き"Machine-to-Machine"の デ ー タ交 換 に よ り実 現 さ

れ る こ とを前 提 と して い る。 また 、 ヒューマ ンイ ンタ フ ェー ス と して必 要 な 編集 機 能 は、E

NDシ ス テ ム で 実 現 す べ き機 能 と して 位 置 づ けて い る。 した が って 、 この デ ー タ項 目の グ

ル ー プ化(セ グメ ン トの作 成)す る コ ンセ プ トを もって い な い。 この ことはCII標 準 メ ッ

セ ー ジを制 定 を容 易 に して い る。

(2)VANに よ るEDlサ ー ビス をサ ポ ー ト

EDIFACT標 準(及 びX.12)は 、EDI環 境 と して 必 須 と もい え るVANサ ー ビス

機 能(メ ッセ ー ジ蓄 積 及 び仕 分 け)が 考 慮 され て いな い。 一 方 、CII標 準 は、VANサ

ポ ー ト機 能 の み な らず 、以 下 に示 すVAN間 接 続 を含 め た機 能 まで 考 慮 され て い る。

①VAN間 接 続 情 報 の確 保

EDIFACTは 、 欧 米 に 於 け るTELEX機 能 の拡 張 を ベ ー ス と して発 展 して きた 面 が

あ り、"END-TO-END"の 通 信 を前 提 に して い る。 しか し、 最 近 、 米 国 政府 ・行 政 機 関 を 中

心 とす る政 府調 達 の"EC/EDI化 構 想"に 見 られ るよ うに、EDI環 境 の整 備 に はVA

N(Hubgateway)の 提 供 す るサ ー ビスが 不 可欠 で あ る こ とが 理 解 され て い る。

即 ち、 使 い易 いEDI環 境 を実 現 す るに は、VANの 基 本 機 能 で あ る メ ッセ ー ジの交 換処

理 の み な らず 、以 下 の付 加 機 能がVANサ ー ビス と して ユ ーザ か ら求 め られ て い る。

[付 加 機 能][サ ー ビス例]

・フ ォー マ ッ ト変 換 … 一… 固 定 長 デ ー タか ら可 変 長 デ ータ へ の 変換

・プ ロ トコル 変 換 …一一・インターネット(TCP/IP)か らバケット交 換(X .25)網 へ の変 換

・コー ド変 換EBCDICか らASCI1へ の変 換

・速 度 変 換64Kbpsか ら4 .8Kbpsへ の 変換

CII標 準 で は 、 送 信 者 の 所 属 す るVANと 受 信 者 の 所 属 す るVANの ア ドレス が 、

メ ッセ ー ジのヘ ッダ ー部 に格 納 され て い る ため 、VAN経 由 のEDIに 対 応 しや す い。 例 え

ば、JIPDECが 主 管 して い る"業 際EDIパ イ ロ ッ トモ デ ル"で は、VAN間 接 続 に、

"送 信 者 所 属VANコ ー ド"及 び"受 信 者 所属VANコ ー ド"な どのVAN関 連 情報 が 有 効

に活 用 されて い る。

一 方 、現 行 のEDIFACTで は 、VAN関 連 情 報 を 規定 して い な い ため 、 今 後 、特 に複
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数 のVANを 介 す るEDIを 実 現 す る こ とが難 しい面 が あ る。

② メ ッセ ー ジヘ ッダ ー長 の 固 定 化

VANに よ るメ ッセ ー ジ交換 を行 うた め には 、 メ ッセ ー ジの ヘ ッダー部 に 格納 され て い る

受 信 者 の ア ドレス関 連 情 報 を 参照 し、即 時 に次 の転 送 先 に デ ー タを リア ル タイ ム に転 送 す る

こ とが 、今 後 のEDIサ ー ビス と して求 め られ る。 従 って、 メ ッセ ー ジのヘ ッダ ー部 は 固定

長 で あ る ことが 、即 時 処 理 を 実行 す る上 で有 効 とい え る。 この点 にっ い て も、CII標 準 の

メ ッセ ニ ジ本体 は可 変 長 と固 定長 の い ず れ も可 能 で あ るが 、ヘ ッダ ー部 は固 定 長 を基 本 と し

て い る。 一 方 、EDIFACTは メ ッセ ー ジ全 体 が 可 変 長 で あ り、 メ ッセ ー ジ交換 の即 時処

理 に向 か な い面 が あ る。

資料7にEDIFACTの メ ッセ ー ジの 例 を示 す 。

③ 今 後 のCll標 準 の発 展 に向 け て

CII標 準 の 政府 調 達 へ の 採 用 と グ ローバ ル 化 に向 け、 今後 、以 下 の 対応 を図 る こ とを 提

案 す る。

①EDIに 関心 の高 い業 界44団 体 が加 盟 して い るrEDI推 進 協 議会(JEDIC)」

に参 加 して い る各業 界 に、 今 後 も 「CII標 準 」 を 利 用 して頂 く様 に呼 び か け る。

② 政 府調 達 に必 要 な ス タ ンダ ー ドメ ッセ ー ジの 開 発 体 制 を 整 備 す る と同 時 に 、rCIIト

ラ ンス レー タ」 な どのEDIト ラ ンス レー タ製 品 が 、 規 格 に 準 拠 して い るか ど うか 検 証 す

るため 、 「規 格 適合 性 試 験 」 を 行 う試 験所 を 日本 情 報 処 理 開 発協 会 内 に設 置す る。

③CII標 準 を 国 内 に 閉 じたEDI規 格 に止 め ず 、 国 際 標 準 化 会 議(WP4/SC30な

ど)の 場 でCII標 準 をPAS(PubliclyAvailableSpecifications)と して、ISOに

登録(FirstTrack)す る様 に提 案 す る と同 時 に"様 々 の活 動"を 展 開す る。

【補 足 】lSOに 於 け る"PAS"の 取 り扱 い につ い て

i現在 、 イ ンタ ーネ ッ トやX/Openの 規格 をISOに 取 り組 む 為 のPASに 関す る審

議 が、ISO国 際 標 準 化会 議 で 審 議 され て い る。 このPASに 関 す るISOと して の取 り

扱 いが 明確 化 され た 場 合 、JISと して も対 応 を決 定 す る必 要 が 出 て くる。 実 際上 、各 省

庁 内のLANがTCP/IP(ま た は、NetWareな ど非JIS製 品)で 構築 され て

い る状 況 か ら考 え て も、PAS-ISOの 認 定(JIS参 考 扱 い?)を 行 う可 能性 が 高 い。

しか し、PASの 詳 細 な規 格 仕 様 は、 ドキ ュメ ン トの著 作 権 を 確 保 す る上 か ら、PASの

発 行元 で あ るIETFやX/Open事 務局 が今 後 も継 続 す る と思 われ る。

'94年 秋 に開催 され たJTC1総 会 で 決議 され たrPASの 利 用」 に関 す る 内容 を 資 料

15に 示 す。

④ 国 際規 格 へ の 採 用 を 促 進 す るた め 、CII標 準 の イ ン タ ラ クテ ブ版(1-EDI対 応)

の 開発 を 下 記基 本 方 針 を 基 に 開始 す る。
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【 イ ンタ ラ クテ ィブEDI版CII標 準 の課 題 】

CII標 準 は 、基 本 的 にバ ッチEDI向 けの 標 準で あ る。 そ こで 、今 後 、 イ ンタ ラ クテ

ブEDI版 を仕 様 化 す る上 で検 討 す べ き課 題 を 以 下 に示 す。

課 題1同 報 領 域 の確 保

複 数 デ ー タベ ー ス システ ムへ の 同 時検 索 を 行 うイ ンタラ クテ ィ ブEDIを 実 現 す るた

め に は、 同報 機 能 を実 現 す る為 に、 複 数 の 取 引 先 コー ドを格 納 出来 る領 域 の確 保 を 行 う

必 要 が あ る。

課 題2メ ッセ ー ジ グル ー プヘ ッダ ・トレー ラの 可変 長 化或 い は ス リム化/削 除

無駄 な情 報 を送 信 しな い た め に、 ボ デ イ部 と同様 に、 ヘ ッダ部 も 「タグ番 号 」 、 「デ

ー タ長」 及 び 「デ ー タ内容 」 の 組 み 合 わ せ に よ る可 変 長 デ ー タ とす る
。

或 いは 、 メ ッセ ー ジ転 送及 びVANのEDIサ ー ビスに必 要 な デ ー タの み固 定 長 ヘ ッダ

に格納 す る方 式 も考 え られ る。 で き るな ら、 デ ー タを ヘ ッダ ー部 に組 み 入 れ 削 除 す る。

PCの 性 能 も考 慮 し、 メ ッセ ー ジデ ー タの 固定 長 もオ プ シ ョ ン と して 採 用 す る。

課題3イ ンタ ラ クテ ィブEDIと バ ッチEDIと の相 互 連 動

Open-edi環 境 で はイ ンタ ラ クテ ィ ブ処 理 に よ り、 取 引 先 を 選 定 し、事 後 バ ッ

チEDIと して 取 引 デ ー タを一 括 して 送付 す るケ ー スが あ る。 また 、 この2っ の処 理 は

明確 に別 れ るわ け で は な く、"シ ナ リオ"に よ って は、 一 つ の デ ー タ項 目が 両方 のED

Iで 利 用 され る可 能性 が あ る。 従 って 、 デ ー タ と して の 互換 性 を保 証 す る為 に、 シ ン タ

ッ クスル ー ル及 び タグ番 号 は、 イ ンタ ラ クテ ィ ブ版 とバ ッチ版 を極 力 同 じ内容 とす る。

ま た、 各 業界 側 の作 業 と して、 業 務 別 シナ リオ の標 準化 とイ ン タラ クテ ブ版 の 標 準 メ ッ

セ ー ジの 開発 が 必 要 で あ る。

課 題4既 存 バ ッチEIAJ及 びCII標 準 との互 換保 証

CII標 準 を 採 用 して い る企 業 が 、 イ ンタラ クテ ィブEDIヘ ス ム ーズ に 移行 す るた

め に は 、 デ ー タエ レメ ン ト ・デ ィ レク トリ(デ ー タ ・タ グ番 号 な ど)の 互換 性 を保 障 す

る。

Q6.4ANSlX12やEDlFACTの 特徴 は何 か?

/A/現 在 、 国 際 的 に広 く利 用 され て い るEDI標 準 メ ッセ ー ジ規 格 に は 、EU諸 国 を 中心 に

利 用 され て い るEDIFACT(ISO9735)と 、 北 米地 域(NAFTA)を 中心 に利 用 されて

い るANSIX12(以 下 、X12)が あ る。 この2っ に 規 格 の 整 合("融 合")を 図 る

た めOIW/EWOSな どの国 際 ワー ク シ ョ ップの場 にお い て 、協 議 が行 わ れ て い る。

我 が 国 で は 、rEDI推 進協 議 会 」 参 加 団体 を 中心 に、 され たrCII標 準 規 格(平 成4年

制 定)」 が徐 々 に各 業 界 に普 及 しつ っ あ る。 しか し、 国 内 の一 部 の業 界 で は、CII標 準 に

は 「国 際性 が な い」 とい う理 由でEDIFACTを 採用 す る動 き もあ る。

そ こで、 今 後 のEDIFACTとX12に 対 す る 日本 と して の 対 応 を 提 言 す る。

{1)EDlFACTとX12の 問題 点

以 下 に、EDIFACTとX12が 抱 えて い る問題 点 を示 す 。

(a)「 セグ メ ン ト」 の冗 長性

CII標 準 で は 、EDIシ ス テ ムを 実 現 す るため に は、以 下 に 示 す 「標 準 メ ッセ ー ジ」

規 格(EDI規 格 の第2レ ベ ル)が 当事 者 間 で合 意 され る こ とを期 待 して い る。
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① メ ッセージに対する構文規則

② 文字符号 コー ドの規定

③ データ項 目名(ア プ リケ ーシ ョンコー ド)の 意味

④ データの表現方法

と こ ろが 、EDIFACTとX12の 規 格 は 、上 記 の 規 定 の 他 に デ ー タ項 目の 一 種 の

グル ー プ化 で あ る 「⑤ セ グ メ ン ト化 の規 定 」が あ る。

この 「セ グ メ ン ト」 の概 念 は、 コ ン ピ ュー タ処 理 上 、 次 の 問題 点 を 抱 え て い る。

す な わ ち、EDIFACT及 びX12は 、"Human-to-Human"の メ ッセ ー ジ交 換 を 前提 し、

メ ッセ ー ジを プ リ ン トした場 合 、 利 用 者 が"可 読 し易 い"よ うに 、 関 連 す る デ ー タを グ

ル ー プ化(デ ー タの 階層 化)す る方 式 を採 用 して い る。 この セ グメ ン ト化 は 「編 集 機 能」

の 一 部(応 用 用 紙 へ の プ リン ト出 力)で あ り、 現在 の情 報 処 理 の世 界 で は個 々の"END

システ ム"が 、"ロ ー カ ル に実 現す る機能(画 面編 集 な ど)"と して、 一 般 に考 え られ て

い る。"デ ー タ交 換"に"編 集 デ ー タ"を 組 み 込 ん で送 信 す る方式 は"旧 世 代"の 情 報処

理 の考 え 方 で あ る。 しか も、 この グル ー プ化 の 作 業(デ ー タ項 目の 関係 を階 層 化す る)は 、

標 準 メ ッセ ー ジを 開発 す る上 で、EDIFACTで は国 際間 調 整 な どに膨 大 な時 間 を費 や

す 原 因 とな って い る。

一 方 、EIAJ標 準 の拡 張 版 で あ るCII標 準 で は、 個 々 の デ ー タの 独 立性 を優 先 し、E

DIの 基 本 的 な コ ンセ プ トに もとづ き"Machine-to-Machine"の デ ー タ交換 に よ り実 現

され る こ とを 前 提 と して い る。 ま た、 ヒ ューマ ンイ ンタ フ ェー ス と して 必 要 な編 集 機 能 は、

ENDシ ステ ムで 実 現す べ き機能 と して位 置 づ け て い る。 したが って 、 この デ ー タ項 目の

グル ー プ化(セ グ メ ン トの作 成)す る コ ンセ プ トを も って い な い。 この こ と はCII標 準

メ ッセ ー ジを制 定 を 容 易 に して い る。

(b)2バ イ トコ ー ド未 サ ポ ー ト

本 年 秋 にUN/EDIFACTは 、 漢 字 コー ド(ISO10646)の サ ポ ー トを予 定 して い るが 、

これ は中 国漢 字 を重 点 に於 い た機能 改 善 で あ り、 「日本 語 の サ ポー ト」で は な い。 ま た、

X12に お いて は、 日本語 の サ ポー トは 「ロー カル 問題 」 と して 位 置 づ け て い る。

世 界 的 に は2バ イ ト以 上 の 文 字 コ ー ドを 必 要 とす る 国 は 、 日本 以 外 に も多 い。2バ イ ト

コー ド文 字 のサ ポ ー トは国 際標 準 コー ドと して 必 須 条件 といえ る。

(c)EDlFACTとX12の 相 互 変 換 の難 しさ

OIWやEWOSで は、 現在 、 両 規 格 の 最終 的 融 合 案 の検 討 と 同時 に、相 互 変 換 の 実 現

性 にっ い て検 討 が な され て い る。 この 相 互 変 換 を実 現 す る に は、 以 下 に示 すEDI規 格

(第2レ ベ ル)の 変 換 を 「トラ ンス レー タ」 に よ り、 実 現 しな け れ ば な らな い。

① 基本構文規則の変換

② 文字 コー ドの変換

③ デ ータ項 目名 の変換

④ デ ータ表現方法の変換

⑤ セ グメ ン トの枠組みの変換

実 際 上 、 上 記 の変 換 は メ ッセ ー ジ相 互 に直 接 実 施 さ れ る分 けで は な く、 一 旦 、 「中 間

フ ァイル 」 と呼 ばれ る 「固 定 長 フ ァイ ル 」 を通 し、 次 図 に示 す 方 式 で 変 換 され る。
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発注側 受注側

システムA 〔 〔 システムBトランス

レータA

トランス

レータB

一発注DB

(可変長)

EDIFACT

→ 発注DB

(固定長)

〉

⊂=コ

発注DB

(可変長)
」 一一

中間ファイルANSIX12

図6-2標 準 メ ッ セ ー ジ 間 相 互 変 換 方 法

この①項か ら⑤ 項までの変換を行 う上 で、①項 と② 項は プログラム処理 により一元的 に

実施 され るが、③項 、④ 項及 び⑤項 の変換 は、 いず れか、一方 の標準 メ ッセー ジの変更

(デ ータ項 目の追加 な ど)が 発生 した場合、変換が出来ないケースが発生す る。 したが っ

て、常に、二つの標準化団体 は、互 いの変更情報 を連絡 し合 う必要があ り、恒久的に変換

テ ーブルの維持管理体制を確立 して置 く必要 がある。

(2)EDlFACTとX12の"融 合"の 難 しさと 日本の対応

EDI規 格 のサ ポー ト範囲 と して現在、先進 国では次の3っ の機能をEDI標 準 メ ッセー

ジとして実 現す る必要があ る。

① バ ッチEDI標 準 メ ッセ ー ジ

② イ ン タ ラ クテ ィブEDl標 準 メ ッセ ー ジ

③ バ イ ナ リデ ー タ

上記の三つの機能の うち、X12は 全てに対 応 しているが、EDIFACTは 、①項の規

格 があるのみで、②項 と③項の規格 は、現在調 整中である。 したが って、EDIFACTと

X12の"融 合"は 、②項 と③項の規格のEDIFACTへ の"組 み入れ"無 くしては、規

格を統一 して も米国で は利用 されない。 また、今後マルチメデ ィア対応のEDI規 格で も米

国が先行す るため、"融 合"が 実現 した後 は、他のISO規 格 と同様 に、先行す る米国AN

SI規 格の 「数年遅れのISO化 」の時代が来 ると予想 される。 と同時 に、NII/CAL

S構 想 に見 られ る様に、産業界 におけ る米国の覇権主義が今後 も続 く限 り、ANSIを 中心

とす る米国独 自の規格の制定 も進む と考 え られ る。

欧米二極の経済面及び産業政策面の対立 と調整の中で、今後 も国際規格が制定 されて しま

う危険性が ある。 日本 と しては、あ らゆ るチャネルを通 し、 日本の規格 を国際標準に反 映さ

せ る必要が あるので はないか。EDIの 国際標準 は、今後 の 日本経済のグ ローバル化を推進

す る上で、 キー とな る規格である。CII標 準 の利点を生か し、欧米規格 の弱点(VANの

EDIサ ー ビス機能 に配慮がない)を 突 き、ANSI規 格 を超え る 「日本発信」の規格 の国

際化を図 る必要があ るだろ う。
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第7章 行 政 の情 報 化 とECネ ッ トワー ク
産業界におけ るEC/EDI&CALSを 推進す る上 で、行政機関の業務の情報化 とEC

/EDIの 採用は重要な要素 といえ る。以下 に、 その実現の可能性にっいて言及 す る。

Q7.1行 政 の情報化 とECと はどのような関係 にあるのか?

/A/以 下に、ECに よる行政の情報化 の実現方法を述べる。

(1)行 政機 関の業務 とECの 可能性

中央及 び地方行政機関の通常業務 は、主 に次の様 に分類 出来 る。

① 議会 で承認 された事業計画 の実施 ・管理 と成果報告、及 び収支決算

② 法律 、政令、省令、条 例及 び各種標準規格(JIS等)の 立案、審議 、告示、通達

③ 施 行 された法令に もとつ く各種認可、登録、給付

上記の① 項の事業計画 と予算管理 にっ いて は、財務部局 と一般行政部局 の間を結ぶ 「ロー

カルネ ッ トワー ク」を構築 し、各部局間の情報交換 によ り、業務の効率化 を図る ことがで き

る。 しか し、取 り扱 う情報は、外部 に漏れ ない様に システム全体を強固に構築 す る必要があ

る。また、②項の各種法令や標準規格 などの立案 ・審議 につ いて も、委員 会の 「原案」が外

部 に漏れない様、セキ ュリティに配慮す る必要があ る。

一方、中央及 び地方の出先機関などで実施 して いる各種認可、登録、及 び給付 な どの 「窓 口

業務」は、民 間企業及び市民 との接点を持 って いるため、 申請、届出、報告 、及 び各種相談

などのためにECネ ッ トワー クを利用す ることが期待 出来 る。

既に、一部 の地方 自治体で は、市民サ ー ビスの迅速化を 目的 に、住民票の 「写 し」 のFAX

送信によ る 「交付」な どが実施 されて いる。国の機関において も、例えば、特 許庁 の 「電子

出願 システム」の様に、出願者の手持 ちのパ ソコ ンか ら特許の 申請が出来 るECネ ッ トワー

クが運営 され ている。

(2)行 政窓 口のEC化 の要件

中央官庁及 び地方 自治体の窓口での受付業務には、車検登録、社会保健登録 、確定 申告、

パスポー ト申請、不動産登記 、原子力発電所設 置申請、及 び郵便局の預貯金 ・貸 出など様 々

な行政サ ー ビスがあ る。将来、 「電子政府(ElectronicGovernment)」 が実現 した場合、 こ

れ らの窓 口業務は、一般企業及 び個人が所有す る端末か らサー ビスを受 け る様 になると期待

されて いる。

しか し、 これ ら各種 の行政窓 口のEC化 を実現す るためには、行政情報 のデータベ ース化 と

ともに、次の条件 を満 たす必要があ る。

① 各種図面が転送で きる

申請書類 とともに提示す る添付資料 として、各種設計図(ベ ク トル情報)や 地図(バ イ

ナ リ情報)が 送信 出来 ること。そのためには、申請側の情報 システム と行政 システムとの

「相互運用性」を実現す るために、申請書類 だけで な く、設計図の コンテ ンツにつ いて も

標準規格(JIS)を 制定す る必要 があ る。

② メールボ ックスを用意す る

全国か ら随時送付 されて来 る申請書類 の審査 を リアル タイムに実施す る ことは、現在の

行政側の業務形 態か らは、無理があ る。 申請書類の審査 は、一般 に、行政官が既存の法令

や規格 と照合 し、その適合性を確認 の上、 「許 ・認可証」を交付す る。 また、行政官の判

断 を越え る案件 につ いては、委員会或 いは議会で審議す る場合 もある。 したが って、到着

した申請書類を保管す るメールボ ックス と、受付 けた ことを本人 に通知す るメール システ
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ムが必要 となる。

③ 利用者 にIDを 付与する

住 民票の 「写 し」の交付な ど、申請書 のフォーマ ッ ト(形 式)チ ェックと申請者の認証

チ ェ ックを行 うだ けで処理が可能な"原 本(台 帳)照 会型 のサ ー ビス"に つ いて は、原 本

のデー タベース化 とECネ ッ トワー クにより自動化を図 ることが で きる。 しか し、 このサ

ー ビスを実施す るには、利用者の 「本人確認」のためID(識 別 コー ド)を 事前 に付与 す

る必要がある。

③ 行政サー ビスの即時性の可否

民間企業におけ る情報 システムを駆使 したサー ビス競争 においては、その 「窓 口サー ビ

ス」の迅速性が営業成績 に直結 して いる。 この 「リアル タイム性」 の追求は、将来、情報 シ

ステムの環境がマルチ メデ ィアの世界に移行 して も不 変であ る。

この点、行政サー ビスには"競 争"が 存在 しない。 も し、それが存在す ると 「官業の民業 の

圧迫」 との非難(銀 行 と郵便貯 金の競合 など)を 招 くことになる。

したが って、 申請書類の検収 ・審査が行政官 によ り実施 され る現在 の行政サ ー ビスに於 いて

、EC化 によ り書類 デー タの送信が 自分の端末か らで きた として も、許認可の交付 が早 くな

る分けではない。 民間企業においては、 「企業利益の追求」の 結果サー ビスの迅速性が実現

され るが、 「公平性 」 と 「遵法性 」が全てに優先する行政サ ー ビスに、 「迅速性 」を強 く求

め ることは、公平 なサー ビスの低 下を招 く恐れがある。災害時の対応等、行政機 関の 「迅速

な対応 」が必要 なケースが発生 して も、 いわゆる 「危機管理体制」が確立 されていない状態

では、対応が難 しい といえる。 したが って、 「行政の情報化」 とは、行政官が、申請書類及

び付属資料の内容が現行 の法令 や規格に適合 しているか どうかを"的 確かっ迅速"に 行 うた

めの補助手段 として位置づ けざるを得ない。 また、それ も必要 な ことであ り、 「行政改革」

の継続が望 まれ る。 ただ し、 「本人確認」のみで交付で きる 「照会(写 し)申 請」な どにつ

いては、今後 デー タベ ースの整備 と安全保護対策を講 じた上 で、積極的に拡大すべ きであろ

う。

参考 までに、資料11に 平成6年 度 「行革大綱」に示 された 「行政情報化推進計画」 を示す。

Q7.2ECネ ッ トワ ー ク によ り電子 政 府 は実現 で き る の か?

/A/政 府行政機関の 日常業務であ る各種法令 ・規格の立案 と施行、及 び法令 に もとつ く各種許

認可業務に於いて、ECネ ッ トワー クを活用するモデル と して、従来の通信事業者(第1種

及び第2種)及 び放送事 業者 を利 用 した場合 と、イ ンターネ ッ ト(通 信事業者の複合体)を

利用 した場合につ いて、以下 に示す。

(1)法 令 ・規格 などの制定業務へ のECネ ッ トワークの適用

(a)既 存ネ ッ トワークを利 用 した場合

新 しい法令 ・規格 の制定 に先立 ち、既存の法令 ・規格類の 「調査 ・研究」をす る場合 と、

新設 ・変更され る法制度 に関す る紹介 記事を一般 に 「公告 ・公示」す る場合 は、 「特定少

数 との通信」 メデ ィアのみ な らず、 「不特定多数 との通 信(放 送機能)」 メデ ィアが利用

で きる。一方、法令 ・規格を委員会等 で審議す るための 「原 案作成」や審議 に先立っ事前

調整連絡(国 際間調整を含む)な どの準備作業 は、 「特定少数 との通信」であ り、セキ ュ

リテ ィの面か らも電話 ・FAXを 中心 とす る既存の通信 サー ビスが適当であ る。また、発

行 された法令 ・規 格に関す る ドキ ュメ ン トの発行は、従来、紙 により出版 されて きたが、

最近では、電子掲 示板や電子 メールと連動 したファイル転送 などのECネ ッ トワー クによ
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り、市民への迅速 な公 開が技術 的に可能にな って きた。(→ 表7-1)

(b)イ ンターネ ッ トを利用 した場合

イ ンターネ ッ ト環境 は、基本的にオープンなECネ ッ トワーク環境であ るため、 「調査

・研究」や 「公告 ・公示」な どの 「不特定多数 との通信(放 送機能)」 を利 用 した業務 に

は、利用可能であ る。 しか し、法令 ・規格の制定に関す る ドキ ュメン ト類の当事者 間の通

信の場合など、一定 のセキュ リテ ィ環境を前提 とす る業務 には不適当 といえ る。 したが っ

て、敢えて、イ ンターネ ッ トを利 用 して、法案 ・規格案 などの ドキ ュメ ン ト転送を行 う場

合 は、PEMな どの安全対策を講 じなければな らない。 しか し、国際規格な どの国際間の

調整が必要 な場 合 は、 グ ローバルネ ッ トワー クであ るイ ンターネ ッ トの電子 メール など

「特定少数 との通信」 メディアを活 用す ることが有効で あ る。(→ 表7-2)

(2)許 認可業務へのECネ ッ トワー クの適用

(a)既 存ネ ッ トワークを利用 した場合

新設 ・変更 された法制度 に関す る紹介記事な どを一般 に 「公告 ・公示」す る場合は、あ

らゆるメディアを利 用す ることが出来 る。 しか し、個 々の申請書類の受付業務、 申請書類

の確認 ・審査業務、また、必要に応 じて実施す る委員会設 置運営業務、そ して、結果を申

請者に通知す る業務な どは、 「特定少数 との通信」であ り、データ通信やFAXな どの通

信 メデ ィアが活用 され る。 しか し、現在、 「特許出願 システム」や一部の地方行政機関を

除 き、ECネ ッ トワー クを利用 した許認可業務 は実施 されていない。

なお、社会保健加入者台帳や住民台帳、車検情報な どの個人情報 に係わ るデータは、行

政機関内部で管理 され、行政官の許認可業務 に"厳 秘扱い"で 利用 され る情報で ある。そ

のため、 この情報 メデ ィアへのアクセ スは庁 内LANや デー タ通信 による利用者 の限定 さ

れ た 「データベースシステム」 を構築す る必要が ある。 したが って、 これ らの(デ ータの

更 新 を伴 う)デ ー タベー スア クセ ス業務 は、ECネ ッ トワー クの枠 外 にあ る。(→ 表

7-3)

(b)イ ンターネ ッ トを利用 した場合

新設 ・変更 された法制度に関す る紹介記事 などを一般 に 「公告 ・公示」す る業務にっ い

ては、既存ネ ッ トワー クを利用す る場合 と同 じである。 また、個 々の申請書類の受付 か ら

確認 ・審査 し、結果を通知す るまで の業務は、電子 メール などイ ンターネ ッ トの機能 を利

用す ることが有効 といえ る。特 に、結果を通知す る為 には、厳密に 「申請者を特定す る」

上 か らも、PEMな どの利用による暗号化が必要 となる。 また、個人情報な ど行政機 関が

扱 う 「非公開情報」が格納 されたデータベースをイ ンターネ ッ トに開放す ることは、セキ

ュ リティ上、危険であ る。(→ 表 了一4)

以上 の行政に於け る情報化 は、あ くまで、技術的側面 か らその実現性を検討 した ものであ る。

イ ンターネ ッ トの行政 ネ ッ トワー クへの応 用を含め、実際に上記 の 「行政の情報化」を実現す

るには、多 くの制度上の見 直 しが必要 であ る。
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表7-1既 存 ネ ッ トワー クの 適 用業 務(法 令 ・規 格 制 定 業務)

適用業務

既存ネ ッ トワーク

(情 報転送先)

調
査

㌫
究

企

画
立
案

委
員
会
審
議

公

告
公
示

文
書
発
行

国
際
連

絡

不特定
多 数

テ レビ放 送 ・CATV ○ ○

BBS(パ ソ コ ン通 信) ○ ○

デ ー タベ ー ス検 索 ○ ○

ビデ オ デ ッ クス ○ ○

特定
少数

電 話 ○ ○ ○ ○ ○

音声蓄積 ・応答 システ ム ○ ○ ○ ○ ○

電子 メール(同 報) ○ ○ ○ ○ ○ ○

FAX(同 報) ○ ○ ○ ○ ○

フ ァイ ル 転 送(FTAM)O
l

○ ○ ○ ○ ○

(凡 例)○:適 用 可 能

表7-2イ ンタ ーネ ッ トの 適 用業 務(法 令 ・規 格 制 定 業 務)

適用業務

イ ンターネ ッ ト

(情 報転送先)

調
査
●

研
究

企

画
立

案

委
員
会
審
議

公
告

芸
示

文
書
発
行

国
際
連

絡

不特定
多 数

WAIS/Gopher ○ ○

WWW(Mosaic) ○ ○

USENET ○ ○

FTP(anonymousFTP) ○ ○

特定
少数

TELNET ○ ○ ○

SMTP(電 子 メー ル) ○ ○ ○

FTP ○ ○ ○

PEM ○ ○ ○ ○ ○ 〇
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表7-3既 存 ネ ッ トワ ー クの 適 用 業務(許 認可 業 務)

適用業務

既存ネ ッ トワーク

(情 報転送先)

公
告

●

公
報

申
請
書
受
付

申

請

書

チッ

ェク

委
員
会
審
議

D

B

登

録

許
認
可
通
知

不特定
多 数

テ レビ放送 ・CATV ○

BBS(パ ソ コ ン通信) ○

デ ー タベ ース検 索 ○

ビデ オデ ックス ○

特定

少数

電 話 ○ ○ ○

音声蓄積 ・応答 システム ○ △ ○ ○ △

電子メール(同 報) ○ △ ○ ○ △

FAX(同 報) ○ △ ○ ○ △

フ ァイル 転送(FTAM)○
|

△ ○ ○ △

(凡 例)○:適 用可能 △:法 令改定に よ り適用可能

(注)DB登 録 とは申請書等の ドキ ュメ ン トの登録 ・更新管理を行な う処理であ る。

表7-4イ ンタ ーネ ッ トの 適 用業 務(許 認 可 業 務)

適用業務

イ ンターネ ッ ト

(情 報転送先)

公
告

÷
報

申
請
書
受

付

申

請

書

チッ

ェク

委
員
会
審
議

D

B

登

録

許
認
可
通
知

不特定
多 数

WAIS/Gopher ○

WWW(Mosaic) ○

USENET ○

FTP(anonymousFTP) ○

特定
少数

TELNET ○ ○ ○

SMTP(電 子 メー ル) ○ ○ ○

FTP ○ ○ ○

PEM ○ △ ○ ○ △

(凡 例)○:適 用可能 △:法 令改定 によ り適用可能
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第8章 総 括
EC/EDI及 びCALSを 推 進 す る上 で 、 法 制度 の整 備 が 重要 で あ り、 その 成 功 の

可否 は 行政 機 関 に よ る施 策 如何 で あ る。 民 間 レベ ル で は 、rEDI推 進協 議 会(CII

設 置)」 参 加 業 界 を 中心 に、EDIを 中心 に進 め られ て お り、 今 後 は 、 金 融 と流 通 な ど

の 「業 際EDI」 を 実 施 す る計 画 な ど もあ る。 今 年度 か らス ター トした 米 国 に於 け るE

Cパ イ ロ ッ トプ ロ ジュ ク ト 「コマ ー ス ネ ッ ト」 の 動 向 を調 査 し、 今 後 のEC/EDI活

動 に役 立 て る必 要 が あ る(資 料18参 照:コ マ ー スネ ッ トの 紹 介)。

ま た 、政 府 ・行 政 機 関 に於 け るEC/EDIの 促 進 も産 業 界 との 連 携 を図 る上 で 重 要

な課 題 とい え る。 例 え ば、 日本 全 国2,400ヶ 所 に及 ぶ 郵 便局 の 窓 口/端 末 を 利 用 し

た旅 券(パ ス ポー ト)の 発給 、 自動 車 運 転 免 許 の 更新 、 及 び車検 証 明 の発 行 な ど、 省庁

間 の 調 整 に よ り、 早 急 に実 現す べ き施 策(ワ ンス トップサ ー ビス)が あ る(既 に 、 ア ジ

アの 他 の 先 進 国 で は 実 施 中)。 次 図 に 、CALSとEDI/ECに よ り、 産 業 界 と行 政

機 関 の ネ ッ トワー ク化 が 実現 され た場 合 の業 務 プ ロセ ス(例)を 示 す 。 参 考 ま で に米 国

政 府 のEC化 計画 を 資 料8に 示 す

最 後 に、 イ ン ター ネ ッ トによ るEC/EDI&CALSに 言 及 す るな らば、 そ の本 格

的 実 現 性 に は 、 「リア ル タイ ム性 」 と 「セ キ ュ リテ ィ」 の解 決 が 必 要 といえ る。 特 に、

「リア ル タイ ム性 」 を実 現 で き るか ど うか は 日本 のNIIを イ ンター ネ ッ トベ ー ス(I

P/SIPP)で 構 築 す るか ど うか 政 治 的 判 断 と産 業 界 の ニ ー ズ に よ り、 今 後 決 定 され

るだ ろ う。 問 題 は、 む しろ、 セキ ュ リテ ィ対 策 が 個 々 のイ ンター ネ ッ ト事 業 者 に よ り異

な って しま うこ と に よ り(米 国 の 例 を表8-1に 示 す)、END-ENDの セ キ ュ リテ ィ

が 実 現 しづ らい こ と にあ る。 今 後 、 日本 版CIXの"場"を 設 置 す る こ とに よ り、 「セ

キ ュ リテ ィ対策 の 標 準 化 」が 必要 とな ろ う。

以 上

表8-1お もな 商 用インターネット・サービス事 業者(米 国 の 場 合)の セキュリティ対 策

事業者 ア クセス回線 セ キ ュ リテ ィ 料金(目 安)

米 アドバンスド・ネッ}ワーク・

アンド・サービシズ(ANS)

56k～45Mbpsの 専 用 線 アプリケーション.レイヤ・ゲートウェイ、ソフトウェア

の 暗 号 化 に 基 づ く 仮 想 私 設 網

年 額1万1000～

3万6000ド ル

米 グローバル・エンタプライズ・

サービシズ

56k～45Mbpsの 専 用 線 ファイヤ・ウォールの 構 築 を 補 助 年 額1万 ～
3万6000ド ル

米 パフォーマンス・システムズ・

インタナショナル(PSI)

56k～1.544Mbpsの 専 用

線 、フレームリレー、INDN、 特

定 地 域 でCATV、 非 同 期

ダイヤルアけ

ソフトウェアの暗号化 に基づ く仮想
私設網

月 額400～3400ド ル

米 ス プ リン ト 56k～1.544Mbpsの 専 用

線 、フレームリレー、 非 同 期 ダイ

ヤルアガ

Kerberosに 基 づ く仮想 私設 網 月 額400～2700ド ル

米UUNETテ ク加 ジーズ
み

56k～1.544Mbpsの 専 用

線 、 非 同 期 ダイヤルァけ

ハードウェアとソフトウェアの 暗号 化 に基

づ く仮 想 私 設網
月 額795～3000ド ル

bps:ビ ヲト/秒
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設備サービス産業(電力・ガス・石油プラントなど)に於けるCALS/EDl

部 品 ・製 品 メ ー カ エ ン ジニ ア リン グ企 業

〔凡 例 〕

:EC/EDl

國 ・CALS

設備サービス提供企業 行政機関 サ ー ビス利用者

見積り

設備計画立案 一
設備計画

申請書
申請一
許苛

見積 リ

仕様書

書類審査

一
設備 ・機器調達
&運 用仕様作成

見積依頼
一 一

(入 札)

見積提示一
(応 札)

設備建設
仕様書

建設江i事詳細計画作成

設備設計 ソフ
ワ が ハ

ト開発計画
ド 画

部 品(ハ ード・ソフD

発 注 伝 票

審 査

契約一

在庫引当
発注

製品
部品納入

契約書

設備設置
環境整備

設備設置工事
(現場調整試験)

請 ・ 書

図 面共 用)一

ソフ}/ハード 結 合 試 験

通知一
一

試験結果 一

受入れ検査
仕様書

一

審 査

設備稼働
申請書

申請一
一

運 転 マニュアル

ノ

→
正式納入

用
操

〆1
〉

金融決済
(金融EDD

1
請求書

ノ
〆

一 →[蚕

&操 作訓練

金 融決 済

(金 融EDI)

許可

サービス開 始

設備計画
許可書

r

〆

稼働検査
仕様亀 ン

書類審査

1

立入 り検査

暫定稼働
許可書ノ

ー

宣 伝 ・広 告
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